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記

標記について、契約担当官の行う契約について標準契約条項等（標準契約条項、
適用契約条項、特約条項及び標準請書条項並びに標準契約書等をいう。以下同じ｡)
を別冊のとおり制定したので、下記により実施されたい。
なお、この通達は、２８．４．１から適用する。

１ 適用基準
標準契約条項等は、契約担当官の締結する契約について適用する。ただし、こ

れにより難い場合は、個別に契約書又は請書を作成するものとする。

２ 標準契約条項等による標準契約書等作成要領
(1) 標準契約書等には、契約金額のほか、売買、請負、売払い等の種類及び適用
する標準契約条項の名称等その他必要な事項を明示し、必要に応じ付属書類と
して仕様書等を添付するものとする。

(2) 標準契約条項等（標準契約書等を除く。）に定めのない他の特別の条項を付
加する場合には、標準契約書等の特約条項欄に記載するものとする。

３ その他
(1) 標準契約条項等は、入札及び契約締結時にその内容を周知徹底するとともに、
常時一般の閲覧に供し得るようにしておくものとする。

(2) 標準契約条項等は、航空幕僚監部から会計検査院に一括提出するので、各証
明責任者においては、標準契約条項等の提出及び決議書等に提出済みの付記は
要しない。

添付書類：別冊「標準契約条項等」（別途送付）
配布区分：第３術科学校長（２科）
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建設工事請負契約条項

（総則）

第１条 発注者（契約書に定める「甲」の者をいう。以下同じ。）と受注者

（契約書に定める「乙」の者をいう。以下同じ。）は、各々の対等な立場

における合意に基づいて、この建設工事請負契約条項（以下「条項」とい

う。）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行

するものとする。

発注者及び受注者は、この契約書（この建設工事請負契約条項を適用さ

せる「契約書」をいう。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の図面、

仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国

の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とする工事の

請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

２ 受注者は、この契約書記載の工事をこの契約書記載の工期内に完成し、

工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払

うものとする。

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以

下「施工方法等」という。）については、この契約書及び設計図書に特別

の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、

書面により行わなければならない。

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語

とする。

７ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設

計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）

に定めるところによるものとする。

９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治

２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるとこ

ろによるものとする。
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10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専

属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこ

の契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとし、当該工事に係る共

同企業体協定書の写しをこの契約書に添付するものとする。

受注者が共同企業体の場合においては、発注者は、この契約に基づく全

ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表

者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構

成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う

この契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければな

らない。

（関連工事の調整）

第２条 発注者は、この契約に基づき受注者の施工する工事及び発注者の発

注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において

必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合にお

いては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な

施工に協力しなければならない。

（請負代金内訳書及び工程表）

第３条 受注者は、この契約締結後１４日以内に設計図書に基づいて、請負

代金内訳書（以下「内訳書」という。）及び工程表を作成し、発注者に提

出しなければならない。

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を

明示するものとする。

３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

（契約の保証）

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を

付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険

契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀
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行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払

金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に

規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保

証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証

保険契約の締結

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項にお

いて「保証の額」という。）は、請負代金額の１０分の１以上としなけれ

ばならない。

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場

合は、当該保証は第５７条第３項各号に規定する者による契約の解除の場

合についても保証するものでなければならない。

４ 受注者が、第１項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該

保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４

号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

５ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の

１０分の１に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、

受注者は保証の額の減額を請求することができる。

第４条の２ 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履

行を保証する公共工事履行保証証券による保証（引き渡した工事目的物が

種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」

という。）である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したも

のに限る。）を付さなければならない。

２ 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の１０分の３以上としな

ければならない。

３ 第１項の規定により受注者が付す保証は、第５７条第３項各号に規定す

る契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

４ 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の

１０分の３に達するまで、発注者は保証金額の増額を請求することができ、

受注者は保証金額の減額を請求することができる。

（権利義務の譲渡等）
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第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合

はこの限りでない。

２ 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のう

ち第１３条第２項の規定による検査に合格したもの及び第４０条第３項の

規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に

譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。た

だし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。

３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係

る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、

特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第

１項ただし書の承諾をしなければならない。

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、

請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工

以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出

しなければならない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独

立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は

請け負わせてはならない。

（下請負人）

第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な

事項の通知を請求することができる。

２ 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和２４

年法律第１００号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義

務がない者を除く。以下この条において「社会保険等未加入建設業者」と

いう。）を下請負人としてはならない。

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による

届出

(3) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出

３ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分
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に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負

人にすることができる。

(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する

場合

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工

が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

イ 発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項

各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類（以下

「確認書類」という。）を、受注者が発注者に提出した場合

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合

ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工

が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合

イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から

３０日（発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出する

ことができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、

その延長後の期間）以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出し

た場合

４ 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰（制

裁金）として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わな

ければならない。

(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第１号に掲げる下請負人である場合

において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき、

又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき

は、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負

代金額（下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後

の請負代金額）の１０分の１に相当する額

(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第２号に掲げる下請負人である場合

において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注

者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、当該社

会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の請負代金額

（下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負

代金額）の１００分の５に相当する額
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（特許権等の使用）

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の

法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対

象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関す

る一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、

施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨

の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、

受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

（監督官）

第９条 発注者は、監督官を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなけ

ればならない。監督官を変更したときも同様とする。

２ 監督官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく

発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督官に委任した

もののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指

示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受

注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工

事材料の試験若しくは検査（確認を含む。）

３ 発注者は、２名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたときにあ

ってはそれぞれの監督官の有する権限の内容を、監督官にこの契約書に基

づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内

容を、受注者に通知しなければならない。

４ 第２項の規定に基づく監督官の指示又は承諾は、原則として、書面によ

り行わなければならない。

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除につ

いては、設計図書に定めるものを除き、監督官を経由して行うものとする。

この場合においては、監督官に到達した日をもって発注者に到達したもの

とみなす。

（現場代理人及び主任技術者等）

第１０条 受注者は、次に掲げる者を定め、工事現場に配置し、設計図書に
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定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなけれ

ばならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 専任の主任技術者（建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者を

いう。以下同じ。）又は専任の監理技術者（同条第２項に規定する監理

技術者をいう。以下同じ。）

(3) 専門技術者（建設業法第２６条の２に規定する建設工事の施工の技術

上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。）

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、

取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び

受領、第１２条第１項の請求の受取、同条第３項の決定及び通知、同条第

４項の請求、同条第５項の通知の受取並びにこの契約の解除に係る権限を

除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運

営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確

保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を

要しないこととすることができる。

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代

理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当

該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

５ 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼

ねることができる。

（履行報告）

第１１条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行につ

いて発注者に報告しなければならない。

（工事関係者に関する措置請求）

第１２条 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者若しくは監理技術

者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあってはこれらの者の職務を含

む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、

その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求するこ

とができる。

２ 発注者又は監督官は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者（こ
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れらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施工

するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につ

き著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理

由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することがで

きる。

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事

項について決定し、その結果を請求を受けた日から１０日以内に発注者に

通知しなければならない。

４ 受注者は、監督官がその職務の執行につき著しく不適当と認められると

きは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採

るべきことを請求することができる。

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項

について決定し、その結果を請求を受けた日から１０日以内に受注者に通

知しなければならない。

（工事材料の品質及び検査等）

第１３条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設

計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質（営繕

工事にあっては、均衡を得た品質）を有するものとする。

２ 受注者は、設計図書において監督官の検査（確認を含む。以下この条に

おいて同じ。）を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、

当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、

当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

３ 監督官は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日

から７日以内に応じなければならない。

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督官の承諾を受けないで

工事現場外に搬出してはならない。

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定

された工事材料については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場

外に搬出しなければならない。

（監督官の立会い及び工事記録の整備等）

第１４条 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上調合し、又は調

合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該
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立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければな

らない。

２ 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上施工するものと指定さ

れた工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設

計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工

事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところによ

り当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、

当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。

４ 監督官は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求さ

れたときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。

５ 前項の場合において、監督官が正当な理由なく受注者の請求に７日以内

に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督官に

通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合

して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注

者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証す

る見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当

該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工

事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

（支給材料及び貸与品）

第１５条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）

及び貸与する建設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品

質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところに

よる。

２ 監督官は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会い

の上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければ

ならない。この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数

量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適

当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならな

い。

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日か
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ら７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。受

注者は発注者から引渡しを受けた支給材料又は貸与品について、出納及び

保管の状況を明らかにしておくものとし、工事の完成後、速やかに使用明

細書を提出するものとする。

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は

貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第

２項の検査により発見することが困難であったものに限る。）などがあり

使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなけれ

ばならない。

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場

合において必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品

に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与

品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明

示した書面により受注者に当該支給材料若しくは貸与品の使用を請求しな

ければならない。

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料

又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時

期を変更することができる。

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期

若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しな

ければならない。

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変

更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければ

ならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損

し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代

品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償し

なければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていな

いときは、監督官の指示に従わなければならない。
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（寄託機械機器）

第１６条 受注者は、発注者が保有する据付けを要する機械機器（以下「寄

託品」という。）を発注者から寄託されたときは、その品名、数量、引渡

場所及び引渡時期については、設計図書に定めるところにより監督官の立

会いの上その引渡しを受けるものとする。

２ 受注者は、前項の引渡しを受けたときは、その受領書を監督官を通じて

寄託者に提出しなければならない。

３ 発注者は、必要があるときは、第１項の寄託品の数量、品質、規格、引

渡場所及び引渡時期を変更することができる。

４ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若

しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用

を負担しなければならない。

５ 受注者は、自己の故意又は過失により寄託品が滅失し、若しくはき損し、

又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を

納め、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

（工事用地の確保等）

第１７条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施

工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上

必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日）

までに確保しなければならない。

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理し

なければならない。

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合

において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建

設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有し、又は管理するこれ

らの物件を含む。以下この条において同じ。）があるときは、受注者は、

当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、

発注者に明け渡さなければならない。

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件

を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、

発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しく

は取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者
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の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、

また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけ

ればならない。

５ 第３項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発

注者が受注者の意見を聴いて定める。

（設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等）

第１８条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、

監督官がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。

この場合において、当該不適合が監督官の指示その他発注者の責めに帰す

べき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若

しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。

２ 監督官は、受注者が第１３条第２項又は第１４条第１項から第３項まで

の規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の

施工部分を破壊して検査することができる。

３ 前項に規定するほか、監督官は、工事の施工部分が設計図書に適合しな

いと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる

ときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を必要最小

限度破壊して検査することができる。

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担

とする。

（条件変更等）

第１９条 受注者は、工事の施工に当たり、次のいずれかに該当する事実を

発見したときは、その旨を直ちに監督官に通知し、その確認を請求しなけ

ればならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致し

ないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示

された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこ

と。
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(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできな

い特別の状態が生じたこと。

２ 監督官は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号

に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わ

なければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者

の立会いを得ずに行うことができる。

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対して採るべき

措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）を取りまとめ、調

査の終了後１４日以内に、受注者に通知しなければならない。ただし、そ

の期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注

者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

４ 発注者は、前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合に

おいて、必要があると認められるときは、第１項第１号から第３号までの

いずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの又は同項第４号又は

第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは

発注者が行わなければならない。ただし、同項第４号又は第５号に該当し

設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受

注者とが協議して発注者が行わなければならない。

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発

注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

い。

（設計図書の変更）

第２０条 発注者は、前条第４項に規定する場合のほか、必要があると認め

るときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更する

ことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められると

きは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたとき

は必要な費用を負担しなければならない。

（工事の中止）

第２１条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高

潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的

な事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すことがで
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きないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変

動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、

工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を

一時中止させなければならない。

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の

中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させ

ることができる。

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合におい

て、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又

は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機

械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加

費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負

担しなければならない。

（著しく短い工期の禁止）

第２２条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事す

る者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない

事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなけれ

ばならない。

（受注者の請求による工期の延長）

第２３条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整へ

の協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工

事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発

注者に工期の延長変更を請求することができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると

認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期

の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額

について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたとき

は必要な費用を負担しなければならない。

（発注者の請求による工期の短縮等）

第２４条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、

工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代
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金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。

（工期の変更方法）

第２５条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。た

だし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が

定め、受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、

受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた

日（第２３条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前

条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内

に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、

発注者に通知することができる。

（請負代金額の変更方法等）

第２６条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発

注者が定め、受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、

受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日

から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始

の日を定め、発注者に通知することができる。

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害

を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受

注者とが協議して定める。

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

第２７条 発注者又は受注者は、工期内に日本国内における賃金水準又は物

価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方

に対して請負代金額の変更を請求することができる。

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残

工事代金額（請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金

額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃

金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をい

う。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の１，０００分の
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１５を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準

とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が

定め、受注者に通知する。

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行

った後再度行うことができる。

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著

しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者

は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において

急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく

不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、

請負代金額の変更を請求することができる。

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注

者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整

わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴

いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、

第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始

の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通

知することができる。

（臨機の措置）

第２８条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の

措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めると

きは、受注者は、あらかじめ監督官の意見を聴かなければならない。ただ

し、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

２ 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督官に直

ちに通知しなければならない。

３ 監督官は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、

受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合におい
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て、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において

負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担す

る。

（一般的損害）

第２９条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じ

た損害その他工事の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項

又は第３１条第１項に規定する損害を除く。）については、受注者がその

費用を負担する。ただし、その損害（第６０条第１項の規定により付され

た保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべ

き事由により生じたものについては、発注者が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第３０条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がそ

の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害（第６０条第１項の

規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条に

おいて同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものにつ

いては、発注者が負担する。

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない

騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼ

したときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その

損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ

とにより生じたものについては、受注者が負担する。

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場

合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものと

する。

（不可抗力による損害）

第３１条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたもの

にあっては、当該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれ

の責めにも帰することができないもの（以下この条において「不可抗力」

という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材

料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発

生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、
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同項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの

及び第６０条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分

を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結

果を受注者に通知しなければならない。

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害によ

る費用の負担を発注者に請求することができる。

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求が

あったときは、当該損害の額（工事目的物、仮設物、工事現場に搬入済み

の工事材料若しくは建設機械器具であって第１３条第２項、第１４条第１

項若しくは第２項又は第４０条第３項の規定による検査、立会いその他受

注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限

る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項におい

て「損害合計額」という。）のうち請負代金額の１００分の１を超える額

を負担しなければならない。

５ 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところ

により、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある

場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代

金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものに

ついて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受け

た時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とす

る。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費

の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次

以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害

の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する

費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請
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負代金額の１００分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の１００分

の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」とみなして同項の規

定を適用する。

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）

第３２条 発注者は、第８条、第１５条、第１６条、第１８条から第２１条

まで、第２３条、第２４条、第２７条から第２９条まで、前条又は第３５

条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合に

おいて、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又

は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設

計図書の変更内容は発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開

始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者

に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、

受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を

増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議

開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者

に通知することができる。

（検査及び引渡し）

第３３条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなけ

ればならない。

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査官」と

いう。）は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から

起算して１４日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところによ

り、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者

に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査官は、必

要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物

を必要最小限度破壊して検査することができる。

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担と

する。

４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工

事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受

けなければならない。
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５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引

渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。

この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発

注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を

工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

（請負代金の支払）

第３４条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払

を請求することができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から

起算して４０日以内に請負代金を支払わなければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をし

ないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、

前項の期間（以下この項において「約定期間」という。）の日数から差し

引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超

えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において

満了したものとみなす。

（部分使用）

第３５条 発注者は、第３３条第４項又は第５項の規定による引渡し前にお

いても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することが

できる。

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意

をもって使用しなければならない。

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したこ

とによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければ

ならない。

（中間検査）

第３６条 発注者は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において、

発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。

（前金払）

第３７条 この契約において前金払の特約をした場合には、受注者は、保証

事業会社と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事
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の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保

証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代

金額の１０分の４以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から

起算して１４日以内に前払金を支払わなければならない。

３ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社

と中間前払金に関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする

保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の１０

分の２以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場

合においては、前項の規定を準用する。

４ 受注者は、前項の規定により中間前払金の支払を請求しようとするとき

は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定

を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定す

る者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結

果を受注者に通知しなければならない。

５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後

の請負代金額の１０分の４（第３項の規定により中間前払金の支払を受け

ているときは１０分の６）から受領済みの前払金額（同項の規定により中

間前払金の支払を受けているときは、当該中間前払金の額を含む。以下こ

の条から第３９条まで、第４３条、第５２条及び第５６条において同じ。）

を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することがで

きる。この場合においては、第２項の規定を準用する。

６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前

払金額が減額後の請負代金額の１０分の５（第３項の規定により中間前払

金の支払を受けているときは１０分の６。次項において同じ。）を超える

ときは、請負代金額が減額された日から３０日以内にその超過額を返還し

なければならない。ただし、この項の期間内に第４０条又は第４１条の規

定による支払をしようとするときは、発注者は、この支払額の中からその

超過額を控除することができる。

７ 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金

額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以

上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代
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金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受領済みの前払金の額

からその増額後の請負代金額の１０分の５の額を差し引いた額を返還しな

ければならない。

８ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、

その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間

について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭

和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣の定める

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息

の支払を請求することができる。

（保証契約の変更）

第３８条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加して

更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、

変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合にお

いて、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄

託しなければならない。

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、

発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

（前払金の使用等）

第３９条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借

料、機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、

動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に

相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

（部分払）

第４０条 この契約において部分払の特約をした場合には、受注者は、工事

の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場

等にある工場製品（第１３条第２項の規定により監督官の検査を要するも

のにあっては当該検査に合格したもの、監督官の検査を要しないものにあ

っては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相

応する請負代金相当額（以下第４３条及び第４４条において単に「請負代

金相当額」という。）の１０分の９以内の額について、次項から第７項ま

でに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請
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求は工期中１回を超えることができない。

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当額請求に

係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等に

ある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から、起算して

１４日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同

項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなけ

ればならない。この場合において、発注者は、必要があると認められると

きは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して

検査することができる。

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担と

する。

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求する

ことができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から起

算して１４日以内に部分払金を支払わなければならない。

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請

負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が

第３項前段の通知をした日から１０日以内に協議が整わない場合には、発

注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／10－前払金額／請負代

金額）

７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をす

る場合においては、第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請

負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した

額」とするものとする。

（部分引渡し）

第４１条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先

立って引渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）

がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第

３３条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」

とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第３４条中

「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、こ
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れらの規定を準用する。

２ 前項の規定により準用される第３４条第１項の規定により請求すること

のできる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この

場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが

協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用する第３３条第

２項の検査の結果を通知した日から１４日以内に協議が整わない場合に

は、発注者が定め、受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×

（１－ 前払金額／請負代金額）

（国庫債務負担行為に係る契約の特則）

第４２条 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約において、

各会計年度における請負代金の支払の限度額（以下「支払限度額」という。）

は、次のとおりとする。

年度 円

年度 円

年度 円

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。

年度 円

年度 円

年度 円

３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度

額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

４ この条は、航空自衛隊契約担当官の行う契約については、適用しない。

（国債に係る契約の前金払の特則）

第４３条 国債に係る契約の前金払については、第３７条第１項及び第３項

中「この契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「この契約書記載の工

事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度

末）」と、同条及び第３８条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度

の出来高予定額（前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで

の出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をし

たときは、当該超過額を控除した額）」と読み替えて、これらの規定を準

用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」と
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いう。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる

時期以前に前払金の支払を請求することはできない。

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設

計図書に定められているときには、同項において読み替えて準用する第

３７条第１項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払

金の支払を請求することができない。

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて

支払う旨が設計図書に定められているときには、同項において読み替えて

準用する第３７条第１項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に

翌会計年度に支払うべき前払金相当分（ 円以内）を含めて前払

金の支払を請求することができる。

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計

年度までの出来高予定額に達しないときには、同項において読み替えて準

用する第３７条第１項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が

前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払

を請求することができない。

５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計

年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額

に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において

は、第３８条第３項の規定を準用する。

６ この条は、航空自衛隊契約担当官の行う契約については、適用しない。

（国債に係る契約の部分払の特則）

第４４条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額

が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当

該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度

までの出来高予定額を超えた額（以下「出来高超過額」という。）につい

て部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度

においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払

を請求することはできない。なお、中間前払金を選択した場合には、出来

高超過額について部分払を請求することはできない。

２ この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額につ

いては、第４０条第６項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算
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定する。

(1) 中間前金払を選択しない場合

部分払金の額≦請負代金相当額×９／ 10 －（前会計年度までの支払

金額＋当該会計年度の部分払金額）－｛請負代金相当額－（前会計年度

までの出来高予定額＋出来高超過額）｝×当該会計年度前払金額／当該

会計年度の出来高予定額

(2) 中間前金払を選択した場合

部分払金の額≦請負代金相当額×９／ 10 －前会計年度までの支払金

額－（請負代金相当額－前会計年度までの出来高予定額）×（当該会計

年度前払金額＋当該会計年度の中間前払金額）／当該会計年度の出来高

予定額

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。

年度 回

年度 回

年度 回

４ この条は、航空自衛隊契約担当官の行う契約については、適用しない。

（第三者による代理受領）

第４５条 受注者は、あらかじめ、発注者の書面による承認を得た場合に限

り、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることが

できる。

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合におい

て、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨

の明記がなされているときは、当該第三者に対して第３４条（第４１条に

おいて準用する場合を含む。）又は第４０条の規定に基づく支払をしなけ

ればならない。

（前払金等の不払に対する受注者の工事中止）

第４６条 受注者は、発注者が第３７条、第４０条又は第４１条において準

用される第３４条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその

支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部

の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、そ

の理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければなら

ない。
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２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合におい

て、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又

は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機

械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加

費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負

担しなければならない。

（契約不適合責任）

第４７条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約

の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、

受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求

することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、

発注者は履行の追完を請求することができない。

第４７条の２ 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるとき

は、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を

請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要すると

きは、発注者は履行の追完を請求することができない。

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するもので

ないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をする

ことができる。

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告

をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程

度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求す

ることができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定

の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合

において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をして

も履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権）
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第４８条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第５０条の規定

によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損

害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権）

第４９条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間

を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を

解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不

履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。

(1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれ

を提出したとき。

(2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しな

いとき。

(3) 工期内に工事を完成しないとき、又は工事経過後相当の期間内に工事

を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 第１０条第１項第２号に掲げる者を配置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第４７条第１項又は第４７条の２第１項の履行の追

完をしないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

（発注者の催告によらない解除権）

第５０条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。

(1) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工

以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであると

き。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適

合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成する

ことができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確
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に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の

一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部

分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定

の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合

において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者

が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる

見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条にお

いて同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認め

られる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第５３条又は第５４条の規定によらないでこの契約の解除を申し出た

とき。

(11) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの

者をいう。以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人であ

る場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を

締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力

団員であると認められるとき。

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められると

き。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は

関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し
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ていると認められるとき。

カ 下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その

相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該

者と契約を締結したと認められるとき。

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材、

原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当

する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求

め、受注者がこれに従わなかったとき。

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第５１条 第４９条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべ

き事由によるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解

除をすることができない。

（公共工事履行保証証券による保証の請求）

第５２条 第４条の２第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証

する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が

第４９条各号又は第５０条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、

当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業

者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

２ 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設

業者（以下「代替履行業者」という。）から発注者に対して、この契約に

基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場

合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権（前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金とし

て受注者に既に支払われたものを除く。）

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務（受注者が施工した出来形部分の契約不適

合に係るものを除く。）

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第３０条の規定により受

注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。）

３ 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業

者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾す
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る。

４ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事

履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、こ

の契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の

費用の負担に係る債務（当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含

む。）は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

（受注者の催告による解除権）

第５３条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定

めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解

除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不

履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。

（受注者の催告によらない解除権）

第５４条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解

除することができる。

(1) 第２０条の規定により設計図面を変更したため請負代金額が３分の２

以上減少したとき。

(2) 第２１条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（工

期の１０分の５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、

中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完

了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）

第５５条 第５３条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事

由によるものであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除を

することができない。

（解除に伴う措置）

第５６条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、

出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となっ

た工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該

引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければ

ならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、

その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査す
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ることができる。

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担

とする。

３ 第１項の場合において、第３７条（第４３条において準用する場合を含

む。）の規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第４０条及

び第４４条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償

却した前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負

代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰

があるときは、受注者は、解除が第４９条、第５０条又は次条第３項の規

定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日ま

での日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項に

規定する財務大臣の定める遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付し

た額を、解除が第４８条、第５３条又は第５４条の規定によるときにあっ

ては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材

料及び寄託品があるときは、第１項の出来形部分の検査に合格した部分に

使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合

において、当該支給材料及び寄託品が受注者の故意若しくは過失により滅

失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に

使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は

返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品

があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合

において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したと

きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその

損害を賠償しなければならない。

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用

地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物そ

の他の物件（下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下

この条において同じ。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去すると

ともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければ

ならない。



1 - 1 - 33

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件

を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、

発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しく

は取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者

の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、

また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけ

ればならない。

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方

法等については、この契約の解除が第４９条、第５０条又は次条第３項の

規定によるときは発注者が定め、第４８条、第５３条又は第５４条の規定

によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後

段、第５項後段及び第６項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法

等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の

処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

（発注者の損害賠償請求等）

第５７条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これ

によって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第４９条又は第５０条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約

が解除されたとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、

又は債務の履行が不能であるとき。

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注

者は、請負代金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定

する期間内に支払わなければならない。

(1) 第４９条又は第５０条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が

解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受

注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能とな

ったとき。
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３ 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合

とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平

成１６年法律第７５号）第７４条第１項の規定により選任された破産管

財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）第６７条第１項の規定により選任され

た管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）第２条第２項の規定により選任された

再生債務者等

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２

号に該当する場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社

会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるもので

あるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、

請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した

額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和

３１年政令第３３７号）第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣が定

める延納利息の率を乗じて計算した額とする。

６ 第２項の場合（第５０条第９号及び第１１号の規定により、この契約が

解除された場合を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納

付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契

約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

（受注者の損害賠償請求等）

第５８条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれに

よって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定

める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰す

ることができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第５３条及び第５４条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又

は債務の履行が不能であるとき。
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２ 第３４条第２項（第４１条において準用する場合を含む。）の規定によ

る請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、

遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の

規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率

を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

（契約不適合責任期間等）

第５９条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第３３条第４項又は

第５項（第４１条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定

による引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日

から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損

害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請

求等」という。）をすることができない。

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引

渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受

注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の

下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年

が経過する日まで請求等をすることができる。

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定

の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思

を明確に告げることで行う。

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な

期間（以下この項及び第７項において「契約不適合責任期間」という。）

のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発

注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等

をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根

拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に

必要と認められる請求等をすることができる。

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたも

のであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、

民法の定めるところによる。

７ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用し



1 - 1 - 36

ない。

８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったと

きは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ち受注者に通知しなければ、

当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者が

その契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第

８１号）第９４条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工

事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成１２年

政令第６４号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の侵入に影
か し

響のないものを除く。）について請求等を行うことのできる期間は、１０

年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若し

くは監督官の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適

合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材

料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき

は、この限りでない。

（火災保険等）

第６０条 受注者は、発注者が必要と認めるときは、工事目的物及び工事材

料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計図書で定める

ところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを

含む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又は

これに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の

保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

（制裁金等の徴収）

第６１条 受注者が、この契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金

を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わな

い額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金の支払の日まで、

国の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文の規定に基づき

財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した利息を付した額と、発注

者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、国

の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文の規定に基づき財

務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。

（違約金に関する特約）

第６２条 受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、次のいずれか

に該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額（この

契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額）

の１０分の１に相当する額を違約金（損害賠償額の予定）として発注者の

指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３

条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁

止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注

者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納

付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当

該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合

を含む。）。

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排

除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業

者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者

等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていな

いときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令

をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）におい

て、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反

する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は

第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反

する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、

当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者

に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における

課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入



1 - 1 - 38

札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分

野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含

む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法

第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定した

とき。

第６３条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと

きは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応

じ、未納金額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１

項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した額

の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

（あっせん又は調停）

第６４条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定める

ものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服

がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた

場合には、発注者及び受注者は、建設業法による 建設工事紛争審

査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図

る。

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任

技術者又は監理技術者若しくは専門技術者その他受注者が工事を施工する

ために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛

争及び監督官の職務の執行に関する紛争については、第１２条第３項の規

定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者

が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項

若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前

項のあっせん又は調停を請求することができない。

（仲裁）

第６５条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせ

ん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規

定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判

断に服する。

（情報通信の技術を利用する方法）



1 - 1 - 39

第６６条 この契約書において書面により行わなければならないこととされ

ている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法

その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。た

だし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

（補則）

（秘密の特約条項）

第６７条 設計図書に秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６

号）第１６条に規定する秘に指定された事項若しくは同訓令第５０条に規

定する事項又は特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）

第３条第１項に規定する特定秘密に係る情報を含む契約については、秘密

保全に関する訓令及び特定秘密の保護に関する訓令（平成２６年防衛省訓

令第６４号）に従い適正な特約条項を付し、当該契約の違約金については、

建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項の取扱

いについて（防整施（事）第１３号２７．１０．１）に基づき適正な特約

条項を付するものとする。

（解体工事に要する費用等）

第６８条 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成

１２年法律第１０４号）第９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、（１）

解体工事に要する費用、（２）再資源化等に要する費用、（３）分別解体等の方

法、（４）再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入した別

紙第１、別紙第２又は別紙第３を添付するものとする。

（住宅建設瑕疵担保責任保険）

第６９条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成１９年

法律第６６号）第２条第４項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行する

ため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(１)保険法人の名称、

(２)保険金額、(３)保険期間についてそれぞれ記入する。

なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所

の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を

発注者に交付し、説明しなければならない。

（運用基準）

第７０条 条項の適用に関して、建設工事請負契約条項運用基準（以下「運
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用基準」という。）を別紙第４のとおり定める。

（発注者と受注者との協議）

第７１条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と

受注者とが協議して定める。
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別紙第１

建築物に係る解体工事

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条に基づく契約書記載事項

工事名：

１．解体工事に要する費用（直接工事費） 円（税抜き）
（注）・解体工事の場合のみ記載する。

・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・工事現場内における仮置き等に伴う荷下ろし・積込み費用は含まない。

２．再資源化等に要する費用（直接工事費） 円（税抜き）
（注）・運搬費を含む。

・工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない。

３．分別解体等の方法

工程 作 業 内 容 分別解体等の方法(※)

工 ①建築設備・ 建築設備・内装材等の取り外し □手作業
程 内装材等 □有 □無 □手作業・機械作業の併用
ご 併用の場合の理由（ ）
と
の ②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し □手作業
作 □有 □無 □手作業・機械作業の併用
業 併用の場合の理由（ ）
内
容 ③外装材・ 外装材・上部構造部分の取り壊し □手作業
及 上部構造部分 □有 □無 □手作業・機械作業の併用
び
解 ④基礎・ 基礎・基礎ぐいの取り壊し □手作業
体 基礎ぐい □有 □無 □手作業・機械作業の併用
方
法 ⑤その他 その他の取り壊し □手作業
（ ） □有 □無 □手作業・機械作業の併用

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

４．再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地
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別紙第２

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条に基づく契約書記載事項

工事名：

１．解体工事に要する費用（直接工事費） 該当無し

２．再資源化等に要する費用（直接工事費） 円（税抜き）
（注）・運搬費を含む。

・工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない。

３．分別解体等の方法

工程 作 業 内 容 分別解体等の方法(※)

工 ①造成等 造成等の工事 □手作業
程 □有 □無 □手作業・機械作業の併用
ご
と ②基礎・ 基礎・基礎ぐいの工事 □手作業
の 基礎ぐい □有 □無 □手作業・機械作業の併用
作
業
内 ③上部構造部分・ 上部構造部分・外装の工事 □手作業
容 外装 □有 □無 □手作業・機械作業の併用
及
び
解 ④屋根 屋根の工事 □手作業
体 □有 □無 □手作業・機械作業の併用
方
法 ⑤建築設備・ 建築設備・内装等の工事 □手作業

内装等 □有 □無 □手作業・機械作業の併用

⑥その他 その他の工事 □手作業
（ ） □有 □無 □手作業・機械作業の併用

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

４．再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地
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別紙第３

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条に基づく契約書記載事項

工事名：

１．解体工事に要する費用（直接工事費） 円（税抜き）
（注）・解体工事の場合のみ記載する。

・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
・工事現場内における仮置き等に伴う荷下ろし・積込み費用は含まない。

２．再資源化等に要する費用（直接工事費） 円（税抜き）
（注）・運搬費を含む。

・工事現場内における仮置き等に伴う運搬費は含まない。

３．分別解体等の方法

工程 作 業 内 容 分別解体等の方法(※)

工 ①仮設 仮設工事 □手作業
程 □有 □無 □手作業・機械作業の併用
ご
と ②土工 土工事 □手作業
の □有 □無 □手作業・機械作業の併用
作
業 ③基礎 基礎工事 □手作業
内 □有 □無 □手作業・機械作業の併用
容
及 ④本体構造 本体構造の工事 □手作業
び □有 □無 □手作業・機械作業の併用
解
体 ⑤本体付属品 本体付属品の工事 □手作業
方 □有 □無 □手作業・機械作業の併用
法
⑥その他 その他の工事 □手作業
（ ） □有 □無 □手作業・機械作業の併用

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

４．再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地
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別紙第４

建設工事請負契約条項運用基準

１ 対象工事

この建設工事請負契約条項運用基準は、１件につき契約金額が予算決算

及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の２第１項に規定す

る金額以上の工事に適用する。ただし、それ以外の工事への適用を妨げる

ものではない。

２ 条項補則第６８条関係

(1) 補則第６８条においては、次のとおりとする。

ア 「(1) 解体工事に要する費用」については、分別解体及び運搬車へ

の積込みに要する費用とし、解体工事に伴う仮設費及び運搬費並びに

工事現場内における仮置き等に伴う荷下し・積込み費用は含まないも

のとして、受注者と当該工事の実施をつかさどる部署（以下「工事担

当部署」という。）において協議を了した直接工事費を記入する。

イ 「(2) 再資源化等に要する費用」については、特定建設資材廃棄物

の処分等に要する費用及び運搬に伴う費用とし、工事現場内における

仮置き等に伴う運搬費は含まないものとして、受注者と工事担当部署

において協議を了した直接工事費を記入する。

ウ 「(3) 分別解体等の方法」は、受注者と工事担当部署において協議

を了した方法を記入する。

エ 「(4) 再資源化等をする施設の名称及び所在地」は、受注者と工事

担当部署において協議を了した施設名称等を記入することとし、特定

建設資材廃棄物の種類により受入先が異なる場合等は複数記入する。

(2) 別紙第１、別紙第２及び別紙第３のいずれかを当該請負契約書に添付

することとされているので、遺漏のないよう措置すること。

なお、細部については次のとおりとする。

ア 当該工事の契約事務をつかさどる部署（以下「契約担当部署」とい

う。）は、落札者が決定したときには直ちに落札者に対し契約関係書

類を交付するとともに、期限までに契約関係書類を工事担当部署に提

出し、協議を了しなければならないことを説明すること。

イ 工事担当部署は、アの書面の提出を受けたときは、期限までにその

記載内容が適切であることを確認し、工事担当部署の長までの決裁を

受けて、契約担当部署に報告することとし、この報告に基づき契約担
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当部署は契約書を作成するものとする。

(3) 受注者が共同企業体の場合においては、受注者の住所、会社名及び代

表者氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びそ

の他の構成員の住所、会社名及び代表者氏名を記入し、押印するものと

する。

３ 条項に係る追加事項

設計・施工一括発注方式（設計・施工一括発注方式について（防整施第

６９４２号２８．３．３１）別紙の第２項第１号に規定する設計・施工一

括発注方式をいう。）又は標準図活用発注方式（標準図等活用発注要領に

ついて（防整技第７１８０号２８．３．３１）に規定する発注方式をいう。）

により発注した工事について、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）上、

建築士の資格を必要とする設計業務に係る設計業者が確定した際、次の手

続により、速やかに契約変更の手続を行うものとする。

(1) 建築士法第２２条の３の３に関する手続

ア 契約担当部署は、設計業者が確定したときには直ちに落札者等に対

し契約関係書類を交付するとともに、期限までに建築士法第２２条の

３の３に定める内容について、工事担当部署との協議を了しなければ

ならないこと及び付紙には協議を了した内容を記載しなければならな

いことを説明する。

イ 工事担当部署は、建築士法第２４条の７第１項に基づく説明を受け

る際、落札者等に付紙の提出を求める。

ウ 工事担当部署は、付紙の提出を受けたときは、期限までにその記載

内容が適切であることを確認し、工事担当部署の長までの決裁を受け

て、契約担当部署に報告する。

エ 契約担当部署は、ウの報告を受けたときは、補則第６９条の次に「建

築士法第２２条の３の３に定める記載事項 別紙のとおり」を加え、

契約書に付紙を添付する旨契約書に記載した内容の変更を行うものと

する。

４ 第１条関係（総則）

(1) 第３項において、仮設、施工方法等についてその責任の所在を明らか

にするため、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び質問回答書をい

う。）に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定めるこ

ととしているので、設計図書における特別の定めについては、その必要

性を十分検討し、必要最小限度のものとする。
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(2) 第１２項において、受注者が共同企業体の場合には、契約担当官等（防

衛省所管契約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓令第１０８号）第２条

に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。）と受注者との間では全て

の行為は共同企業体の代表者を通じて行うこととされているので、遺漏

のないよう措置すること。

(3) 秘密を要する調達に係る契約においては、「受注者は、特約条項の定

めるところにより、秘密の保全を確実に行わなければならない。」と記

載すること。

５ 第２条関係（関連工事の調整）

関連工事における工程等の調整はこの条において契約担当官等の義務と

しているが、その運用に当たっては「工事監督の実施細目について（防整

技第７１６５号２８．３．３１）」（以下「実施細目」という。）の規定に

従い、重要なものについては総括主任工事監督官等が、その他については

主任工事監督官等が行うものとする。

６ 第３条関係（請負代金内訳書及び工程表）

(1) 受注者から請負代金内訳書及び工程表を提出させる期間は、工期、工

事等の態様により１４日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟

酌の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。

(2) 請負代金内訳書については、契約担当官等の承認を要せず、契約担当

官等及び受注者を拘束するものではないので、第２６条の規定による請

負代金額の変更、第３１条の規定による天災その他不可抗力による損害

の負担、第４０条の規定による部分払等を行う場合の額の確認に当たっ

ては、工程表を参考にして設計書の内訳書により行うものとすること。

(3) 請負代金内訳書は、前号の確認を行うに当たり、参考までに受注者の

積算の考え方を承知しておくために提出させるものであり、証拠書類と

して取り扱わないので該当工事の履行終了後、破棄しても差し支えない。

(4) 契約担当官等が請負代金内訳書を必要としない場合は、請負代金内訳

書に関する部分を削除したものとする。

７ 第４条関係（契約の保証）

(1) 建設工事等に係る契約の保証に関する取扱いについて（防整施第

６９４５号２８．３．３１）の別紙第１項第３号に該当する場合は、こ

の条は削除する。

(2) 第４条の２を適用する工事は、１件につき予定価格が国の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令（昭和５５年政令第３００号）
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第３条第１項に規定する財務大臣の定める額以上の工事又は特段の事情

があると認められる工事とする。

８ 第５条関係（権利義務の譲渡等）

第３項を使用しない場合は、同項及び第４項を削除する。

９ 第７条関係（下請負人）

「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工

事現場の担当責任者の名称等を含むものである。

１０ 第９条関係（監督官）

(1) 第３項にいう「２名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたと

き」とは、実施細目第４条に規定する同一の監督業務について２名以上

の監督官を任命して権限を分担させた場合をいい、この場合には、それ

ぞれの職務内容を監督官に明示すること。

(2) 第４項は、第１条第５項の特則を規定したものではなく、契約書では

なく設計図書において権限が創設される監督官の指示又は承諾につい

て、原則として、書面によることを定めたものである。

１１ 第１０条関係（現場代理人及び主任技術者等）

(1) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条第３項の工事に該当

しない場合、第１項第２号中「専任の」を削除する。

(2) 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること(専任)だけでなく、

さらに作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在し

ていることを意味するものである。

(3) 「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者

において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものである。した

がって、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その

他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。

(4) 第３項について、次のいずれかに該当する場合には、同項の「現場代

理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないも

のとして取り扱うこと。

ア 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開

始されるまでの期間

イ 第２１条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時

中止している期間

ウ 橋 梁 、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の等の
りよう

電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われ
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ている期間

エ アからウまでに掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行わ

れていない期間

１２ 第１１条関係（履行報告）

契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告だけ

でなく、施工計画書、実施工程表等の履行計画についての報告も含むも

のである。

１３ 第１３条関係（工事材料の品質及び検査等）

(1) 第３項の日数については、検査の態様、施工条件等により７日とする

ことが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又
しん

は短縮した日数を記載できるものとする。

(2) 第５項の日数については、工事材料の態様、施工条件等により７日と

することが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延

長又は短縮した日数を記載できるものとする。

１４ 第１４条関係（監督官の立会い及び工事記録の整備等）

第４項及び第５項前段の日数については、立会い又は見本検査の態様、

施工条件等により７日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌

の上、必要な範囲内で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。

１５ 第１５条関係（支給材料及び貸与品）

第１項の貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最

終定期調整後の使用時間又は使用日数を設計図書に明示すること。

１６ 第１７条関係（工事用地の確保等）

(1) 第１項は、契約担当官等の工事用地の確保義務を規定したものである

が、「受注者が工事の施工上必要とする日」とは、受注者の工事の進捗

状況を勘案して現実に受注者が工事を施工するために用地を必要とする

日をいう。

(2) 第３項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還す

ることが含まれる。

(3) 第４項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれ

る。

１７ 第２１条関係（工事の中止）

(1) 第１項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一

部の施工を中止させなければならない場合とは、現実に受注者が工事を

施工できないと認められるときとする。
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(2) 第３項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し、又は工

事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持るため必要とされる費

用、中止に伴い不用となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費

用、工事を再開するために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費

用等をいう。

１８ 第２５条関係（工期の変更方法）

(1) 第１項の「工期の変更」とは、第１５条第７項、第１６条第４項、第

１８条第１項、第１９条第５項、第２０条、第２１条第３項、第２３条

第１項、第２４条第１項及び第４６条第２項の規定に基づくものをいう。

(2) 第１項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は

短縮した日数を記載できるものである

(3) 第２項の「工期の変更事由が生じた日」とは、第１５条第７項におい

ては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等

の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第１６条第

４項においては、寄託機械機器に代えて他の寄託機械機器を引き渡した

日又は寄託機械機器の品名等を変更した日、第１８条第１項においては、

監督官が改造の請求を行った日、第１９条第５項においては、設計図書

の訂正又は変更が行われた日、第２０条においては、設計図書の変更が

行われた日、第２１条第３項においては、契約担当官等が工事の施工の

一時中止を通知した日、第４６条第２項においては、受注者が工事の施

工の一時中止を通知した日とする。

１９ 第２６条関係（請負代金額の変更方法等）

(1) 第１項の「請負代金額の変更」とは、第１５条第７項、第１６条第４

項、第１８条第１項、第１９条第５項、第２０条、第２１条第３項、第

２３条第２項、第２４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づくもの

をいう。

(2) 第１項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で延長又は

短縮した日数を記載できるものである。

(3) 第２項の「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第１５条第７項

においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給

材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第

１６条第４項においては、寄託機械機器に代えて他の寄託機械機器を引
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き渡した日又は寄託機械機器の品名等を変更した日、第１８条第１項に

おいては、監督官が改造の請求を行った日、第１９条第５項においては、

設計図書の訂正又は変更が行われた日、第２０条においては、設計図書

の変更が行われた日、第２１条第３項においては、契約担当官等が工事

の施工の一時中止を通知した日、第２３条第２項においては、受注者が

同条第１項の請求を行った日、第２４条第２項においては、契約担当官

等が同条第１項の請求を行った日、第４６条第２項においては、受注者

が工事の施工の一時中止を通知した日とする。

(4) 第３項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」

とは、第１５条第７項、第１６条第４項、第１８条第１項、第１９条第

５項、第２０条、第２１条第３項、第２３条第２項、第２４条第２項及

び第４６条第２項の規定に基づくものをいう。

２０ 第２７条関係（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

(1) 第１項の請求は、残工事の工期が２月以上ある場合に行うことができ

るものとする。

(2) 第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の

出来形部分」の確認については、第１項の請求があった日から起算して、

１４日以内で契約担当官等が受注者と協議して定める日において、主任

監督官等に確認させるものとする。この場合において、受注者の責めに

より遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含

めるものとする。

(3) 第３項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲

で延長又は短縮した日数を記載できるものである。

(4) 第４項に規定する再スライドを行う場合は、第１号から前号までを準

用すること。

(5) 契約担当官等は、現場説明書により第１号及び第２号の事項を了知さ

せること。

(6) 第５項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動さ

せるおそれのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。

(7) 第７項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲

で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。

(8) 前各号に定めるもののほか、この条の適用に当たっての細部事項につ
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いては、整備計画局施設技術管理官が定める。

２１ 第３１条関係（不可抗力による損害）

(1) 第４項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金

額をいう。

(2) １回の損害額が当初の請負代金額の５／１０００の額（この額が２０

万円を超えるときは２０万円）に満たない場合は、第４項の「当該損害

の額」は０として取扱うこと。

(3) 第４項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第２項により確

認された損害の取片付けに直接必要とする費用をいう。

(4) 契約担当官等は、現場説明書により第１号及び第２号の事項を了知さ

せること。

２２ 第３２条関係（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）

第１項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲

で延長又は短縮した日数を記載できるものとする。

２３ 第３７条関係（前金払）

(1) 第３項における中間前金払の対象となる範囲、割合及び条件について

は、次のとおりとする。

ア 中間前金払の範囲は、１件の請負代金額が１，０００万円以上であ

って、かつ、工期が１５０日以上の工事とする。

イ 中間前金払の割合は、請負代金額の１０分の２以内とする。ただし、

中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の１０分の６

を超えてはならないものとする。

ウ 中間前金払の条件は、工期の２分の１を経過し、かつ、おおむね工

程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗額が請

負代金額の２分の１以上であることとする。

(2) 第４項における中間前金払の認定については、次のとおりとする。

ア 契約担当官等又は契約担当官等が指定する者（以下「認定者」とい

う。）は、受注者から、中間前金払に係る認定の請求があったときは、

前号ウに掲げる条件を満たしているか否かの確認を実施する。

イ 認定者は、アの確認の結果が妥当であると認定したときは、認定調

書を２部作成し、１部を受注者に交付し、１部を受注者の提出する請

求書に添えるものとする。

ウ 認定者は、第１１条（履行報告）の規定に基づく報告をもって認定
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することができる。

エ 認定者は、請求のあった日の翌日から起算して７日以内には、認定

を行うものとする。

(3) 契約担当官等は、請負代金額の一部を工期中途において支出する必要

がある場合で、これを中間前金払又は部分払のいずれかの選択について、

現場説明書等において了知することとする。

(4) 契約に当たり、部分払を選択した工事にあっては、第３項及び第４項

を削除することとし、中間前金払を行わないこととする。

２４ 第３８条関係（保証契約の変更）

第２項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証

契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の

保証金額は、減額後の前払金額を下らない額とする。

２５ 第４０条関係（部分払）

(1) 第６項の日数については、工期、工事の態様等により１０日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、１４日未満で、かつ、必

要な範囲で延長又は短縮した日数を記載できるものである。

(2) 契約に当たり、中間前金払を選択した工事にあっては、部分払を行わ

ないこととする。

２６ 第４１条関係（部分引渡し）

第２項の日数については、工期、工事の態様等により１４日とするこ

とが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲

で延長又は短縮した日数を記載できるものである。

２７ 第４２条関係（国債に係る契約の特則）

(1) 契約担当官等は、現場説明書等により次の事項を了知させること。

ア 各会計年度における請負代金の支払の限度額(○年度約○％以内と

割合で明示すること。)

イ 各会計年度における請負代金の支払の限度額及び出来高予定額は、

受注者決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。

(2) 支払限度額の決定は、各工事ごとに各会計年度の予想出来高を算出の

上、年割り額を超えないよう調整し決定すること。

(3) 支払限度額及び出来高予定額は、契約会計年度の翌会計年度以降に国

債の減額があった場合及び次号のただし書きの場合を除き、原則として

変更しないものとする。

(4) 各工事ごとに各会計年度の所定の前金払及び部分払を行った結果、そ
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の支払額の合計が各会計年度の支払限度額に達しない場合は、全て繰越

手続きを行うものとする。ただし、１事項における各工事の支払限度額

を変更することによって、１事項の支払限度額に達する場合は、部分払

を行う前に各工事の支払限度額を変更して繰越を避けても差し支えな

い。この場合、出来高予定額も支払限度額に対応するよう変更するもの

とする。

２８ 第４３条関係（国債に係る契約の前金払の特則）

(1) 契約担当官等は、現場説明書等により次の事項を了知させること。

ア 前金払の支払条件

イ 契約会計年度の翌会計年度に前払金の請求をする場合は、翌会計年

度の予算が成立し予算の執行が可能となる時期以前においては請求す

ることができないこと。

(2) 契約会計年度に前金払の一部を、翌会計年度にその残額を支払う場合

は、第４３条第３項の（ ）書に契約会計年度の支払金額を記入す

ること。

(3) 国債に係る中間前金払の条件については、２３第３７条関係第１号ウ

中「工期の２分の１」とあるのは「各会計年度の工事実施期間の２分の

１」と、「請負代金額の２分の１」とあるのは「各会計年度の出来高予

定額の２分の１」と読み替えてこれらの規定を準用する。

２９ 第４４条関係（国債に係る契約の部分払の特則）

(1) 契約担当官等は、現場説明書等により各会計年度における部分払の回

数を了知させること。

(2) 中間前金払を選択した工事において、請負代金相当額が各会計年度の

出来高予定額（最終年度に係るものを除く。）を超えた場合（第４１条

に規定する指定部分の工事にあっては、当該出来高予定額に達した場合）

に限り、部分払を行うことができる。

３０ 第４２条から第４４条関係

契約が国債に基づかない場合は、この条は削除する。

３１ 第４７条関係（契約不適合責任）

第４条を適用する工事については、第４７条第１項を、第４条の２を

適用する工事については、第４７条の２第１項を適用するものとし、不

要な条項は削除する。

３２ 第４９条関係（発注者の催告による解除権）

(1) 第４条の規定を適用する場合、第１項第５号中の「又は第４７条の２
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第１項」を削除し、第４条の２の規定を適用する場合は、同項同号中の

「第４７条第１項又は」を削除する。

(2) 第５条第３項を使用しない場合は、第１号を削除する。

３３ 第５０条関係（発注者の催告によらない解除権）

第５条第３項を使用しない場合は、第２号を削除する。

３４ 第５２条関係（公共工事履行保証証券による保証の請求）

第４条の規定を適用する場合、第１項中の「の２」を削除する。

３５ 第５６条関係（解除に伴う措置）

(1) 第６項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還す

ることが含まれる。

(2) 第７項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれ

る。

３６ 第５７条関係（発注者の損害賠償請求等）

(1) 検査期間は遅延日数に算入しないこと。

(2) 工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日か

ら契約書記載の工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅

延日数を算定すること。

３７ 第５９条関係（契約不適合責任期間等）

第１項における契約不適合責任期間の存続期間については、建設工事

ごとに定めるものとし、原則として２年とする。

ただし、設備機器本体等の当該期間は１年とする。

３８ 第６４条関係（あっせん又は調停）

(1) 建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、

国土交通大臣許可の場合は中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事

許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会として記入すること。

(2) 一般競争に付した工事の請負契約においては、第１項の審査会は中央

建設工事紛争審査会とする。
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物品売買契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の物品売買契約に関し、契約書及びこの契

約条項に基づき、乙は甲の示した仕様書、図面又は見本（以下「仕様書等」

という。）に定める契約物品（役務対象物品を含み、ソフトウェアその他

の電子計算機情報を含む。以下同じ。）を、納入期限（以下「納期」とい

う。）までに甲の指定する納入場所において甲に引渡し、甲は、乙にその

代金を支払うものとする。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約の履行を他

に委任し、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保に供

してはならない。

（仕様書等の疑義）

第３条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その

指示を受けなければならない。

（輸送費等）

第４条 納入場所までの輸送（こん包を含む。）に必要な費用は、代金に含

まれるものとする。

（契約の変更）

第５条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において必要がある場合

には、納期、納入場所、契約数量及び仕様書の内容その他乙の義務に関し

この契約の定めるところを変更するため、乙と協議することができる。

２ 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と

協議の上、契約金額を変更することができる。

３ 前項の規定により契約金額を変更する場合には、乙は、見積書を作成し、

速やかに甲に提出しなければならない。

４ 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要が

あるときには、納期を変更するため甲と協議することができる。

（事情の変更）

第６条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令

の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるとこ
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ろが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変更

するため協議することができる。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により、契約金額の変更に関して協議

を行う場合に準用する。

（納入）

第７条 乙は、甲の発行する品名、数量、納期等を示した発注書に基づき納

入するものとする。

２ 乙は、契約物品を納入場所に持ち込んだときには、直ちに納品書をもっ

てその旨を甲に通知しなければならない。

（検査）

第８条 甲は、前条第２項に規定する通知を受けた日から１０日以内に検査

を完了するものとする。

２ 乙又はその代理人は、前項に規定する検査に立ち会わなければならない。

ただし、乙又はその代理人が立ち会わないときには、欠席のまま甲は検査

を行うことができる。この場合、乙は検査の結果について異議を申し立て

ることができない。

３ 甲は、第１項に規定する検査の結果合格と認めたときには、受領書を乙

に交付するものとする。ただし、納品書の控えに検査年月日を記入し、記

名等することによりこれに代えることができる。

４ 検査の費用のうち、乙又はその代理人が立ち会うため出頭する費用及び

検査のための消耗等による損失は乙の負担とする。

（不合格品及び過納品の処理）

第９条 乙は、前条に規定する検査の結果、不合格となった場合には、甲の

指示するところに従い、当該物品について数量の追加又は代品による補充

を行い、甲の再検査を受けるものとし、不合格品又は過納品は、甲の指定

した期限内に引き取らなければならない。

２ 前項に規定する期限内に乙が引き取らないときは、甲は乙の負担におい

て当該物品の保管を他に託し、又は返送することができる。

（値引受領）

第１０条 乙の納入した契約物品で、検査の結果、多少の不備があるため不

合格となっても、甲において本来の使用に差し支えないと認めたときは、

契約価格を相当額値引してこれを受領することができる。
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（所有権の移転及び危険負担）

第１１条 契約物品の所有権は、甲が第８条に規定する検査の結果、当該物

品を合格と認めたときをもって甲に移るものとする。

２ 前項に規定する所有権の移転前に生じた契約物品の亡失又はき損等は、

すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた

場合はこの限りではない。

３ 納入した契約物品の性質上、必要な容器及び外包等は甲に帰属する。

（代金の支払）

第１２条 乙は、第８条に規定する検査に合格したときには、適法な支払請

求書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して、３０日以内に支

払うものとする。

２ 単価契約の場合、乙は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算し

た額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合、

又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより、消費税及び地方消費税

相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約単価により算定

し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとする。

（支払遅延利息）

第１３条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない

場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２

５６号）の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする

日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づき

財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算

した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。

（無償の納期延期）

第１４条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、納期まで

に契約物品の全部又は一部について納入できないときには、その理由を明

記して納期延期を甲に申請するものとする。この場合、甲は、乙の申請を

正当と認めたときには、無償で納期を延期することができる。
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（有償の納期延期）

第１５条 乙が前条の規定のほか、乙の責に帰す理由により、甲の承諾を得

て納期を過ぎて契約物品を納入したときには、乙は、遅滞料として納期の

翌日から起算して納入の日まで、遅滞１日につきその遅滞部分に対する契

約金額の１，０００分の１に相当する金額を、甲の指定する期日までに納

付しなければならない。ただし、その額が１００円未満であるときはこの

限りではない。

２ 乙が前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、

納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（無償の契約解除）

第１６条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により乙が契約の解除を

申し出て、甲がこれを承諾した場合、甲は、この契約の全部又は一部を無

償で解除することができる。

（有償の契約解除）

第１７条 甲は、乙が次の各号に掲げる一に該当するときには、この契約の

全部又は一部を解除することができる。

(1) 乙が前条に規定する場合のほか、この契約の解除を申し出たとき。

(2) 乙が完全にこの契約の履行を行わないとき。

(3) 乙又はその代理人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若し

くは甲の指名する検査官等の職務の執行を妨げたとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、乙が契約上の義務に違反したことによって

契約の目的を達する見込みがないとき。

２ 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、解除部分の金

額の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保証

金の納付を免除されている場合は、乙は、解除部分の金額の１００分の

１０に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければな

らない。ただし、その金額が１００円未満であるときはこの限りでない。

３ 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数

量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部
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分の金額を差し引いた額に、消費税法に基づく税率を乗じて得た消費税額

及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算した額とする。

４ 乙が前２項に規定する違約金を甲の指定した期日までに納付しない場合

には、第１５条第２項の規定を準用する。

（乙の解除権）

第１８条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一

部を解除することができる。

(1) 第５条第２項に規定する甲との協議が整わないとき。

(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する

見込みがないとき。

（甲の契約解除と損害賠償）

第１９条 甲は、自己の都合によりこの契約の全部又は一部を解除すること

ができる。

２ 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が

生じたときには、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。

３ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面によ

り行わなければならない。

４ 第２項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

（乙の損害賠償）

第２０条 乙の責に帰するべき理由により甲が損害を受けた場合、甲は乙に

対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

３ 第１項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は第１７条

第２項の規定に基づき算定された違約金の額に満たない場合、契約保証金

又は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超えるときには、

その差額を甲は乙から徴収することができる。

４ 乙が前３項の規定に基づく損害賠償の請求を受けた場合、その損害賠償

額を指定された期日までに納付しないときには、第１５条第２項の規定を

準用する。

（契約物品の契約不適合）

第２１条 納入された契約物品に契約不適合（納入された契約物品が種類、

品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。）がある
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場合は、甲は、相当の期間を定めて乙に修補（良品との取替え及び数量不

足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。）を請求するものとする。

ただし、甲は、契約物品の契約不適合が重要ではなく、かつ、その修補に

過分の費用を要するとき、その他修補を請求することが相当でないと認め

られるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。

２ 契約物品の契約不適合が乙の責に帰すべき事由によるものである場合

は、甲は前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求するこ

とができる。

３ 甲は、契約物品の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達す

ることができないと認める場合は、契約を解除することができる。この場

合において、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとし

てもこれにより受けた利益を返還しないものとし、乙は返還すべき金銭に

利息を付さないものとする。

４ 甲は、第８条に規定する検査において契約物品の全数について数量の確

認を行った場合は、契約物品の契約不適合として数量の不足を主張するこ

とはできない。

５ 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知は、契約物品の納

入の日（乙が契約物品の契約不適合について知って告げなかった場合は、

当該契約不適合が発見された日）から１年以内に発しなければならない。

また、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっている

ときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の

到来の日から２週間を経過する日までこの期間を延長する。

６ 乙は、前項による通知を受けた上で必要な場合は、甲に対し異議を申し

立てることができる。甲は、審査の上、乙の申立てに正当な事由があると

認める場合は、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知

を取り消し若しくは変更するものとする。

７ 契約不適合のある契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す

限り、この契約条項を準用する。

８ 前各項の規定は、第１項の規定に基づき修補され、再度引き渡された契

約物品になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。

９ 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。

10 乙は、第２項の規定により甲から損害賠償の請求を受けたときには、甲
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の指定する期日までに損害賠償金を納付しなければならない。

11 乙が、前項に規定する期日までに損害賠償金を納付しない場合は、第

１５条第２項の規定を準用する。

12 乙が、第１項の規定による期日までに修補しない場合は、第１５条第１

項の規定を準用する。ただし、天災地変その他乙の責に帰さない事由によ

り修補期限を延長する場合は、この限りではない。

（相殺）

第２２条 甲が乙に対し、この契約又は他の契約において債権又は債務を有

するときには、その債権と債務の対等額について相殺することができる。

（原価等の調査）

第２３条 甲は、契約物品について、その原価を確認する必要がある場合、

又は損害賠償金等の算定に当たり適正を期する必要がある場合には、これ

らの事項を明らかにする乙の帳簿書類を調査し、乙に対し参考となるべき

報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の管理する営業所若しくは工場そ

の他の場所に立入調査することができる。

２ 甲は、この契約に基づいて生じた違約金等の金銭債権の保全上必要があ

る場合には、乙に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書

類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を

求めることができる。

３ 乙は、前２項に規定する調査に協力するものとする。

４ 甲は、乙が第２項の規定に従わないときには、この契約に基づいて生じ

た違約金等の金銭債権に対し、納入告知をした履行期限を繰り上げること

ができる。

（担保又は保証人）

第２４条 甲は、違約金又は損害賠償金を確保するため必要があるときには、

乙から担保を提供させ、又は保証人に保証させることができる。保証人の

信用調査等については、前条の規定を準用する。

２ 担保の付されている債権について担保の価格が減少し、又は保証人を不

適当とする事情が生じたときには、乙は甲の請求に応じ、増担保の提供又

は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。

（秘密の保持）

第２５条 甲及び乙は、この契約の履行に伴い、相手方の秘密に関する事項
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を知ったときには、これを第三者に漏らしてはならない。

（サプライチェーン・リスクへの対応）

第２６条 乙は、契約物品又は官給品等（ソフトウェアその他の電子計算機

情報を含む。以下同じ。）について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能

の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざるぜい弱

性を除く。以下「障害等リスク」という。）が潜在すると知り、又は知り

得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等（以下「ソースコー

ド等」という。）の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行って

はならない。

２ 乙は、契約物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、

又は知り得べきソースコード等の埋込み若しくは組込み、その他甲の意図

せざる変更が行われないように相当の注意をもって管理しなければならな

い。

３ 乙は、契約物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこ

れを毀損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受

けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等（乙がその

存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきも

のに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。）

を直接若しくは間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害

等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により

確認又は判定するものとする。

４ 甲は、乙が専ら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコー

ド等の全部若しくは一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた

場合であって、乙による前３項の規定の実施を補完する必要があると認め

るときは、相当の期間をもってこれに回答するものとする。

５ 第１項から第３項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書

の定めるところにより、サプライチェーン・リスク（契約物品又は官給品

等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在する

ソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われる

リスクをいう。）に確実に対応しなければならない。

６ 第２条の規定は、前５項についても適用する。

（その他）
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第２７条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合は、甲乙協議して解決するものとする。
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修理契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の修理契約に関し、契約書及びこの契約条

項に基づき、乙は甲の示した仕様書、図面又は見本（以下「仕様書等」と

いう。）に従い、この修理物品（役務対象物品を含み、ソフトウェアその

他の電子計算機情報を含む。以下同じ。）の修理を行い、履行期限までに

修理を完了し、甲の指定する場所において甲に引き渡すものとする。甲は、

修理の代価として乙にその代金を支払うものとする。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約の履行を他

に委任し、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保に供

してはならない。

（特許権等）

第３条 乙は、この契約の履行に当たり第三者の有する特許法（昭和３４年

法律第１２１号）、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）若しくは意

匠法（昭和３４年法律第１２５号）上の権利等又は技術上の知識に関し、

第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処

理するものとする。

（仕様書等の疑義）

第４条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その

指示を受けなければならない。

（輸送費等）

第５条 搬出搬入に要する輸送費用（こん包を含む。）は、代金に含まれる

ものとする。

（監督）

第６条 甲は、必要と認める場合には、監督官を定め、書面をもってその氏

名を乙に通知しなければならない。監督官を変更したときも同様とする。

２ 甲は、修理箇所のうち、特に監督官の立会いを必要と認めるものについ

ては、事前に乙に通知し、乙は、監督官の立会いを求めた上、修理を行わ

なければならない。

３ 前項の規定を適用する場合において、修理に使用する材料のうち、甲が
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検査を必要として指定したものは、事前に監督官の検査を受け合格したも

のでなければ使用することができない。

４ 第２項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。

（官給品等）

第７条 甲は、この契約に基づき官給品等（ソフトウェアその他の電子計算

機情報を含む。以下同じ。）を支給することができる。この場合、乙は、

受領書を提出して受領しなければならない。

２ 乙は、官給品等を受領した後、その品質又は規格が使用に適さないと認

めたときは、その旨を甲に通知するものとする。

３ 乙は、乙の故意又は過失によって、甲から支給された官給品等を滅失し、

又は毀損したときには、代品（甲の認定したものに限る。）を納め、若し

くはその損害を賠償しなければならない。この場合における損害賠償額は、

甲乙協議して定めるものとする。

４ 乙は、前項の規定による損害賠償額を甲の指定する期日までに納付しな

ければならない。

５ 乙は、前項の規定による損害賠償額を納付しない場合には、納付期間満

了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、国の債

権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第２９条第

１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した

金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（修理物品の授受）

第８条 乙は、修理物品を受領したときには、甲に受領書を提出し、善良な

管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。

２ 乙は、修理を完成し、又は契約解除若しくは契約変更により、甲から引

渡しを受けた修理物品、部品等で不用となった部品又は交換された部品が

あるときには、それぞれ明細書を添えて甲に返還しなければならない。

３ 乙の故意又は過失によって甲から引渡しを受けた修理物品又は部品等が

滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときには、前条第３

項から第５項の規定に準じて処理するものとする。

（危険負担）

第９条 乙は、前条に規定する受領書提出のときから第１６条に規定する引

渡しのときまで、その間、乙の故意又は過失により修理物品を滅失又はき
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損したときには、甲の指示に基づき、原状に復し、又はその損害を賠償し

なければならない。

２ 乙は、前項の規定による損害賠償額を甲の指定する期日までに納付しな

ければならない。

３ 乙は、前項に規定する損害賠償額を期日までに納付しない場合には第７

条第５項の規定を適用する。

（修理の変更及び中止等）

第１０条 甲は、必要がある場合には、修理内容を変更し、又は修理を一時

中止、若しくはこれを打ちきることが出きる。この場合、契約代金又は履

行期限を変更する必要があるときには、甲乙協議して書面により定めるも

のとする。

２ 前項の規定を適用する場合において、乙が損害を受けたときには、その

損害の賠償について甲乙協議して定めるものとする。

（無償の履行延期）

第１１条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、履行期限

内に修理を完成することができないときには、甲に対して遅滞なくその理

由を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合、甲は、乙の

申請を正当と認めたときには、無償で履行期限を延期することができる。

（有償の履行延期）

第１２条 乙が前条の規定のほか、乙の責に帰す理由により、甲の承認を得

て履行期限を過ぎて修理物品を納入したときには、乙は、遅滞料として履

行期限の翌日から起算して納入の日まで、遅滞１日についてその遅滞部分

に対する契約金額の１，０００分の１に相当する金額を、甲の指定する期

日までに納付しなければならない。ただし、その額が１００円未満である

ときはこの限りでない。

２ 乙が前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、

第７条第５項の規定を準用する。

（契約の変更）

第１３条 甲は、修理物品の納入が完了するまでの間において必要がある場

合には、履行期限、納入場所、契約数量及び仕様書の内容その他乙の義務

に関しこの契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができ

る。
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２ 前項の規定により協議が行われる場合、乙は、見積書を作成し、速やか

に提出しなければならない。

３ 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要が

あるときには、履行期限を変更するため甲と協議することができる。

（事情の変更）

第１４条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法

令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めると

ころが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変

更するため、協議することができる。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により、契約金額の変更に関して協議

を行う場合に準用する。

（不可抗力による損害）

第１５条 天災地変その他不可抗力によって修理物品又は検査済修理物品等

に損害を生じたときには、乙は、遅滞なくその状況を甲に通知しなければ

ならない。

２ 前項に規定する損害が契約代金に比して重大と認められるものであって、

乙が、善良な管理者の注意を払ったと認められる場合にあっては、その損

害額の負担は甲、乙協議して定める。ただし、その損害が軽微なもの又は

乙が善良な管理者の注意を怠ったと認められる場合は、乙の負担とする。

（検査及び引渡し）

第１６条 乙は、修理を完了したときは、その旨を書面により甲に通知しな

ければならない。

２ 甲は、乙から前項に規定する通知を受けた日から１０日以内に検査を完

了するものとする。

３ 乙は、検査に合格しないときには、遅滞なくこれを修補し、改めて検査

を受けなければならない。この場合、前項に規定する期間は、甲が乙から

修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。

４ 乙の工場における検査に要する直接の費用等は、乙の負担とする。

（代金の支払）

第１７条 乙は、前条に規定する検査に合格した場合、適法な支払請求書を

甲に提出し、甲は、これを受理した日から起算して３０日以内に支払うも

のとする。



1－ 3－ 5

２ 単価契約の場合、乙は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の定め

る規定に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨

て）を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契

約した場合、又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより、消費税及

び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約単

価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとする。

（支払遅延利息）

第１８条 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に

は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)

に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、

未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づき財務大臣の定める政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息と

して乙に支払わなければならない。

（部分払）

第１９条 乙は、部分払の特約をした場合において、この契約の完了前に既

済部分に対する請負代金相当額の１０分の９以内の部分払を甲に対し請求

することができる。

２ 甲は、前項の規定に基づく請求があったときには、甲又は甲の指定する

検査官の行う検査に合格し、引渡しを完了したものについて、第１７条及

び第１８条の規定により乙に代金を支払うものとする。

（修理物品の契約不適合）

第２０条 引き渡された修理物品に契約不適合（引渡しを受けた修理物品が

種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。）

がある場合は、甲は、相当の期間を定めて乙に修補（良品との取替え及び

数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。）を請求するもの

とする。ただし、甲は、修理物品の契約不適合が重要ではなく、かつ、そ

の修補に過分の費用を要するとき、その他修補を請求することが相当でな

いと認められるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することが

できる。
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２ 修理物品の契約不適合が乙の責に帰すべき事由によるものである場合は、

甲は前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求することが

できる。

３ 甲は、修理物品の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達す

ることができないと認める場合は、契約を解除することができる。この場

合において、甲は返還すべき修理物品が既にその用に供せられていたとし

てもこれにより受けた利益を返還しないものとし、乙は返還すべき金銭に

利息を付さないものとする。

４ 甲は、第１６条に規定する検査において修理物品の全数について数量の

確認を行った場合は、修理物品の契約不適合として数量の不足を主張する

ことはできない。

５ 修補の請求若しくは、代金の減額の請求又は解除の通知は、修理物品の

引渡日（乙が修理物品の契約不適合について知って告げなかった場合は、

当該契約不適合が発見された日）から１年以内に発しなければならない。

また、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっている

ときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の

到来の日から２週間を経過する日までこの期間を延長する。

６ 乙は、前項による通知を受けた上で必要な場合は、甲に対し異議を申し

立てることができる。甲は、審査の上、乙の申立てに正当な事由があると

認める場合は、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知

を取消し若しくは変更するものとする。

７ 契約不適合のある修理物品の修補の義務の履行については、性質の許す

限り、この契約条項を準用する。

８ 前各項の規定は、第１項の規定に基づき修補され、再度引き渡された修

理物品になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。

９ 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。

10 乙は、第２項の規定により甲から損害賠償の請求を受けたときには、甲

の指定する期日までに損害賠償金を納付しなければならない。

11 乙が、前項に規定する期日までに損害賠償金を納付しない場合は、第７

条第５項の規定を準用する。

12 乙が、第１項の規定による期日までに修補しない場合は、第１２条第１

項の規定を準用する。ただし、天災地変その他乙の責に帰さない事由によ
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り修補期限を延長する場合は、この限りではない。

（契約の解除）

第２１条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、この契約の全部又

は一部を解除することができる。

(1) 乙の責に帰す理由により、履行期限内又は期限後甲が差し支えないと認

める期限までに修理を完成する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がなく、着手期限を過ぎても修理に着手しないとき。

(3) 前２号のほか、乙が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達す

ることができないとき。

２ 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の

金額の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保

証金の納付を免除されている場合、乙は解除部分の金額の１００分の１０

に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければならな

い。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りでない。

３ 乙が、前項に規定する違約金を甲の指定した期日までに納付しない場合

には、第１２条第２項の規定を準用する。

（乙の解除権）

第２２条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一

部を解除することができる。

(1) 第１０条第２項に規定する甲との協議が整わないとき。

(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する

見込みがないとき。

（甲の契約解除と損害賠償）

第２３条 甲は、自己の都合によりこの契約の全部又は一部を解除すること

ができる。

２ 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が

生じたときは、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。

３ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面によ

り行わなければならない。

４ 第２項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

（乙の損害賠償）

第２４条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときには、甲は乙
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に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

３ 第１項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は第２１条

第２項の規定により算定された違約金の額に満たないときには、契約保証

金又は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超える場合、

その差額を甲は乙から徴収することができる。

４ 乙が前３項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損

害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第１２条第２項の

規定を準用する。

（解除による物件の処理）

第２５条 契約を解除した場合において、乙は、修理物品、材料等で未使用

のものがあるときには、明細書を添えてこれを甲に返還しなければならな

い。

（相殺）

第２６条 乙が甲に対して支払うべき金銭債務がある場合、甲は乙に対する

支払代金から当該債務を相殺することができる。

（信用等の調査）

第２７条 甲は、請負代金の変更、損害賠償金等の算定又は債権の保全その

他必要があるときには、乙の業務又は資産の状況に関して乙の事務所等に

立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若

しくは資料の提出を求めることができる。

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

３ 甲は、第１項の規定により、乙の秘密を知った場合、これを第三者に漏

らしてはならない。

（秘密の保持）

第２８条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第

三者に漏らし、又は利用してはならない。

（サプライチェーン・リスクへの対応）

第２９条 乙は、修理物品又は官給品等について、情報の漏えい若しくは破

壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せ

ざるぜい弱性を除く。以下「障害等リスク」という。）が潜在すると知り、

又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等（以下「ソ
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ースコード等」という。）の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更

を行ってはならない。

２ 乙は、修理物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、

又は知り得べきソースコード等の埋込み若しくは組込み、その他甲の意図

せざる変更が行われないように相当の注意をもって管理しなければならな

い。

３ 乙は、修理物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこ

れを毀損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受

けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等（乙がその

存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきも

のに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除

く。）を直接若しくは間接に導入し、又は組み込む場合には、これによっ

て障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法

により確認又は判定するものとする。

４ 甲は、乙が専ら甲の仕様のために特に導入し、又は組込むソースコード

等の全部若しくは一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場

合であって、乙による前３項の規定の実施を補完する必要があると認める

ときは、相当の期間をもってこれに回答するものとする。

５ 第１項から第３項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書

の定めるところにより、サプライチェーン・リスク（修理物品又は官給品

等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在する

ソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われる

リスクをいう。）に確実に対応しなければならない。

６ 第２条の規定は、前５項についても適用する。

（その他）

第３０条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合は、甲乙協議して解決するものとする。
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製作物供給契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の製作物供給契約に関し、契約書及びこの

契約条項に基づき、乙は甲の示した仕様書、図面又は見本（以下「仕様書

等」という。）に従い、契約物品（役務対象物品を含み、ソフトウェアそ

の他の電子計算機情報を含む。以下同じ。）の製作を行い、納入期限（以

下「納期」という。）までに甲の指定する納入場所において契約物品を甲

に引き渡し、甲は、乙にその代金を支払うものとする。

（権利義務の譲渡等）

第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、こ

の限りではない。

２ 乙は、契約物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の

目的に供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、

この限りではない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）

第３条 乙は、契約物品の製作の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾

を得た場合にはこの限りではない。

２ 乙は、契約物品の製作を第三者に委任し、又は請け負わせる場合におい

てもこの契約により乙の義務とされている事項につきその責を免れない。

（特許権等）

第４条 乙は、この契約の履行にあたり第三者の有する特許法（昭和３４年

法律第１２１号）、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）若しくは意

匠法（昭和３４年法律第１２５号）上の権利等又は技術上の知識に関し、

第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処

理するものとする。

（仕様書等の疑義）

第５条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その

指示を受けなければならない。

（輸送費等）
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第６条 納入の場所までの輸送（こん包を含む。）に必要な費用は、代金に

含まれるものとする。

（契約の変更）

第７条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において必要がある場合

には、納期、納入場所、契約数量及び仕様書の内容その他乙の義務に関し、

この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。

２ 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と

協議の上、契約金額を変更することができる。

３ 前項の規定により協議が行われる場合には、乙は、見積書を作成し、速

やかに甲に提出しなければならない。

４ 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要が

あるときには、納期を変更するため甲と協議することができる。

（事情の変更）

第８条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令

の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるとこ

ろが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変更

するため協議することができる。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を

行う場合に準用する。

（官給品等）

第９条 甲は、この契約又は仕様書等に基づき官給品等（ソフトウェアその

他の電子計算機情報を含む。以下同じ。）を支給することができる。この

場合、乙は、受領書を提出して受領しなければならない。

２ 乙は、官給品等を受領した後、その品質又は規格が使用に適さないと認

めたときには、その旨を甲に通知するものとする。

３ 乙は、乙の故意又は過失によって、甲から支給された官給品等を滅失し、

又は毀損したときには、代品（甲の認定したものに限る。）を納め、若し

くはその損害を賠償しなければならない。この場合における損害賠償額は、

甲乙協議して定めるものとする。

４ 乙は、前項の規定による損害賠償額を甲の指定する期日までに納付しな

ければならない。

５ 乙は、前項の規定による損害賠償額を納付しない場合には、納付期間満
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了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、国の債

権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第２９条第

１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した

金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（監督官）

第１０条 甲は、必要と認める場合には、監督官を定め、書面をもってその

氏名を乙に通知しなければならない。監督官を変更したときも同様とする。

２ 監督官は、乙の製作工程、材料及び支給品について監督を実施するもの

とする。

３ 前項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。

（承認用図面等）

第１１条 乙は、仕様書に定めるところにより、契約物品の製作に先立ち、

承認用図面又は見本を提出し、甲又は監督官の承諾を受けなければならな

い。

（納入）

第１２条 乙は、契約物品を納入場所に持ち込んだときには、直ちに納品書

をもってその旨を甲に通知しなければならない。

（検査）

第１３条 甲は、前条に規定する通知を受けた日から１０日以内に検査を完

了するものとする。

２ 乙又は乙の代理人は、前項に規定する検査に立ち会わなければならない。

ただし、乙又は乙の代理人が立ち会わないときには、欠席のまま甲は検査

を行うことができる。この場合、乙は、検査の結果について異議を申し立

ててはならない。

３ 甲は、検査の結果合格と認めたときには、受領書を乙に交付するものと

する。ただし、納品書の控えに検査年月日を記入し、記名等することによ

りこれに代えることができる。

４ 検査の費用のうち、乙又は乙の代理人が立ち会うため出頭する費用及び

検査のための消耗等による損失は乙の負担とする。

（不合格品及び過納品の処理）

第１４条 乙は、前条に規定する検査の結果、不合格となった場合には、甲

の指示するところに従い、当該物品について数量の追加又は代品による補
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充を行い、甲の再検査を受けるものとし、不合格品又は過納品は、甲の指

定した期限内に引き取らなければならない。

２ 前項に規定する期限内に乙が引き取らないときいは、甲は乙の負担にお

いて当該物品の保管を他に託し、又は返送することができる。

（値引受領）

第１５条 乙の納入した物品で、検査の結果、多少の不備があるため不合格

となっても、甲において本来の使用に差し支えがないと認めたときには、

契約価格を相当額値引きしてこれを受領することができる。

（所有権の移転及び危険負担）

第１６条 物品の所有権は、甲が第１３条に規定する検査の結果、当該物品

を合格と認めたときをもって甲に移るものとする。

２ 前項に規定する所有権の移転前に生じた物品の亡失、き損等はすべて乙

の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合には

この限りではない。

３ 納入した契約物品の性質上、必要な容器、外包等は、甲に帰属する。

（代金の支払）

第１７条 乙は、第１３条に規定する検査に合格したときには、適法な支払

請求書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して、３０日以内に

支払うものとする。

（支払遅延利息）

第１８条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない

場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２

５６号) に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数

に応じ、未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づき財務大臣の定

める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅

延利息として乙に支払わなければならない。

（無償の納期延期）

第１９条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、納期まで

に契約物品の引渡しができないときには、その理由を明記して納期延期を

甲に申請するものとする。この場合、甲は、乙の申請を正当と認めたとき

には無償で納期を延期することができる。

（有償の納期延期）
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第２０条 乙が前条の規定のほか、乙の責に帰す理由により、甲の承諾を得

て納期を過ぎて契約物品を納入したときには、乙は、遅滞料として納期の

翌日から起算して納入の日まで、遅滞１日につきその遅滞部分に対する契

約金額の１，０００分の１に相当する金額を、甲の指定する期日までに納

付しなければならない。ただし、その額が１００円未満である場合はこの

限りではない。

２ 乙が前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、

納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、第９条第５項の規定を準用する。

（無償の契約解除）

第２１条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により乙が契約の解除を

申し出て、甲がこれを承諾したときには、甲は、この契約の全部又は一部

を無償で解除することができる。

（有償の契約解除）

第２２条 甲は、乙が次の各号に一に該当する場合、この契約の全部又は一

部を解除することができる。

(1) 乙が前条に規定する場合のほか、この契約の解除を申し出たとき。

(2) 乙が完全にこの契約の履行を行わないとき。

(3) 乙又はその代理人が甲の行う検査に際し不正行為を行い、又は甲若しく

は甲の指名する検査官等の職務を妨げたとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、乙が契約上の義務に違反したことによって

契約の目的を達する見込みがないとき。

２ 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の

金額の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保

証金の納付を免除されている場合、乙は、解除部分の金額の１００分の

１０に相当する金額を違約金として、甲の定める期限内に納付しなければ

ならない。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りでな

い。

３ 乙が前項に規定する違約金を甲の指定した期日までに納付しない場合に

は、第２０条第２項の規定を準用する。

（乙の解除権）

第２３条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一
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部を解除することができる。

(1) 第７条第２項に規定する甲との協議が整わないとき。

(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する

見込みがないとき。

（甲の契約解除と損害賠償）

第２４条 甲は、自己の都合によりこの契約の全部又は一部を解除すること

ができる。

２ 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が

生じたときには、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。

３ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面によ

り行わなければならない。

４ 第２項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

（乙の損害賠償）

第２５条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときには、甲は乙

に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

３ 第１項に規定する損害賠償額は、その額が契約保証金又は第２２条第２

項の規定により算定された違約金の額に満たないときには、契約保証金又

は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超えるときには、

その差額を甲は乙から徴収することができる。

４ 乙が前３項の規定に基づく損害賠償の請求を受けた場合において、その

損害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第２０条第２項

の規定を準用する。

（契約物品の契約不適合）

第２６条 納入された契約物品に契約不適合（納入された契約物品が種類、

品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。）がある

場合は、甲は、相当の期間を定めて乙に修補（良品との取替え及び数量不

足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。）を請求するものとする。

ただし、甲は、契約物品の契約不適合が重要ではなく、かつ、その修補に

過分の費用を要するとき、その他修補を請求することが相当でないと認め

られるときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。

２ 契約物品の契約不適合が乙の責に帰すべき事由によるものである場合



1－ 4－ 7

は、甲は前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求するこ

とができる。

３ 甲は、契約物品の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達す

ることができないと認める場合は、契約を解除することができる。この場

合において、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとし

てもこれにより受けた利益を返還しないものとし、乙は返還すべき金銭に

利息を付さないものとする。

４ 甲は、第１３条に規定する検査において契約物品の全数について数量の

確認を行った場合は、契約物品の契約不適合として数量の不足を主張する

ことはできない。

５ 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知は、契約物品の納

入の日（乙が契約物品の契約不適合について知って告げなかった場合は、

当該契約不適合が発見された日）から１年以内に発しなければならない。

また、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっている

ときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の

到来の日から２週間を経過する日までこの期間を延長する。

６ 乙は、前項による通知を受けた上で必要な場合は、甲に対し異議を申し

立てることができる。甲は、審査の上、乙の申立てに正当な事由があると

認める場合は、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知

を取消し若しくは変更するものとする。

７ 契約不適合のある契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す

限り、この契約条項を準用する。

８ 前各項の規定は、第１項の規定に基づき修補され、再度引渡された契約

物品になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。

９ 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。

10 乙は、第２項の規定により甲から損害賠償の請求を受けたときには、甲

の指定する期日までに損害賠償金を納付しなければならない。

11 乙が、前項に規定する期日までに損害賠償金を納付しない場合は、第９

条第５項の規定を準用する。

12 乙が、第１項の規定による期日までに修補しない場合は、第２０条第１

項の規定を準用する。ただし、天災地変その他乙の責に帰さない事由によ

り修補期限を延長する場合は、この限りではない。
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（相殺）

第２７条 甲が乙に対し、この契約又は他の契約において債権又は債務を有

するときには、その債権と債務の対等額について相殺することができる。

（原価等の調査）

第２８条 甲は、契約物品について、その原価を確認する必要がある場合、

又は損害賠償金等の算定に当たり適正を期する必要がある場合には、これ

らの事項を明らかにする乙の帳簿書類を調査し、乙に対し参考となるべき

報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の管理する営業所、工場その他の

場所に立ち入り、調査することができる。

２ 甲は、この契約に基づいて生じた違約金等の金銭債権の保全上必要があ

る場合には、乙に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書

類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を

求めることができる。

３ 乙は、前２項に規定する調査に協力するものとする。

４ 甲は、乙が第２項の規定に従わないときには、この契約に基づいて生じ

た違約金等の金銭債権に対し、納入告知をした履行期限を繰り上げること

ができる。

５ 甲は、第１項及び第２項の規定により乙の秘密を知った場合には、これ

を第三者に漏らしてはならない。

（担保又は保証人）

第２９条 甲は、違約金又は損害賠償金を確保するため必要があるときには、

乙から担保を提供させ、又は保証人に保証させることができる。保証人の

信用調査等については、前条の規定を準用する。

２ 担保の付されている債権について担保の価格が減少し、又は保証人を不

適当とする事情が生じたときには、乙は、甲の請求に応じ、増担保の提供

又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。

（秘密の保持）

第３０条 甲及び乙は、この契約の履行に伴い、相手方の秘密に関する事項

を知ったときには、これを第三者に漏らしてはならない。

（サプライチェーン・リスクへの対応）

第３１条 乙は、契約物品又は官給品等について、情報の漏えい若しくは破

壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せ
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ざるぜい弱性を除く。以下「障害等リスク」という。）が潜在すると知り、

又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等（以下「ソ

ースコード等」という。）の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更

を行ってはならない。

２ 乙は、契約物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、

又は知り得べきソースコード等の埋込み若しくは組込み、その他甲の意図

せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならな

い。

３ 乙は、契約物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこ

れを毀損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受

けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等（乙がその

存在を認知し、かつ障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきもの

に限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。）

を直接若しくは間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害

等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により

確認又は判定するものとする。

４ 甲は、乙が専ら甲の仕様のために特に導入し、又は組込むソースコード

等の全部若しくは一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場

合であって、乙による前３項の規定の実施を補完する必要があると認める

ときは、相当の期間をもってこれに回答するものとする。

５ 第１項から第３項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書

の定めるところにより、サプライチェーン・リスク（契約物品又は官給品

等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在する

ソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われる

リスクをいう。）に確実に対応しなければならない。

６ 第２条の規定は、前５項についても適用する。

（その他）

第３２条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合は、甲乙協議して解決するものとする。
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役務供給契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の役務供給に関し、契約書及びこの契約条

項に基づき、乙は、甲の示した仕様書、図面又は見本（以下｢仕様書等｣

という。）に従い、履行期限までに役務を完了し、甲は、役務の代価とし

て乙に代金を支払うものとする。

（権利義務の譲渡等）

第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、こ

の限りでない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）

第３条 乙は、役務の履行の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又

は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を

得た場合にはこの限りではない。

２ 乙は、役務の履行を第三者に委任し、又は請け負わせる場合においても、

この契約により乙の義務とされている事項につきその責を免れない。

（特許権等）

第４条 乙は、この契約の履行にあたり第三者の有する特許法（昭和３４年

法律第１２１号）、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）若しくは意

匠法（昭和３４年法律第１２５号）上の権利等又は技術上の知識に関し、

第三者の権利を使用する必要があるときには、全て乙の責任において処理

するものとする。

（仕様書等の疑義）

第５条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その

指示を受けなければならない。

（監督官）

第６条 甲は、役務の履行について必要と認めた場合には監督官を定め、書

面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。監督官を変更したと

きも同様とする。

２ 監督官は、役務の履行について、立ち会い、指示、審査及び確認その他

の方法により、必要な監督を行うものとする。
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３ 前項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。

（官給品等）

第７条 甲は、この契約又は仕様書等に基づき官給品等（ソフトウェアその

他の電子計算機情報を含む。以下同じ。）を貸与又は支給することができ

る。この場合、乙は、受領書を提出して受領しなければならない。

２ 乙は官給品等を受領した後、その品質又は規格が使用に適さないと認め

たときには、その旨を甲に通知するものとする。

３ 乙は、甲から引渡しを受けた官給品等を善良な管理者の注意をもって保

管しなければならない。

４ 乙は、甲から支給又は貸与された官給品等について、必要がなくなった

場合には、速やかに甲に通知し、甲の指示するところに従い、明細書を添

えて甲に返還しなければならない。

５ 乙の故意又は過失によって、甲から支給された官給品等を滅失し、又は

毀損したときには、代品（甲の認定したものに限る。）を納め、又はその

損害を賠償しなければならない。この場合における損害賠償額は、甲乙協

議して定めるものとする。

６ 乙は、前項の規定による損害賠償額を甲の指定する期日までに納付しな

ければならない。

７ 乙は、前項に規定する期日までに損害賠償額を納付しない場合には、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（役務の変更及び中止等）

第８条 甲は、必要がある場合には、役務内容を変更し、又は契約の履行を

一時中止若しくはこれを打ちきることが出きる。この場合、契約代金又は

履行期限を変更する必要があるときには、甲乙協議して書面により定める

ものとする。

２ 前項の規定を適用する場合において、乙が損害を受けたときには、その

損害の賠償について甲乙協議して定めるものとする。

（無償の履行延期）

第９条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、履行期限内
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に役務を履行することができないときには、甲に対して遅滞なくその事由

を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合、甲は、乙の請

求を正当と認めたときには、無償で履行期限を延期することができる。

（有償の履行延期）

第１０条 乙が前条に規定する場合のほか、乙の責に帰す理由により、甲の

承認を得て履行期限を過ぎて役務を完了したときには、乙は、遅滞料とし

て履行期限の翌日から起算して役務完了の日まで、遅滞１日についてその

遅滞金額の１，０００分の１に相当する金額を甲の指定する期日までに納

付しなければならない。ただし、その金額が１００円未満であるときには

この限りでない。

２ 乙が、前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、

第７条第７項の規定を準用する。

（契約の変更）

第１１条 甲は、役務の履行が完了するまでの間において必要がある場合に

は、履行期限、履行場所及び仕様書の内容その他乙の義務に関し、この契

約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。

２ 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と

協議の上、契約金額を変更することができる。

３ 前項の規定により協議が行われる場合には、乙は、見積書を作成し、速

やかに甲に提出しなければならない。

４ 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要が

あるときには、履行期限を変更するため甲と協議することができる。

（事情の変更）

第１２条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法

令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めると

ころが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変

更するため協議することができる。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を

行う場合に準用する。

（危険負担）

第１３条 役務完了前に、役務目的物又は役務材料について生じた損害、そ

の他役務提供に関して生じた損害は乙の負担とする。ただし、甲の責に帰
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する理由による場合の損害についてはこの限りではない。

（不可抗力による損害）

第１４条 天災地変、その他不可抗力によって、役務完了部分又は検査済役

務材料に損害を生じたときには、乙は、遅滞なくその状況を甲に通知しな

ければならない。

２ 前項に規定する損害が契約代金に比して重大と認められるものであって、

乙が善良な管理者の注意を払ったと認められる場合にあっては、その損害

額は、甲乙協議して定める。ただし、その損害が軽微なもの、又は乙が善

良な管理者の注意を怠ったと認められる場合は乙の負担とする。

（検査）

第１５条 乙は、役務が完了したときには、仕様書等の定めるところにより、

甲に通知しなければならない。

２ 甲は、前項に規定する通知を受けた日から１０日以内又は仕様書等の定

めるところにより検査又は確認を行うものとする。

３ 乙は、前項に規定する検査に合格しないときには、遅滞なくこれを修補

し、甲の検査を受けなければならない。この場合、前項に規定する期間は、

甲が乙から修補しを旨の通知を受けた日から起算するものとする。

（代金の支払）

第１６条 乙は、前条に規定する検査に合格又は確認が完了したときには、

適法な支払請求書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して３０

日以内に支払うものとする。

２ 単価契約の場合、乙は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算し

た額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又

は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより、消費税及び地方消費税相

当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約単価により算定し、

消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとする。

（支払遅延利息）

第１７条 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に
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は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)

に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、

未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づき財務大臣の定める政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息と

して乙に支払わなければならない。

（契約の解除）

第１８条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、この契約の全部又

は一部を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく着手時期を過ぎても役務に着手しないとき。

(2) 乙の責に帰する事由により、履行期限内に、又は履行期限後甲が差し支

えないと認める期限までに役務を完了する見込みがないと認められるとき。

(3) 前２号のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を

達することができないとき。

２ 前項の規定により契約を解除した場合、契約保証金は、解除部分の金額

の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保証金

の納付を免除されているときには、乙は解除部分の金額の１００分の１０

に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければならな

い。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りでない。

３ 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数

量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部

分の金額を差し引いた額に、消費税法に基づく税率を乗じて得た消費税額

及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算した額とする。

４ 乙が前２項に規定する違約金を甲の指定した期日までに納付しない場合

には、第７条第７項の規定を準用する。

（乙の解除権）

第１９条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一

部を解除することができる。

(1) 第８条第２項に規定する甲との協議が整わないとき。

(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する

見込みがないとき。

（甲の契約解除と損害賠償）

第２０条 甲は、第１８条に規定する場合のほか、必要があると認めるとき
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は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙

から３０日以内に損害賠償の請求があり、かつ、その損害額を明確に算定

できるものに限り賠償するものとする。

２ 前項の規定に基づく損害賠償額は、甲乙協議して定める。

（乙の損害賠償）

第２１条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときには、甲は乙

に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

３ 第１項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は第１８条

第２項の規定により算定された違約金の額に満たない場合、契約保証金又

は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超えるときには、

その差額を甲は乙から徴収することができる。

４ 乙が、前項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損

害賠償額を指定された期日までに納付しないときは第１０条第２項の規定

を準用する。

（役務の契約不適合）

第２２条 乙が行った役務に関し契約不適合（供給された役務が種類、品質

又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。）がある場合

は、甲は、相当の期間を定めて乙に修補（良品との取替え及び数量不足の

場合における数量の追加を含む。以下同じ。）を請求するものとする。た

だし、甲は、役務の契約不適合が重要ではなく、かつ、その修補に過分の

費用を要するとき、その他修補を請求することが相当でないと認められる

ときは、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。

２ 役務の契約不適合が、乙の責に帰すべき事由によるものである場合は、

甲は、前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求すること

ができる。

３ 甲は、役務の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達するこ

とができないと認める場合は、契約を解除することができる。

４ 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知は、第１５条第２

項に規定する検査又は確認の日（乙が役務の契約不適合について知って告

げなかった場合は、当該契約不適合が発見された日）から１年以内に発し

なければならない。ただし、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来
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することとなっているときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に

関しては、当該期限の到来の日から２週間を経過する日までこの期間を延

長する。

５ 乙は、前項に規定する通知を受けた上で必要な場合は、甲に対し異議を

申し立てることができる。甲は、審査の上、乙の申立てに正当な事由があ

ると認める場合は、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の

通知を取消し若しくは変更するものとする。

６ 契約不適合のある契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す

限り、この契約条項を準用する。

７ 前各項の規定は、第１項の規定に基づき修補され、再度供給された役務

になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。

８ 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。

９ 乙は、第２項の規定により甲から損害賠償の請求を受けたときには、甲

の指定する期日までに損害賠償金を納付しなければならない。

10 乙が、前項に規定する期日までに損害賠償金を納付しない場合は、第７

条第７項の規定を準用する。

11 乙が、第１項の規定による期日までに修補しない場合は、第１０条第１

項の規定を準用する。ただし、天災地変その他乙の責に帰さない事由によ

り修補期限を延長する場合は、この限りではない。

（相殺）

第２３条 乙が、甲に対して支払うべき金銭債務がある場合には、甲は、乙

に対する支払代金から当該債務を相殺することができる。

（信用等の調査）

第２４条 甲は、契約代金の変更、損害賠償金等の算定又は債権の保全その

他必要があるときには、乙の業務又は資産の状況に関して乙の事務所等に

立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若

しくは資料の提出を求めることができる。

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

３ 甲は、第１項の規定により乙の秘密を知った場合には、これを第三者に

漏らしてはならない。

（サプライチェーン・リスクへの対応）

第２５条 乙は、契約物品（役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電
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子計算機情報を含む。以下同じ。）又は官給品等について、情報の漏えい

若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発

見の意図せざるぜい弱性を除く。以下「障害等リスク」という。）が潜在

すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器

等（以下「ソースコード等」という。）の埋込み又は組込みその他甲の意

図せざる変更を行ってはならない。

２ 乙は、契約物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、

又は知り得べきソースコード等の埋込み若しくは組込み、その他甲の意図

せざる変更が行われないように相当の注意をもって管理しなければならな

い。

３ 乙は、契約物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこ

れを毀損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受

けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等（乙がその

存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきも

のに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除

く。）を直接若しくは間接に導入し、又は組み込む場合には、これによっ

て障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法

により確認又は判定するものとする。

４ 甲は、乙が専ら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコー

ド等の全部若しくは一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた

場合であって、乙による前３項の規定の実施を補完する必要があると認め

るときは、相当の期間をもってこれに回答するものとする。

５ 第１項から第３項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書

の定めるところにより、サプライチェーン・リスク（契約物品又は官給品

等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在する

ソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われる

リスクをいう。）に確実に対応しなければならない。

６ 第２条の規定は、前５項についても適用する。

（その他）

第２６条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合には、甲乙協議して解決するものとする。
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糧食品売買契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の糧食品売買契約に関し、契約書及びこの

契約条項に基づき、乙は、甲の示した規格仕様又は見本品同等の糧食品（以

下「契約物品」という。）を納入期限（以下「納期」という。）までに甲

の指定する場所（以下「納入場所」という。）において甲に引渡し、甲は、

乙にその代金を支払うものとする。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約の履行を他

に委任し、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保に供

してはならない。

（輸送費等）

第３条 納入場所までの輸送（こん包を含む。）に必要な費用は、代金に含

まれるものとする。

（契約価格の変更）

第４条 契約期間中において、次の各号の一に該当し、契約金額が著しく不

当であると認められるときには、甲乙協議の上、契約価格を改定すること

ができる。

(1) 契約価格又は価格構成要素が法令により設定、又は改定若しくは廃止さ

れたとき。

(2) 予測できない異状の理由に基づく経済情勢の激変等により物価の変動が

生じたとき。

(3) 甲乙合意の上、規格を変更し又は納入場所を変更したとき。

２ 前項の規定により契約価格の改定を行う場合には、乙は、甲にその改定

に関する見積書を提出しなければならない。

（納入）

第５条 乙は、契約期間中、甲の発行する品名、数量、納期等を示した発注

書に基づき納入するものとする。ただし、その増減発注については、電話

によることができるものとする。

２ 乙は、契約物品を納入場所に持ち込んだときは、直ちに納品書をもって

その旨を甲に通知しなければならない。
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（検査）

第６条 甲は、前条第２項に規定する通知を受けた日から１０日以内に検査

を完了するものとする。ただし、生鮮糧食品については、同通知を受けた

後、直ちに検査を行うものとする。

２ 乙又はその代理人は、前項に規定する検査に立会いしなければならない。

ただし、乙又は乙の代理人が立会いしないときには、乙は、検査の結果に

ついて異議を申し立てることができない。

３ 甲は、検査の結果合格と認めたときには、受領書を乙に交付するものと

する。ただし、納品書の控に検査年月日を記入し、記名等することにより

これに代えることができる。

（不合格品及び過納品の処理）

第７条 乙は、前条に規定する検査に不合格の契約物品があるときには、直

ちに良品と交換して納期までに納入しなければならない。

２ 乙は、過納品がある場合には甲の指定する期日までに引き取るものとし、

引き取らないときには、甲は、乙の負担において当該物品の保管を他に託

し、又は返送することができる。

（値引受領）

第８条 乙の納入した契約物品で検査の結果、多少の不備があるため不合格

となっても、甲において本来の使用に差し支えないと認めた場合には、契

約価格を相当額値引してこれを受領することができる。

（所有権の移転）

第９条 契約物品の所有権は、第６条に規定する検査に合格したときをもっ

て甲に移るものとする。

２ 契約物品の性質上必要な容器等は、前項に規定する契約物品の所有権の

移転とともに甲に帰属するものとする。ただし、納入に使用した容器は、

用済み後乙の負担において搬出するものとする。

（危険負担）

第１０条 前条に規定する所有権の移転前に生じた契約物品の亡失、き損、

その他の損害はすべて乙の負担とする。ただし、甲の責に帰すべき理由に

より損害を生じた場合には、その損害は甲の負担とする。

（代金の支払）

第１１条 乙は、第６条に規定する検査に合格したときには、適法な支払請
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求書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して３０日以内に支払

うものとする。

２ 単価契約の場合、乙は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算し

た額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又

は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより消費税及び地方消費税相当

額を控除していない単価で契約した場合には、同契約単価により算定し、

消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとする。

（支払遅延利息）

第１２条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない

場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第

２５６号）の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をす

る日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づ

き財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計

算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。

（無償の納期延期）

第１３条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、納期まで

に契約物品の全部又は一部について納入できないときには、その理由を明

記して納期延期を甲に申請するものとする。この場合、甲は、乙の申請を

正当と認めるときには無償で納期を延期することができる。

（有償の納期延期）

第１４条 乙が前条の規定する場合のほか、乙の責に帰す事由により、契約

物品の全部又は一部について、納期までに納入できないときには、甲の承

諾を得て納期を延期することができる。

２ 前項の規定を適用する場合においては、乙は、遅滞料として納期の翌日

から起算して納入の日まで、遅滞１日につきその遅滞部分に対する契約金

額の１，０００分の１に相当する金額を、甲の指定する期日までに納付し

なければならない。ただし、その額が１００円未満であるときはこの限り

ではない。
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３ 乙が前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、

納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（無償の契約解除）

第１５条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、乙が契約の解除

を申し出て甲がこれを承諾したときには、甲は、この契約の全部又は一部

を無償で解除することができる。

（有償の契約解除）

第１６条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、この契約の全部又

は一部を解除することができる。

(1) 乙が前条に規定する場合のほか、この契約の解除を申し出たとき。

(2) 乙が完全にこの契約の履行を行わないとき。

(3) 乙又は乙の代理人が甲の行う検査に際し、不正行為を行い、又は甲若し

くは甲の指名する検査官等の職務の執行を妨げたとき。

(4) 乙及び乙の使用人並びにその家族等に伝染病が発生したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙が契約上の義務に違反したことによって

契約の目的を達する見込みがないとき。

２ 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の

金額の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保

証金の納付を免除されている場合は、乙は、解除部分の金額の１００分の

１０に相当する金額を、違約金として甲の定める期限内に納付しなければ

ならない。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りでな

い。

３ 契約の解除が単価契約に係る場合は、その解除部分の金額は、発注数量

に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部分

の金額を差し引いた額に、消費税法に基づく税率を乗じて得た消費税額及

び地方消費税額（円未満切捨て）を加算した額とする。

４ 乙が違約金を指定した期日までに納付しない場合には、第１４条第３項

の規定を準用する。

（甲の契約解除）
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第１７条 甲は、必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除するこ

とができる。乙から３０日以内に損害賠償の請求があったときには、その

損害額を明確に算定できるものに限り賠償するものとする。ただし、乙の

同意を得て解除した場合は、この限りではない。

（契約解除の際の代金支払）

第１８条 甲は、契約解除の際、既に受領した物品があるときには、契約単

価によってその代金を乙に支払わなければならない。

（損害賠償）

第１９条 甲は、乙の責に帰すべき理由により損害を受けたときには、乙に

対し、支払期日を指定してその損害の賠償を請求することができる。

２ 前項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は違約金の額

に満たない場合には、契約保証金又は違約金をもって損害賠償額に代える

ものとし、これを越えるときには、その差額を甲は乙から徴収することが

できる。

３ 第１項の規定に基づく損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

４ 乙が、第１項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その

損害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第１４条第２項

の規定を準用する。

（原価等の調査）

第２０条 甲は、違約金その他損害賠償金の算定及び債権保全上必要がある

ときには、乙から原価を明らかにした書類若しくはその業務又は資産の状

況等に関する資料の報告若しくは提出を求め、又は事業所に立ち入り、帳

簿、書類その他の物件を調査することができる。

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

５ 甲は、第１項の規定により乙の秘密を知った場合には、これを第三者に

漏らしてはならない。

（契約物品の契約不適合）

第２１条 納入された契約物品に契約不適合（納入された契約物品が種類、

品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。）がある

場合は、甲は、相当の期間を定めて乙に修補（良品との取替え及び数量不

足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。）を請求するものとする。

ただし、甲は、契約不適合が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用
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を要するとき、その他修補を請求することが相当でないと認められるとき

は、修補の請求に代えて代金の減額を請求することができる。

２ 契約物品の契約不適合が乙の責に帰すべき事由によるものである場合

は、甲は前項の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を請求するこ

とができる。

３ 甲は、契約物品の契約不適合が重要であり、そのため契約の目的を達す

ることができないと認める場合は、契約を解除することができる。この場

合において、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとし

てもこれにより受けた利益を返還しないものとし、乙は返還すべき金銭に

利息を付さないものとする。

４ 甲は、第６条に規定する検査において契約物品の全数について数量の確

認を行った場合は、契約物品の契約不適合として数量の不足を主張するこ

とはできない。

５ 修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知は、契約物品の納

入の日（乙が契約物品の契約不適合について知って告げなかった場合は、

当該契約不適合が発見された日）から１年以内に発しなければならない。

また、修補の期限がこの期間の満了の日以後に到来することとなっている

ときは、代金の減額の請求又は契約の解除の通知に関しては、当該期限の

到来の日から２週間を経過する日までこの期間を延長する。

６ 乙は、前項による通知を受けた上で必要な場合は、甲に対し異議を申し

立てることができる。甲は、審査の上、乙の申立てに正当な事由があると

認める場合は、当該修補の請求若しくは代金の減額の請求又は解除の通知

を取消し若しくは変更するものとする。

７ 契約不適合のある契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す

限り、この契約条項を準用する。

８ 前各項の規定は、第１項の規定に基づき修補され、再度引き渡された契

約物品になお当該修補に係る契約不適合がある場合に準用する。

９ 修補に必要な費用は、代金に含まれるものとする。

10 乙は、第２項の規定により甲から損害賠償の請求を受けたときには、甲

の指定する期日までに損害賠償金を納付しなければならない。

11 乙が、前項に規定する期日までに損害賠償金を納付しない場合は、第

１４条第３項の規定を準用する。
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12 乙が、第１項の規定による期日までに修補しない場合は、第１４条第２

項の規定を準用する。ただし、天災地変その他乙の責に帰さない理由によ

り修補期限を延長する場合は、この限りではない。

（相殺）

第２２条 甲が乙に対し、この契約又は他の契約において債権又は債務を有

するときには、その債権と債務の対等額について、相殺することができる。

（秘密の保持）

第２３条 この契約の履行に当たり、それぞれ相手方の秘密に関する事項を

知り得た場合は、これを第三者に漏らしてはならない。

（その他）

第２４条 この契約に明記されていない事項、又は疑義若しくは紛争が生じ

た場合、甲乙協議して解決するものとする。
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委託契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の委託契約に関し、契約書及びこの契約条

項に基づき、乙は、甲の示した仕様書、図面又は見本（以下｢仕様書等｣と

いう。）に従い、履行期限までに委託された調査等の事項（以下「委託事

項」という。）の調査等を実施し、甲は、その代金を乙に支払うものとす

る。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約の履行を他

に委任し、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保に供

してはならない。

（特許権等）

第３条 乙は、この契約の履行に当たり第三者の有する特許法（昭和３４年

法律第１２１号）、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）若しくは意

匠法（昭和３４年法律第１２５号）上の権利等又は技術上の知識に関し、

第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処

理するものとする。

（仕様書等の疑義）

第４条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その

指示を受けなければならない。

（輸送費）

第５条 委託事項の実施に当たっての輸送費（交通費含む。）は代金に含ま

れるものとする。

（実施計画書の承諾）

第６条 乙は、契約締結後、速やかに委託事項の実施計画書を甲に提出し、

甲の承諾を得るものとする。

２ 乙は、前項に規定する実施計画書を変更する必要が生じた場合には、そ

の理由を付して、甲に申請し、その承諾を得るものとする。

（器材等の管理）

第７条 乙は、委託事項の実施に必要な製作又は購入した器材及び参考文献

等（以下「器材等」という。）で契約代金に含まれるものは、器材等を製
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作し、若しくは購入したときから、善良なる管理者の注意をもって管理す

るものとする。

２ 乙は、委託事項の実施終了後、前項に規定する器材等で使用可能なもの

については、甲の指示に従い甲に引き渡すものとする。

（契約の変更）

第８条 甲は、委託事項の実施が完了するまでの間において必要がある場合

は、履行期限、履行場所及び仕様書の内容その他乙の義務に関しこの契約

に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。

２ 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と

協議の上、契約金額を変更することができる。

３ 前項の規定により契約金額を変更する場合には、乙は、見積書を作成し、

速やかに甲に提出しなければならない。

４ 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要が

あるときには、履行期限を変更するため甲と協議することができる。

（事情の変更）

第９条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令

の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるとこ

ろが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変更

するため協議することができる。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により、契約金額の変更に関して協議

を行う場合に準用する。

（監督）

第１０条 甲は、委託事項の実施について必要と認めた場合には監督官を定

め、書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。監督官を変更

したときも同様とする。

２ 監督官は、乙が実施するこの契約の履行について、立ち会い、指示、審

査及び確認その他の方法により必要な監督を行うものとする。

３ 前項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。

（検査）

第１１条 甲は、委託事項の実施が完了したときには、仕様書等の定めると

ころにより、必要な検査を行うものとする。

２ 検査は、履行内容が仕様書等に適合するか否かにより、合格又は不合格
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の判定を行うものとする。

３ 乙又は乙の代理人は、前項に規定する検査に立ち会わなければならない。

ただし、乙又は乙の代理人が立ち会わないときには、それぞれ欠席のまま

甲は検査を行うことができる。この場合、乙又は乙の代理人は、検査の結

果について異議を申立てることはできない。

４ 乙は、前各項に規定する検査に合格しないときには、遅滞なくこれの修

補、交換等を行い、甲の検査を受けなければならない。

５ 検査に必要な直接の費用等は、乙の負担とする。

（代金の支払）

第１２条 乙は、前条に規定する検査に合格したときには、適法な支払請求

書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して、３０日以内に支払

うものとする。

２ 単価契約の場合、乙は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算し

た額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合、

又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより消費税及び地方消費税相

当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約単価により算定し、

消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとする。

（支払遅延利息）

第１３条 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に

は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)

に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、

未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づき財務大臣の定める政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息と

して乙に支払わなければならない。

（無償の履行延期）

第１４条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、履行期限

までに委託事項の実施を完了し、結果報告書等を提出することができない

場合には、その理由を明記して履行期限の延期を甲に申請するものとする。
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この場合、甲は、乙の申請を正当と認めたときには無償で履行期限を延期

することができる。

（有償の履行延期）

第１５条 乙が前条の規定のほか、乙の責に帰す事由により、甲の承認を得

て履行期限を過ぎて委託事項を完了したときには、乙は、遅滞料として履

行期限の翌日から起算して履行完了の日まで、遅滞１日につきその遅滞部

分に対する契約金額の１，０００分の１に相当する金額を、甲の指定する

期日までに納付しなければならない。ただし、その金額が１００円未満で

あるときにはこの限りでない。

２ 乙が前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、

納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（無償の契約解除）

第１６条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により乙が契約の解除を

申し出て、甲がこれを承諾したときには、甲は、この契約の全部又は一部

を無償で解除することができる。

（有償の契約解除）

第１７条 甲は、乙が次の各号に一に該当するときには、この契約の全部又

は一部をを解除することができる。

(1) 乙の責に帰す理由により、乙が履行期限又は甲の承諾を得て延期された

期限までに委託事項を完了しなかった場合

(2) 乙の責に帰する理由により、乙が委託事項を実施することができなくな

った場合

(3) 前２号に掲げる場合のほか、乙が契約上の義務に違反したことによって、

契約の目的を達する見込みがないとき。

２ 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の

金額の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保

証金の納付を免除されている場合には、乙は、解除部分の金額の１００分

の１０に相当する金額を、違約金として甲の定める期限内に納付しなけれ

ばならない。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りで
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はない。

３ 契約の解除が単価契約に係る場合、その解除部分の金額は、発注数量に

消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部分の

金額を差し引いた額に、消費税法に基づく税率を乗じて得た消費税額及び

地方消費税額（円未満切捨て）を加算した額とする。

４ 乙が前２項に規定する違約金を甲の指定した期日までに納付しない場合

には、第１５条第２項の規定を準用する。

（乙の解除権）

第１８条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一

部を解除することができる。

(1) 第８条第２項に規定する甲との協議が整わないとき。

(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する

見込みがないとき。

（甲の契約解除と損害賠償）

第１９条 甲は、自己の都合によりこの契約の全部又は一部を解除すること

ができる。

２ 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が

生じたときには、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。

３ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面によ

り行わなければならない。

４ 第２項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

（乙の損害賠償）

第２０条 乙の責に帰するべき理由により甲が損害を受けた場合、甲は乙に

対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は違約金の額

に満たないときには、契約保証金又は違約金をもって損害賠償額に代える

ものとし、これを超えるときは、その差額を甲は乙から徴収することがで

きる。

３ 第１項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

４ 乙が前３項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損

害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第１５条第２項の

規定を準用する。
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（危険負担）

第２１条 第１１条に規定する検査合格前において生じた損害は、乙の負担

とする。ただし、甲の故意又は、重大な過失によって生じた場合には、こ

の限りではない。

２ 前項ただし書の場合において乙が保険金、損害賠償、その他の代償又は

代償の請求権を取得したときには、その価格の限度で甲はその負担を免れ

るものとする。

（相殺）

第２２条 甲は乙に対し、この契約又は他の契約において債権又は債務を有

する場合、その債権と債務の対等額について相殺することができる。

（原価等の調査）

第２３条 甲は、契約金額の変更、損害賠償金等の算定又は債権の保全その

他必要があるときには、乙の業務又は資産の状況に関して乙の事務所等に

立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若

しくは資料の提出を求めることができる。

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

３ 甲は、第１項の規定により、乙の秘密を知った場合には、これを第三者

に漏らしてはならない。

（秘密の保持）

第２４条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第

三者に漏らし又は利用してはならない。

（その他）

第２５条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合、甲乙協議して解決するものとする。
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物品売払契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の物品売払契約に関し、契約書及びこの契

約条項に基づき、契約物品の代金を納付期限までに甲の指定する場所に納

付し、甲は、引渡期間までに契約物品を乙に引渡すものとする。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約の履行を他

に委任し、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保に供

してはならない。

（代金の納付）

第３条 乙は、契約代金を甲側の発行する納入告知書又は口頭告知により指

定の期日及び場所に納付し、受領書等の交付を受けるものとする。

２ 乙が、前項の規定に基づく納付期限を過ぎて契約代金を納付したときに

は、納付期限の翌日から起算して納付の日まで、その日数に応じ、国の債

権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第２９条第

１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した

金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（搬出）

第４条 契約物品の搬出は、契約代金納入後乙の負担において行うものとし、

乙は甲の発行する領収書等を甲の指名した係官に提示し、引渡期限内に搬

出しなければならない。

２ 品目及び数量は、甲又は甲の指名した係官と乙又は乙の代理人とが立ち

会いの上、確認する。

３ 甲は、乙が引渡期限までに契約物品を搬出しないときには、乙の負担に

おいて、他に搬出し又は他に保管を託すことができる。

（引渡期間の延期）

第５条 乙は、引渡期限までに契約物品の搬出ができないときには、甲に対

しその理由を明らかにして、速やかに延期についての申請をし、その承諾

を受けなければならない。

２ 甲は、前項の規定による延期の申請がやむを得ない理由によるものであ

り、かつ、業務に支障がないと認めた場合には、延期について承諾するも
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のとする。

（所有権の移転）

第６条 契約物品の所有権は、当該物品の引渡しが完了したときをもって甲

から乙に移るものとする。

２ 前項に規定する所有権の移転後に生じた物品の滅失毀損等は、すべて乙

の負担とする。

（無償の契約解除）

第７条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、乙が契約代金納入

前に契約の解除を申し出て甲がこれを承諾したときには、甲は、この契約

の全部又は一部を無償で解除することができる。

（有償の契約解除）

第８条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、この契約の全部又は

一部を解除し、契約保証金は、解除部分の金額の１００分の１０に相当す

る金額を国庫に帰属するものとし、契約保証金の納付を免除されている場

合、乙は、解除部分の金額の１００分の１０に相当する金額を、違約金と

して甲の定める期限内に納付しなければならない。ただし、その金額が

１００円未満であるときにはこの限りでない。

(1) 乙が書面により、契約の解除を申し出たとき。

(2) 乙（乙の代理人及び使用人を含む。）が甲の職務執行を妨げ又は不正の

行為があったとき、その他甲の指示監督に従わないとき。

(3) 乙が甲の承諾を得ないで、指定の期日までに契約代金を納付しないとき。

(4) 前３号のほか、乙がこの契約条項に違反したとき。

２ 甲は、自己の都合により契約代金納入前において契約を解除することが

できる。

３ 乙が、第１項に規定する違約金を指定の期日までに納付しないときには、

第３条第２項の規定を準用する。

（損害賠償の請求）

第９条 乙は、前条第２項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害

が生じたときは、甲に対し損害の賠償を請求することができる。

２ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に文書によ

り行うものとし、損害賠償の額は甲乙協議の上、定めるものとする。

（信用等の調査）
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第１０条 甲は、乙の信用調査又は債権保全及びこの契約の履行の確保その

他特に必要があるときには、乙からその業務又は資産の状況等に関する資

料及び報告を徴し、又は乙の事務所等において帳簿書類その他の物件を調

査することができる。

２ 甲は、前項の規定により乙の秘密を知った場合には、これを第三者に漏

らしてはならない。

（秘密の保持）

第１１条 乙（乙の代理人及び使用人を含む。）は、契約の履行に際し甲の

秘密を知った場合には、これを第三者に漏らし、又は他の目的に利用して

はならない。

（その他）

第１２条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

ときには、甲乙協議の上、解決するものとする。
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残飯売払契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の残飯売払契約に関し、契約書及びこの契

約条項に基づき、乙は、残飯の代金を甲の指定する場所に納付し、甲は、

残飯を乙に引渡すものとする。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約の履行を他

に委任し、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保に供

してはならない。

（代金の納付）

第３条 乙は、売払代金の毎１月分を取りまとめ、甲の発行する納入告知書

又は口頭告知により、指定の期日及び場所に納付し、領収書等の交付を受

けるものとする。

２ 乙が、前項の規定に基づく納付期限を過ぎて売払代金を納付したときに

は、納付期限の翌日から起算して納付の日まで、その日数に応じ、国の債

権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第２９条第

１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて計算した

金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（搬出）

第４条 残飯の搬出は、乙の負担において行うものとし、乙は毎日少なくと

も２回容器を持参して残飯を受け取り、搬出する。

２ 品目別及び数量は、甲又は甲の指名した係官と乙又は乙の代理人が立会

いの上、確認する。

３ その他、乙は甲の指示監督に従うものとする。

（有償の契約解除）

第５条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、この契約の全部又は一部

を解除し、契約保証金は、解除部分の金額（受渡済残飯の１日平均金額に

解約日数を乗じた額とする。）の１００分の１０に相当する金額を国庫に

帰属するものとし、乙が、契約保証金の納付を免除されているときには、

違約金として解除部分の金額の１００分の１０に相当する金額を指定の期

日までに納付させるものとする。ただし、その額が１００円未満である場
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合はこの限りでない。

(1) 乙がこの契約の解除を申し出たとき。

(2) 乙（乙の代理人及び使用人を含む。）が甲の職務執行を妨げ、又は不正

の行為があったとき、若しくはその他甲の指示監督に従わないとき。

(3) 前２号のほか、乙がこの契約条項に違反したとき。

２ 乙が前項に規定する違約金を指定の期日までに納付しないときには、第

３条第２項の規定を準用する。

（無償の契約解除）

第６条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、乙が義務を履行す

ることができない場合、契約の全部又は一部の解除を甲に申請することが

できる。

２ 前項の規定を適用する場合において、甲は乙の申請を正当と認めたとき

には、前条の規定にかかわらず、この契約の全部又は一部を無償で解除す

ることができる。

（甲の契約解除）

第７条 甲は、自己の都合により、この契約を無償で解除することができる。

この場合、甲は、契約解除の５日前までに乙にその旨を通知するものとす

る。

（損害賠償の請求）

第８条 乙は、前条の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が生じ

たときには、甲に対し損害の賠償を請求することができる。

２ 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に文書に

より行うものとし、損害賠償の額は甲乙協議の上、定めるものとする。

（信用等の調査）

第９条 甲は、乙の信用調査又は当該債権保全上必要がある場合、乙からそ

の業務又は資産の状況等に関する資料及び報告を徴し、又は事務所に立ち

入り帳簿書類その他の物件を調査することができる。

２ 甲は、前項の規定により乙の秘密を知ったときには、これを第三者に漏

らしてはならない。

（秘密の保持）

第１０条 乙（乙の代理人及び使用人を含む。）は、契約の履行に際し甲の

秘密を知った場合、これを第三者に漏らし又は他の目的に利用してはなら
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ない。

（その他）

第１１条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
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産業廃棄物等収集運搬業務委託契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の産業廃棄物等収集運搬業務委託契約に関

し、契約書及びこの契約条項に基づき、これを履行するものとし、乙は、

甲の示した仕様書に従い、履行期限までに役務を完了し、甲は、役務の対

価として、その代金を乙に支払うものとする。

２ 甲及び乙は、契約の履行に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃掃法」という。）その他関係法令

を遵守するものとする。

３ 甲及び乙は、この契約の履行に当たり、契約書、この契約条項及び甲の

示した仕様書等に明記されていないものについては、甲乙協議の上、航空

自衛隊標準契約条項の関係条項によることができる。

４ この契約に定める指示、請求、報告、申請、承諾、解除（以下「指示

等」という。）は、書面により行わなければならない。

５ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情等があるときは、甲及

び乙は、指示等を口頭で行うことができる。ただし、必要と認める場合に

は、速やかに書面に記載し、相手方に交付しなければならない。

６ 甲及び乙は、この契約の他の条項の規定に基づき、協議を行うときは、

当該協議内容を書面に記録するものとする。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、こ

の限りではない。

（再委託の禁止）

第３条 乙は、甲から委託された産業廃棄物等の収集運搬業務を第三者に委

託してはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得て、法

令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。

２ 乙は、前項により、役務の履行を第三者に委任する場合においても、こ

の契約により乙の義務とされている事項につきその責を免れない。

（特許権等）

第４条 乙は、この契約の履行に当たり第三者の有する特許法（昭和３４年
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法律第１２１号）、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）若しくは意

匠法（昭和３４年法律第１２５号）上の権利等又は技術上の知識に関し、

第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処

理するものとする。

（仕様書等の疑義）

第５条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その

指示を受けなければならない。

（乙の事業の範囲）

第６条 乙は、廃掃法に規定する産業廃棄物収集運搬業許可証及び特別管理

産業廃棄物収集運搬業許可証（以下「許可証」という。）の写しを甲に提

出し、事業の範囲等を甲に通知するものとし、許可証の記載事項に変更が

あったときは、速やかにその旨を甲に通知し、変更後の許可証の写しを甲

に提出するものとする。甲は、必要があるときは、別紙第１により、乙に

事業の範囲について通知を求めるものとする。

２ 前項の許可証の写しは、契約書に添付するものとする。

（委託産業廃棄物の名称）

第７条 甲は、収集運搬業務を委託する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物

（以下「委託産業廃棄物」という。）の名称等を別紙第２により、乙に通

知するものとする。ただし、第１１条に規定する産業廃棄物管理票により、

契約履行に支障がないと認められる項目については、省くことができる。

（搬出）

第８条 乙は、委託産業廃棄物を契約書に定める引渡期限内に甲の指示する

引渡場所より搬出しなければならない。

２ 乙が甲の指示する場所において委託産業廃棄物を乙の車両等へ積込みを

終了した時点をもって、引渡しの完了とする。

３ 乙は、前条に記載する事項及び第１１条に規定する甲が交付する産業廃

棄物管理票の記載事項並びに委託産業廃棄物の現状とを照合確認し、甲に

受領証（別紙様式第１）を提出した後でなければ、前項の積込作業に着手

することはできない。

４ 乙は、引渡期限までに委託産業廃棄物の搬出ができないときは、甲にそ

の理由を明らかにして、速やかに延期の申請をし、その承諾を得なければ

ならない。
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５ 甲は、前項の規定による延期の申請がやむを得ない理由があり、かつ、

業務に支障がないときは、延期について承諾するものとする。

（搬入先）

第９条 甲は、別紙第３により、最終目的地として処分業者の事業場を乙に

通知するものとし、乙は通知された場所へ委託産業廃棄物を搬入するもの

とする。

（積替又は保管）

第１０条 乙は、委託産業廃棄物の積替又は保管を行わないこととする。た

だし、甲の承諾を得た場合には、この限りではない。

２ 甲は、前項の承諾を行う場合には、当該積替又は保管を行う場所の所在

地並びに当該場所において保管できる委託産業廃棄物の種類及び当該場所

に係る積替のための保管上限について、指示するものとする。

３ 前２項に係る積替又は保管を行う場合で、委託産業廃棄物が廃掃法施行

令第６条第１項第３号イに規定する安定型産業廃棄物であるときは、甲は、

当該積替又は保管行う場所において他の産業廃棄物と混合することの諾否

について、指示するものとする。

（管理票）

第１１条 甲は、乙が委託産業廃棄物を搬出するときは廃掃法第１２条の３

第１項に規定する産業廃棄物管理票（以下「管理票」という。）に必要事

項を記入し、乙に交付する。

２ 乙は、管理票に虚偽又は記載漏れがある場合には、甲に修正を求めるこ

とができる。

３ 乙は、この管理票を委託産業廃棄物とともに処分業者へ回付する。

４ 前３項によるほか、廃掃法第１２条の５に規定する電子情報処理組織

（以下「電子マニフェストシステム」という。）を使用することができる。

（義務と責任）

第１２条 甲は、委託産業廃棄物の名称、数量、種類（内訳）、性状、荷姿、

発生工程、通常の保管状況での性状の変化、他の廃棄物との混合等により

生じる支障に関する事項及びその他委託産業廃棄物を取扱う際に注意すべ

き事項につき、必要な情報をあらかじめ乙に通知しなければならない。

２ 乙は、委託産業廃棄物を第８条第２項に規定する引渡しの完了から、第

９条に規定する処分業者の事業場における荷下ろし作業の完了まで、法令
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に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生した損害については、

その原因が甲の責に帰すべき場合を除き、乙が負担するものとする。

（業務実施計画書）

第１３条 甲は、委託業務の実施について、必要と認めたときは、乙に対し、

業務実施計画書の提出を求めることができる。

２ 乙は、前項に定める業務実施計画書を変更する必要が生じた場合には、

その理由を付して甲に申請し、その承諾を得るものとする。

（契約の変更）

第１４条 甲は、委託業務の履行が完了するまでの間において必要がある場

合には、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することがで

きる。

２ 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と

協議の上、契約金額を変更することができる。

３ 前項の規定により協議が行われる場合には、乙は、見積書を作成し、速

やかに甲に提出しなければならない。

４ 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要が

あるときには、履行期限を変更するため甲と協議することができる。

（事情の変更）

第１５条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法

令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めると

ころが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変

更するため、協議することができる。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により、契約金額の変更に関して協議

を行う場合に準用する。

（監督官）

第１６条 甲は、委託業務の履行について必要と認めた場合には、監督官を

定め、その氏名を乙に通知しなければならない。監督官を変更したときも

同様とする。

２ 監督官は、乙が実施する委託業務の履行について、立会い、指示、審査

及び確認その他の方法により、必要な監督を行うものとする。

３ 前項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。

（検査）
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第１７条 乙は、委託業務を完了したときには、履行期限までに業務完了報

告書（別紙様式第２）を作成し、管理票の写しとともに甲に提出するもの

とする。ただし、電子マニフェストシステムを使用する場合は、業務完了

報告書のみの提出で足りる。

２ 甲は、前項の規定に基づく提出の日から１０日以内に委託業務の完了を

確認するための検査を完了するものとする。ただし、甲は、業務完了報告

書及び管理票の写しをもって検査をすることができる。

３ 乙又は乙の代理人は、前項に規定する検査に立ち会わなければならない。

ただし、乙又は乙の代理人が立ち会わないときは、欠席のまま甲は検査を

行うことができる。この場合、乙は、検査の結果に異議を申し立てること

ができない。

４ 甲は、検査を完了したときは、速やかに当該検査の結果を乙に通知しな

ければならない。

５ 第２項に規定する検査に必要な直接の費用等は、乙の負担とする。

（契約代金の支払）

第１８条 乙は、前条に規定する検査に合格したときには、適法な支払請求

書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して３０日以内に契約代

金を支払うものとする。

（支払遅延利息）

第１９条 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に

は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)

に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、

未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づき財務大臣の定める政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息と

して乙に支払わなければならない。

（無償の履行延期）

第２０条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、履行期限

内に委託業務を完了し、業務完了報告書を提出することができないときに

は、甲に対してその理由を付して履行期限の延長を申請することができる。

この場合、甲は、乙の申請を認めたときには、無償で履行期限を延期する

ことができる。

（有償の履行延期）
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第２１条 乙が前条に規定する場合のほか、乙の責に帰す理由により、甲の

承認を得て履行期限を過ぎて委託業務を完了し、業務完了報告書を提出し

たときには、乙は、遅滞料として履行期限の翌日から起算して履行完了の

日まで、遅滞１日についてその遅滞部分に相当する契約代金の１，０００

分の１に相当する金額を、甲の指定する期日までに納付しなければならな

い。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りではない。

２ 乙が前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、

納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（無償の契約解除）

第２２条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により乙が契約の解除を

申し出て、甲がこれを承認したときには、甲は、この契約の全部又は一部

を無償で解除することができる。

（有償の契約解除）

第２３条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、この契約の全部又

は一部を解除することができる。

(1) 乙の責に帰す理由により、乙が履行期限又は甲の承諾を得て延期された

期限までに委託業務を完了しなかった場合

(2) 乙の責に期す理由により、乙が委託業務を実施できなくなった場合

(3) 前２号のほか、乙がこの契約に違反したことによって契約の目的を達す

ることができないとき。

２ 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の

金額の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保

証金の納付を免除されている場合には、乙は、解除部分の金額の１００分

の１０に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければ

ならない。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りでは

ない。

３ 乙が、前項に規定する違約金を甲の指定した期日までに納付しない場合

には、第２１条第２項の規定を準用する。

（乙の解除権）
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第２４条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一

部を解除することができる。

(1) 第１４条第２項に規定する甲との協議が整わないとき。

(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する

見込みがないとき。

（甲の契約解除と損害賠償）

第２５条 甲は、必要があると認めるときは、この契約の全部又は一部を解

除することができる。

２ 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が

生じたときは、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。

３ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面によ

り行わなければならない。

４ 第２項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

（契約解除の制限）

第２６条 前４条の規定又は法令の規定によりこの契約を解除することがで

きる場合であっても、この契約に基づき甲から引渡しを受けた委託産業廃

棄物の処理を乙が完了していないときは、当該委託産業廃棄物を甲乙双方

の責任で処置した後でなければ、この契約は解除できない。

（乙の損害賠償）

第２７条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときには、甲は乙

に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

３ 第１項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は違約金の

額に満たないときには、契約保証金又は違約金をもって損害賠償額に代え

るものとし、これを超える場合、その差額を甲は乙から徴収することがで

きる。

４ 乙が前３項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損

害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第２１条第２項の

規定を準用する。

（第三者に及ぼした損害）

第２８条 委託業務を行うにつき第三者に損害が生じ当該第三者に対して損

害の賠償を行わなければならないときは、乙がその損害を賠償しなければ
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ならない。

２ 前項の規定にかかわらず、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由によ

り生じたものについては、甲がこれを負担する。ただし、乙が甲の責に帰

すべき事由があることを知りながら、これを通知しなかったときはこの限

りではない。

３ 前２項の規定を適用する場合、その他委託業務の実施につき第三者との

間に紛争を生じた場合において、甲乙協力してその解決処理に当たるもの

とする。

（相殺）

第２９条 乙が甲に対して支払うべき金銭債務がある場合には、甲は、乙に

対する支払代金から当該債務を相殺することができる。

（信用等の調査）

第３０条 甲は、契約代金の変更、損害賠償金等の算定又は債権の保全その

他必要があるときには、乙の業務又は資産の状況に関して乙の事務所等に

立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若

しくは資料の提出を求めることができる。

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

３ 甲は、第１項の規定により、乙の秘密を知った場合、これを第三者に漏

らしてはならない。

（秘密の保持）

第３１条 甲及び乙は、この契約の履行に伴い、相手方の秘密に関する事項

を知ったときには、これを第三者に漏らし又は利用してはならない。

（紛争の解決）

第３２条 この契約の条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議が

整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、

甲及び乙は、協議の上、調停人を選任し、斡旋又は調停により、その解決

を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用について

は、特別の定めをした場合を除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、

その他のものについては、甲乙それぞれが負担するものとする。

２ 甲及び乙は、前項に規定する紛争解決の手続を経た後でなければ、民事

訴訟法（明治２３年法律第２９号）に基づく訴訟の提起又は民事調停法

（昭和２６年法律第２２２号）に基づく調停の申し立てを行うことができ



1－ 10－ 9

ない。

（その他）

第３３条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合には、甲乙協議して定め又は解決するものとする。
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別紙第１

令和 年 月 日

契約担当官官職氏名

殿

収集運搬業者

所在地

名称

代表者氏名

乙の事業の範囲等

産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業

事業の範囲

許可の条件

許 可 番 号

許可都道府県

政 令 市

許可の有効期限
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別紙第２

令和 年 月 日

収集運搬業者

所在地

名称

代表者氏名 殿

契約担当官官職氏名

委託産業廃棄物の名称

名称及び数量

種類（内訳）

性 状

荷 姿

発 生 行 程

通常の保管状態

での腐敗、揮発等の

性状の変化

他の廃棄物との混合

等により生ずる支障

日本工業規格ＪＩＳ

Ｃ○九五○号に規定

する含有マークの表示

の有無及び対象製品

石綿含有産業廃棄物

の有無

取扱い上の注意事項

備考 上記情報に変更があった場合は、本紙を準用してその内容を通知する。
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別紙第３

令和 年 月 日

収集運搬業者

所在地

名称

代表者氏名 殿

契約担当官官職氏名

委託産業廃棄物の搬入先

委託産業廃棄物

の名称及び数量

搬 入 先

処分施設の設置場所

処分業者氏名

処分業者住所
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別紙様式第１

受 領 証

契約担当官（補助者）官職氏名

殿

委託産業廃棄物につき、第７条に記載する事項及び管理票の記載事項と相

違ないことを確認し、受領しました。

委託業務の名称：

令和 年 月 日

収集運搬業者

所在地

名称

代表者氏名
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別紙様式第２

業務完了報告書

契約担当官官職氏名

殿

契約書のとおり、委託業務を完了したことを報告します。

委託業務の名称：

完 了 年 月 日：

令和 年 月 日

収集運搬業者

所在地

名称

代表者氏名
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産業廃棄物等処分業務委託契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の産業廃棄物等処分業務委託契約に関し、

契約書及びこの契約条項に基づき、これを履行するものとし、乙は、甲の

示した仕様書に従い、履行期限までに役務を完了し、甲は、役務の対価と

して、その代金を乙に支払うものとする。

２ 甲及び乙は、契約の履行にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃掃法」という。）その他関係法令

を遵守するものとする。

３ 甲及び乙は、この契約の履行に当たり、契約書、この契約条項及び甲の

示した仕様書等に明記されていないものについては、甲乙協議の上、航空

自衛隊標準契約条項の関係条項によることができる。

４ この契約に定める指示、請求、報告、申請、承諾、解除（以下「指示

等」という。）は、書面で行わなければならない。

５ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情等があるときは、甲及

び乙は、指示等を口頭で行うことができる。ただし、必要と認める場合に

は、速やかに書面に記載し、相手方に交付しなければならない。

６ 甲及び乙は、この契約の他の条項の規定に基づき、協議を行うときは、

当該協議内容を書面に記録するものとする。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、こ

の限りではない。

（再委託の禁止）

第３条 乙は、甲から委託された産業廃棄物等の処分業務を第三者に委託し

てはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得て、法令の

定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。

２ 乙は、前項により、役務の履行を第三者に委任する場合においても、こ

の契約により乙の義務とされている事項につきその責を免れない。

（特許権等）

第４条 乙は、この契約の履行に当たり第三者の有する特許法（昭和３４年
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法律第１２１号）、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）若しくは意

匠法（昭和３４年法律第１２５号）上の権利等又は技術上の知識に関し、

第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処

理するものとする。

（仕様書等の疑義）

第５条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その

指示を受けなければならない。

（乙の事業の範囲）

第６条 乙は、廃掃法に規定する産業廃棄物処分業許可証及び特別管理産業

廃棄物処分業許可証（以下「許可証」という。）の写しを甲に提出し、事

業の範囲等を甲に通知するものとし、許可証の記載事項に変更があったと

きは、速やかにその旨を甲に通知し、変更後の許可証の写しを甲に提出す

るものとする。甲は、必要があるときは、別紙第１により、乙に事業の範

囲について通知を求めるものとする。

２ 前項の許可証の写しは、契約書に添付するものとする。

（委託産業廃棄物の名称）

第７条 甲は、処分業務を委託する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物（以

下「委託産業廃棄物」という。）の名称等を別紙第２により、乙に通知す

るものとする。ただし、第１２条に規定する産業廃棄物管理票により、契

約履行に支障がないと認められる項目については、省くことができる。

（処分に係る施設の場所）

第８条 乙は、委託産業廃棄物を処分する施設について、別紙第３により、

甲に通知するものとする。

２ 乙は、委託産業廃棄物を中間処理した後、最終処分に付そうとする場合

は、最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の

処理能力をあらかじめ甲に別紙第４により通知するものとする。

（搬入業者）

第９条 委託産業廃棄物の前条に指定する事業場への搬入は、甲が指定する

収集運搬業者（以下「搬入業者」という。）が行うものとする。甲は、搬

入業者を指定したときは、直ちに別紙様式第１により乙に通知するものと

する。ただし、乙が当該委託産業廃棄物の収集運搬を行う場合にはこの限

りではない。



1－ 11－ 3

（受入）

第１０条 乙は、搬入業者より委託産業廃棄物の引渡しを受けたときは、第

７条に記載する事項及び回付された第１２条に規定する産業廃棄物管理票

の記載事項並びに委託産業廃棄物の現状とを照合確認し、受領証（別紙様

式第２）に必要事項を記入の上、速やかに甲に提出するものとする。

（保管）

第１１条 乙は、委託産業廃棄物の保管を行う場合には、法令に基づく保管

基準によるほか、履行期限内に確実に処分できる範囲であり、かつ、保管

場所に係る保管上限内で行うものとする。

（管理票）

第１２条 甲は、委託産業廃棄物を搬出するときは廃掃法第１２条の３第１

項に規定する産業廃棄物管理票（以下「管理票」という。）に必要事項を

記入し、搬入業者に交付する。

２ 乙は、委託産業廃棄物が搬入されたときには、回付された管理票を確認

し、処分を完了したとき及び最終処分の終了を確認したときは、管理票の

写しを甲に送付する。

３ 乙は、管理票に虚偽又は記載漏れがある場合には、甲に修正を求めるこ

とができる。

４ 前３項によるほか、廃掃法第１２条の５に規定する電子情報処理組織

（以下「電子マニフェストシステム」という。）を使用することができる。

（義務と責任）

第１３条 甲は、委託産業廃棄物の名称、数量、種類（内訳）、性状、荷姿、

発生工程、通常の保管状況での性状の変化、他の廃棄物との混合等により

生じる支障に関する事項及びその他委託産業廃棄物を取扱う際に注意すべ

き事項につき、必要な情報をあらかじめ乙に通知しなければならない。

２ 甲は、委託産業廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混

入しないよう注意する。万一、混入したことにより乙の業務に重大な支障

を生じ、又は生じるおそれのある場合には、乙は、委託産業廃棄物の受領

を拒むことができる。

３ 甲は、委託産業廃棄物を乙の事業場へ適正に搬入するために、適正な委

託契約のもとで搬入業者を指図し、監督する義務を負う。

４ 乙は、委託産業廃棄物を乙の事業場における受入から、処分完了まで、
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法令に基づき適正に処理する責任を負う。この間に発生した損害について

は、その原因が甲の責に帰すべき場合を除き、乙が負担するものとする。

（業務実施計画書）

第１４条 甲は、委託業務の実施について、必要と認めたときは、乙に対し、

業務実施計画書の提出を求めることができる。

２ 乙は、前項に定める業務実施計画書を変更する必要が生じた場合には、

その理由を付して甲に申請し、その承諾を得るものとする。

（契約の変更）

第１５条 甲は、委託業務の履行が完了するまでの間において必要がある場

合には、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することがで

きる。

２ 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と

協議の上、契約金額を変更することができる。

３ 前項の規定により協議が行われる場合には、乙は、見積書を作成し、速

やかに甲に提出しなければならない。

４ 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において必要が

あるときには、履行期限を変更するため甲と協議することができる。

（事情の変更）

第１６条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法

令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めると

ころが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変

更するため、協議することができる。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により、契約金額の変更に関して協議

を行う場合に準用する。

（監督官）

第１７条 甲は、委託業務の履行について必要と認めた場合には、監督官を

定め、その氏名を乙に通知しなければならない。監督官を変更したときも

同様とする。

２ 監督官は、乙が実施する委託業務の履行について、立会い、指示、審査

及び確認その他の方法により、必要な監督を行うものとする。

３ 前項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。

（検査）
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第１８条 乙は、委託業務を完了し、かつ、最終処分を確認したときには、

履行期限までに業務完了報告書（別紙様式第３）を作成し、管理票の写し

とともに甲に提出するものとする。ただし、電子マニフェストシステムを

使用する場合は、業務完了報告書だけの提出で足りる。

２ 甲は、前項の規定に基づく提出の日から１０日以内に委託業務の完了を

確認するための検査を完了するものとする。ただし、甲は、業務完了報告

書及び管理票の写しをもって検査をすることができる。

３ 乙又は乙の代理人は、前項に規定する検査に立ち会わなければならない。

ただし、乙又は乙の代理人が立ち会わないときは、欠席のまま甲は検査を

行うことができる。この場合、乙は、検査の結果に異議を申し立てること

ができない。

４ 甲は、検査を完了したときは、速やかに当該検査の結果を乙に通知しな

ければならない。

５ 第２項に規定する検査に必要な直接の費用等は、乙の負担とする。

（契約代金の支払）

第１９条 乙は、前条に規定する検査に合格したときには、適法な支払請求

書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して３０日以内に契約代

金を支払うものとする。

（支払遅延利息）

第２０条 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に

は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)

に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、

未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づき財務大臣の定める政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息と

して乙に支払わなければならない。

（無償の履行延期）

第２１条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により、履行期限

内に委託業務を完了し、業務完了報告書を提出することができないときに

は、甲に対してその理由を付して履行期限の延長を申請することができる。

この場合、甲は、乙の申請を認めたときには、無償で履行期限を延期する

ことができる。

（有償の履行延期）
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第２２条 乙が前条に規定する場合のほか、乙の責に帰す理由により、甲の

承認を得て履行期限を過ぎて委託業務を完了し、業務完了報告書を提出し

たときには、乙は、遅滞料として履行期限の翌日から起算して履行完了の

日まで、遅滞１日についてその遅滞部分に相当する契約代金の１，０００

分の１に相当する金額を、甲の指定する期日までに納付しなければならな

い。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りではない。

２ 乙が前項に規定する遅滞料を指定した期日までに納付しない場合には、

納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（無償の契約解除）

第２３条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により乙が契約の解除を

申し出て、甲がこれを承認したときには、甲は、この契約の全部又は一部

を無償で解除することができる。

（有償の契約解除）

第２４条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、この契約の全部又

は一部を解除することができる。

(1) 乙の責に帰す理由により、乙が履行期限又は甲の承諾を得て延期された

期限までに委託業務を完了しなかった場合

(2) 乙の責に期す理由により、乙が委託業務を実施できなくなった場合

(3) 前２号のほか、乙がこの契約に違反したことによって契約の目的を達す

ることができないとき。

２ 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の

金額の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保

証金の納付を免除されている場合には、乙は、解除部分の金額の１００分

の１０に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければ

ならない。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りでは

ない。

３ 乙が、前項に規定する違約金を甲の指定した期日までに納付しない場合

には、第２２条第２項の規定を準用する。

（乙の解除権）
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第２５条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一

部を解除することができる。

(1) 第１５条第２項に規定する甲との協議が整わないとき。

(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する

見込みがないとき。

（甲の契約解除と損害賠償）

第２６条 甲は、自己の都合により、必要があると認めるときは、この契約

の全部又は一部を解除することができる。

２ 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が

生じたときは、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。

３ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面によ

り行わなければならない。

４ 第２項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

（契約解除の制限）

第２７条 前４条の規定又は法令の規定によりこの契約を解除することがで

きる場合であっても、この契約に基づき搬入業者から引渡しを受けた委託

産業廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該委託産業廃棄物を甲

乙双方の責任で処置した後でなければ、この契約は解除できない。

（乙の損害賠償）

第２８条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときには、甲は乙

に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

３ 第１項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は違約金の

額に満たないときには、契約保証金又は違約金をもって損害賠償額に代え

るものとし、これを超える場合、その差額を甲は乙から徴収することがで

きる。

４ 乙が前３項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損

害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第２２条第２項の

規定を準用する。

（第三者に及ぼした損害）

第２９条 委託業務を行うにつき第三者に損害が生じ当該第三者に対して損

害の賠償を行わなければならないときは、乙がその損害を賠償しなければ
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ならない。

２ 前項の規定にかかわらず、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由によ

り生じたものについては、甲がこれを負担する。ただし、乙が甲の責に帰

すべき事由があることを知りながら、これを通知しなかったときはこの限

りではない。

３ 前２項の規定を適用する場合、その他委託業務の実施につき第三者との

間に紛争を生じた場合において、甲乙協力してその解決処理に当たるもの

とする。

（相殺）

第３０条 乙が甲に対して支払うべき金銭債務がある場合には、甲は、乙に

対する支払代金から当該債務を相殺することができる。

（信用等の調査）

第３１条 甲は、契約代金の変更、損害賠償金等の算定又は債権の保全その

他必要があるときには、乙の業務又は資産の状況に関して乙の事務所等に

立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若

しくは資料の提出を求めることができる。

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

３ 甲は、第１項の規定により、乙の秘密を知った場合、これを第三者に漏

らしてはならない。

（秘密の保持）

第３２条 甲及び乙は、この契約の履行に伴い、相手方の秘密に関する事項

を知ったときには、これを第三者に漏らし又は利用してはならない。

（紛争の解決）

第３３条 この契約の条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議が

整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、

甲及び乙は、協議の上、調停人を選任し、斡旋又は調停により、その解決

を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用について

は、特別の定めをした場合を除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、

その他のものについては、甲乙それぞれが負担するものとする。

２ 甲及び乙は、前項に規定する紛争解決の手続きを経た後でなければ、民

事訴訟法（明治２３年法律第２９号）に基づく訴訟の提起又は民事調停法

（昭和２６年法律第２２２号）に基づく調停の申し立てを行うことができ
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ない。

（その他）

第３４条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合には、甲乙協議して定め又は解決するものとする。
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別紙第１

令和 年 月 日

契約担当官官職氏名

殿

処分業者

所在地

名称

代表者氏名

乙の事業の範囲等

産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業

事業の範囲

許可の条件

許 可 番 号

許可都道府県

政令市

許可の有効期限
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別紙第２

令和 年 月 日

処分業者

所在地

名称

代表者氏名 殿

契約担当官官職氏名

委託産業廃棄物の名称

名称及び数量

種類（内訳）

性 状

荷 姿

発 生 行 程

通常の保管状態

での腐敗、揮発等の

性状の変化

他の廃棄物との混合

等により生ずる支障

日本工業規格ＪＩＳ

Ｃ○九五○号に規定

する含有マークの表示

の有無及び対象製品

石綿含有産業廃棄物

の有無

取扱い上の注意事項

備考 上記情報に変更があった場合は、本紙を準用してその内容を通知する。
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別紙第３

令和 年 月 日

契約担当官官職氏名

殿

処分業者

所在地

名称

代表者氏名

処分に係る施設の場所等

施 設 の 種 類

（名称）

設 置 場 所

処理物の種類

処 分 方 法

処 理 能 力
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別紙第４

令和 年 月 日

契約担当官官職氏名

殿

処分業者

所在地

名称

代表者氏名

最終処分施設等

施設の種類

（名称）

所在地

処分の方法

処理能力

備考
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別紙様式第１

令和 年 月 日

処分業者

所在地

名称

代表者氏名 殿

契約担当官官職氏名

委託産業廃棄物の搬入業者を次のとおり指定したので、通知する。

１ 搬入業者の氏名及び委託産業廃棄物の名称等

氏 名

住 所

許可都道府県

政令市

許可の有効期限

事 業 の 範 囲

許 可 の 条 件

許 可 番 号

委託産業廃棄物

の名称

２ 搬入期限

令和 年 月 日
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別紙様式第２

受 領 証

契約担当官（補助者）官職氏名

殿

委託産業廃棄物につき、第７条に記載する事項及び管理票の記載事項と相

違ないことを確認し、受領しました。

委託業務の名称：

令和 年 月 日

処分業者

所在地

名称

代表者氏名
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別紙様式第３

業務完了報告書

契約担当官官職氏名

殿

契約書のとおり、委託業務を完了したことを報告します。

委託業務の名称：

完 了 年 月 日：

令和 年 月 日

処分業者

所在地

名称

代表者氏名
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電力需給契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の電力需給契約に関し、契約書、この契約

条項及び甲の示した仕様書に従い、これを履行するものとし、乙は、甲が

使用する電力を需要に応じて供給し、甲は、その代価として、乙に代金を

支払うものとする。

２ 甲及び乙は、契約の履行に当たり、電気事業法（昭和３９年法律第

１７０号。以下「電事法」という。）その他関係法令を遵守するものとす

る。

３ 甲及び乙は、契約の履行に当たり、契約書、この契約条項及び甲の示し

た仕様書に明記されていないものについては、甲乙協議の上、航空自衛隊

標準契約条項の関係条項及び乙の定める約款（基本契約要項等）の関係条

項によることができる。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、こ

の限りではない。

（委任又は下請負の禁止）

第３条 乙は、電力供給に関し、電事法第２条第１項第３号に規定する小売

電気事業者その他に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、一時

供給が不足、又は停止する等の事態が生じたとき等については、あらかじ

め甲に通知し、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

（特許権等）

第４条 乙は、この契約の履行に当たり第三者の有する特許法（昭和３４年

法律第１２１号）、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）若しくは意

匠法（昭和３４年法律第１２５号）上の権利等又は技術上の知識に関し、

第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処

理するものとする。

（仕様書等の疑義）

第５条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、すみやかに甲に通知し、そ

の指示を受けなければならない。
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（小売電気事業者であることを証する書類の提出等）

第６条 乙は、甲の求めに応じて、電事法第２条第１項第３号に規定する小

売電気事業者であることを証する書類（電事法第２条の３第１項の申請書、

同条第２項の規定により添付した書類、電事法第２条の４第１項の登録年

月日及び登録番号その他甲が示すものをいう。）の写し等を甲に提出し、

又は通知するものとする。

（供給の保証）

第７条 発電設備の事故等により、乙が甲に供給する電力に不足が生じた場

合、乙は、甲が必要とする電力を乙の負担により供給するものとする。

（使用電力の増減）

第８条 甲の使用電力量は、甲の都合により、予定使用電力量を上回り、又

は、下回ることができる。

（管轄区域電力会社との接続契約により生ずる債務の負担）

第９条 乙が供給場所の区域を管轄する電事法第２条第１項第９号に規定す

る一般送配電事業者と締結する接続供給契約によって電力の供給を行う場

合は、当該接続供給契約によって生ずる料金その他の金銭債務（甲に起因

して生ずる金銭債務を除く。）は、乙の負担とする。

（契約電力の変更）

第１０条 契約電力を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、変更する

ものとする。

２ 甲が前項の規定によらず、契約電力を超過した場合は、契約超過料金の

支払いについて甲乙協議を行い、契約超過料金の支払いが適当であると認

めたときは、甲は、当該協議に基づいて決定された金額を契約超過料金と

して、乙に支払うものとする。

（契約の変更）

第１１条 甲は、前条のほか、必要がある場合には、契約に定めるところを

変更するため、乙と協議することができる。

２ 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と

協議の上、契約金額を変更することができる。

（事情の変更）

第１２条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法

令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めると
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ころが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変

更するため、協議することができる。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により、契約金額の変更に関して協議

を行う場合に準用する。

（危険負担）

第１３条 契約履行について生じた損害は乙の負担とする。ただし、甲の責

に帰する理由による場合の損害については、この限りではない。

（不可抗力による損害）

第１４条 天災地変、その他不可抗力によって、契約履行について損害を生

じたときには、乙は、遅滞なくその状況を甲に通知しなければならない。

２ 前項に規定する損害が、契約代金に比して重大と認められるものであっ

て、乙が善良な管理者の注意を払ったと認められる場合にあっては、その

損害額の負担は、甲乙協議して定める。ただし、その損害が軽微なもの又

は乙が善良な管理者の注意を怠ったと認められる場合は、乙の負担とする。

（監督官）

第１５条 甲は、必要と認めた場合には、監督官を定め、その氏名を乙に通

知しなければならない。監督官を変更したときも同様とする。

２ 監督官は、乙の契約履行について、立会い、指示、審査及び確認その他

の方法により、必要な監督を行うものとする。

３ 前項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。

（計量及び検査）

第１６条 乙は、契約書等に定める計量日時に計量器の読みとりにより使用

電力量を計量及び記録し、甲の指定する検査官の検査を受けるものとする。

２ 乙は、原則として、計量値の確認を自動検針により行い、計量結果を速

やかにファクシミリ等で甲へ通知するものとする。

３ 甲の指定する検査官による検査は、前２項の計量結果等に基づき、行う

ものとし、疑義が生じた場合、甲は、速やかに乙に通知するものとする。

（料金の算定期間）

第１７条 電力使用料金の算定期間は、原則として、月ごととし、前月の計

量日から当月の計量日の前日までの期間とする。

（契約代金の支払）

第１８条 乙は、第１６条による検査終了後、契約金額（基本料金単価）に
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契約電力を乗じて得た額に、契約書に定める当該月における使用電力量に

契約金額（電力量料金単価等）を乗じて得た額その他契約書により算出さ

れた額を加算した額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合はこれを切

り捨てた額）に、消費税額及び地方消費税額を加算した額（当該金額に１

円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額）を、月ごとに甲に請求

するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から３０日以

内に支払いをしなければならない。

（支払遅延利息）

第１９条 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に

は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)

に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、

未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づき財務大臣の定める政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息と

して乙に支払わなければならない。

（計量器等の設置に係る負担金）

第２０条 乙が契約履行に当たり必要となる計量器及びその付帯設備並びに

通信回線等（以下「計量器等」という。）の提供及び設置に係る費用は、

乙の負担とする。

２ 乙は、計量器等が甲の負担となる電力供給を伴う場合には、当該電力使

用料金を毎月甲に支払うものとし、使用料金の算定は、使用電力に係る算

定料金に消費税及び地方消費税額を加えたものとする。

３ 甲は、求められた場合には、乙の計量器等への電力供給を行うとともに、

設置場所を無償で提供するものとする。

（甲の解除権）

第２１条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は

一部を解除することができる。

(1) 乙の責に帰すべき理由により、甲の需要に応じた電力の供給をする見込

みがないと甲が認めたとき

(2) 前号のほか、乙がこの契約に違反したことによって契約の目的を達する

ことができないとき。

２ 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の

金額の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保
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証金の納付を免除されている場合には、乙は、解除部分の金額の１００分

の１０に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければ

ならない。ただし、その金額が１００円未満であるときはこの限りではな

い。

３ 前項に規定する解除部分の金額については、当該月の解除部分の予定電

力使用量に係る金額を基準とし、甲乙協議して定める。

４ 乙が第２項に規定する違約金を指定した期日までに納付しない場合は、

納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（無償の契約解除）

第２２条 天災地変その他乙の責に帰しがたい理由により乙が契約の解除を

申し出て、甲がこれを承認したときには、甲は、この契約の全部又は一部

を無償で解除することができる。

（乙の解除権）

第２３条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一

部を解除することができる。

(1) 第１０条第２項及び第１１条第２項に規定する甲との協議が整わないと

き

(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する

見込みがないとき

（契約解除の制限）

第２４条 乙は、前２条の規定によりこの契約を解除することができる場合

であっても、甲の要求がある場合には、甲の指定する期間まで電力供給を

継続するものとし、この契約は解除できないものとする。

（甲の契約解除と損害賠償）

第２５条 甲は、自己の都合により、必要があると認めるときは、この契約

の全部又は一部を解除することができる。

２ 乙は、第２３条又は前項の規定による契約解除の場合で、乙に損害が生

じたときは、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。

３ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面によ
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り行わなければならない。

４ 第２項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

（乙の損害賠償）

第２６条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときには、甲は乙

に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

３ 第１項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は第２１条

第２項に規定する違約金の額に満たないときには、契約保証金又は違約金

をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超える場合、その差額を甲

は乙から徴収することができる。

４ 乙が前３項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損

害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第２１条第４項の

規定を準用する。

（第三者に及ぼした損害）

第２７条 契約履行につき第三者に損害が生じ当該第三者に対して損害の賠

償を行わなければならないときは、乙がその損害を賠償しなければならな

い。

２ 前項の規定にかかわらず、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由によ

り生じたものについては、甲がこれを負担する。ただし、乙が甲の責に帰

すべき事由があることを知りながら、これを通知しなかったときはこの限

りではない。

３ 前２項の規定を適用する場合、その他契約の履行につき第三者との間に

紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその解決処理に当たるものと

する。

（相殺）

第２８条 乙が甲に対して支払うべき金銭債務がある場合には、甲は、乙に

対する支払代金から当該債務を相殺することができる。

（信用等の調査）

第２９条 甲は、契約金額の変更、損害賠償金等の算定又は債権の保全その

他必要があるときには、乙の業務又は資産の状況に関して乙の事務所等に

立入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若し

くは資料の提出を求めることができる。
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２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

３ 甲は、第１項の規定により、乙の秘密を知った場合、これを第三者に漏

らしてはならない。

（秘密の保持）

第３０条 甲及び乙は、この契約の履行に伴い、相手方の秘密に関する事項

を知ったときには、これを第三者に漏らし又は利用してはならない。この

契約終了後においても同様とする。

（その他）

第３１条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合には、甲乙協議して定め又は解決するものとする。
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食器洗浄作業等部外委託契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書記載の食器洗浄作業等部外委託契約に関し、契

約書及びこの契約条項に基づき、乙は、甲の示した仕様書に従い、役務を

履行するものとし、甲は、役務の対価として、その代金を乙に支払うもの

とする。

２ 甲及び乙は、契約の履行に当たり、契約書、この契約条項及び甲の示し

た仕様書に明記されていないものについては、甲乙協議の上、航空自衛隊

標準契約条項の関係条項によることができる。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約の履行を他

に委任し、この契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、又は担保に供し

てはならない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）

第３条 乙は、役務の履行の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又

は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を

得た場合にはこの限りではない。

２ 乙は、役務の履行を第三者に委任し、又は請け負わせる場合においても、

この契約により乙の義務とされている事項につきその責を免れない。

（特許権等）

第４条 乙は、この契約の履行に当たり第三者の有する特許法（昭和３４年

法律第１２１号）、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）若しくは意

匠法（昭和３４年法律第１２５号）上の権利等又は技術上の知識に関し、

第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処

理するものとする。

（仕様書等の疑義）

第５条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その

指示を受けなければならない。

（機器、器具等の使用）

第６条 甲は、必要と認めたときには、役務履行に必要な機器、器具等を乙

に使用させることができる。
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２ 乙は、甲から使用を許された機器、器具等を善良な使用者としての注意

をもって取扱わなければならない。

（作業の発注）

第７条 甲は、１か月又は３か月ごとに乙が作業を行う期日及び食事区分を

書面により、乙に通知するものとする。

２ 前項の通知は、作業を行う月の前月２０日までに行うものとする。

（作業量）

第８条 作業量は、契約書又は仕様書に定める基準数量によるものとし、毎

回の実際の作業量に増減があった場合についても、代金の変更は行わない

ものとする。

（作業員の届出）

第９条 乙は、作業に従事させようとする者について甲の定める様式により、

届出を行い、甲の承認を受けるものとする。

（衛生）

第１０条 乙は、この契約による作業に従事させる者について、毎月、甲の

指示に従って衛生上の検査を受け、その結果を甲に書面で提出するものと

する。

２ 乙は、乙及びその従業員並びにその近在に伝染病が発生したときは、履

行の中止を甲に申し入れるとともに、甲の指示に従うものとする。

（契約の変更）

第１１条 甲は、委託事項について必要がある場合には、契約書等の内容そ

の他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議

することができる。

２ 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と

協議の上、契約金額を変更することができる。

３ 前項の規定により契約金額を変更する場合には、乙は、見積書を作成し、

速やかに甲に提出しなければならない。

（事情の変更）

第１２条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法

令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めると

ころが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変

更するため、協議することができる。
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２ 前条第２項の規定は、前項の規定により、契約金額の変更に関して協議

を行う場合に準用する。

（危険負担）

第１３条 天災地変、その他乙の責に帰しがたい理由により、作業が行われ

ないときは、乙は、当該不履行部分についての役務履行を免れるものとし、

甲は、当該不履行の部分に相当する代金を支払わないものとする。

２ 前項の規定のほか、この契約履行に当たり生じた損害は、乙の負担とす

る。ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合には、この限り

ではない。

３ 前項ただし書の場合において、乙が保険金、損害賠償、その他の代償又

は代償の請求権を取得したときには、その価格の限度で甲はその負担を免

れるものとする。

（監督官）

第１４条 甲は、必要と認めるときは、役務の履行について、監督官を定め、

書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。監督官を変更した

ときも同様とする。

２ 監督官は、乙が実施するこの契約の履行について、立会い、指示、審査

及び確認その他の方法により、必要な監督を行うものとする。

３ 前項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。

（検査）

第１５条 乙は、委託作業が完了したときには、役務完了を甲に通知するも

のとし、甲は、契約書等の定めるところに従い、検査を行うものとする。

２ 乙又は乙の代理人は、前項に規定する検査に立会わなければならない。

ただし、乙又は乙の代理人が立ち会わないときには、欠席のまま甲は検査

を行うことができる。この場合、乙は検査の結果について異議を申し立て

ることができない。

（代金の支払）

第１６条 乙は、前条に定める検査に合格した場合には、毎１月分を取りま

とめ翌月に甲に対し適法な支払請求書を提出するものとし、甲は、これを

受理した日から起算して３０日以内に支払うものとする。

２ 単価契約の場合、支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業

者の場合は、消費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約
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単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額(円未満

切捨て) を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価

で契約した場合、又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより消費税

及び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約

単価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとす

る。

（支払遅延利息）

第１７条 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に

は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)

に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、

未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づき財務大臣の定める政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息と

して乙に支払わなければならない。

（有償の契約解除）

第１８条 甲は、乙が次の各号に掲げる一に該当するときには、この契約の

全部又は一部を解除することができる。

(1) 乙の責に帰する理由により、乙が委託事項を実施することができなくな

った場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、乙が契約上の義務に違反したことによって、

契約の目的を達する見込みがないとき。

２ 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の

金額の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保

証金の納付を免除されている場合には、乙は、解除部分の金額の１００分

の１０に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければ

ならない。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りでは

ない。

３ 前項に定める解除部分の金額は、発注数量に消費税額及び地方消費税額

抜き契約単価を乗じ、その額から履行済部分の金額を差し引いた額に、消

費税法に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切り

捨て）を加算した額とする。

４ 乙が前２項に規定する違約金を指定した期日までに納付しない場合は、
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納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（乙の解除権）

第１９条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一

部を解除することができる。

(1) 第１１条第２項に規定する甲との協議が整わないとき。

(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する

見込みがないとき。

（甲の契約解除と損害賠償）

第２０条 甲は、必要があると認めるときはこの契約の全部又は一部を解除

することができる。

２ 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が

生じたときには、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。

３ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面によ

り行わなければならない。

４ 第２項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

（乙の損害賠償）

第２１条 乙の責に帰すべき理由により、官の機器、器具及び器物等を亡失

若しくはき損するほか、甲が損害を受けた場合には、甲は乙に対し支払期

日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は違約金の額

に満たないときには、契約保証金又は違約金をもって損害賠償額に代える

ものとし、これを超えるときには、甲は、その差額を乙から徴収すること

ができる。

３ 第１項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

４ 乙が第１項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損

害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第１８条第４項の

規定を準用する。

５ 作業中に生じた作業員の負傷、その他災害についての補償は乙の負担と

する。
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（相殺）

第２２条 甲は、乙に対し、この契約又は他の契約において債権又は債務を

有する場合、その債権と債務の対等額について相殺することができる。

（信用等の調査）

第２３条 甲は、契約金額の変更、損害賠償金等の算定又は債権の保全その

他必要があるときには、乙の業務又は資産の状況に関して乙の事務所等に

立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若

しくは資料の提出を求めることができる。

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

３ 甲は、第１項の規定により、乙の秘密を知った場合には、これを第三者

に漏らしてはならない。

（秘密の保持）

第２４条 甲及び乙は、この契約の履行に伴い、相手方の秘密に関する事項

を知ったときには、これを第三者に漏らしてはならない。

（その他）

第２５条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合には、甲乙協議して解決するものとする。
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宿舎借上契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書に記載の宿舎借上契約に関し、契約書及びこの

契約条項又は甲の示した仕様書に基づき、乙は、契約を履行し、甲は、そ

の代価として、乙に代金を支払うものとする。

２ 甲及び乙は、契約の履行にあたり、契約書、この契約条項及び甲の示し

た仕様書に明記されていないものについては、甲乙協議の上、航空自衛隊

標準契約条項の関係条項によることができる。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、こ

の限りではない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）

第３条 乙は、役務の履行の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又

は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を

得た場合にはこの限りではない。

２ 乙は、役務の履行を第三者に委任し、又は請け負わせる場合においても、

この契約により乙の義務とされている事項につきその責を免れない。

（特許権等）

第４条 乙は、この契約の履行に当たり第三者の有する特許法（昭和３４年

法律第１２１号）、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）若しくは意

匠法（昭和３４年法律第１２５号）上の権利等又は技術上の知識に関し、

第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処

理するものとする。

（仕様書等の疑義）

第５条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その

指示を受けなければならない。

（予定数量）

第６条 予定数量による契約の場合、甲は、予定数量の増減を書面又は口頭

により乙に通知するものとする。

２ 乙は、予定数量の増減による損害賠償は請求しないものとする。ただし、
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著しい場合は、甲と協議することができる。

（監督官）

第７条 甲は、契約の履行について必要と認めた場合には、監督官を定め、

書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。監督官を変更した

ときも同様とする。

２ 監督官は、契約の履行について、立会い、指示、審査及び確認その他の

方法により、必要な監督を行うものとする。

３ 前項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。

（契約の変更）

第８条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において必要がある場合には、

履行内容、履行期間等その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを

変更するため、乙と協議することができる。

２ 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と

協議の上、契約金額を変更することができる。

３ 前項の規定により協議が行われる場合には、乙は、見積書を作成し、速

やかに甲に提出しなければならない。

（事情の変更）

第９条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令

の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるとこ

ろが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変更

するため、協議することができる。

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により、契約金額の変更に関して協議

を行う場合に準用する。

（安全及び衛生）

第１０条 乙は、宿舎及び食事の提供については、安全及び衛生管理に万全

を期すものとする。

２ 乙は、乙及びその従業員並びにその近在に伝染病が発生したときは、履

行の中止を甲に申し入れるとともに甲の指示に従うものとする。

（不可抗力による損害）

第１１条 天災地変、その他不可抗力によって、契約目的、又は乙の役務提

供に関して損害を生じたときには、乙は、遅滞なくその状況を甲に通知し

なければならない。
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２ 前項の場合における契約の履行については、甲乙協議して定める。

（検査）

第１２条 乙は、履行が完了したときは、甲に通知しなければならない。

２ 甲は、検査を行う場合は、前項に規定する通知を受けた日から１０日以

内に検査を完了するものとする。

（代金の支払）

第１３条 乙は、前条に規定する検査に合格したときは、適法な支払請求書

を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して３０日以内に代金を支

払うものとする。

２ 単価契約の場合、支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業

者の場合は、消費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約

単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満

切捨て）を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価

で契約した場合、又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより消費税

及び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約

単価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとす

る。

（支払遅延利息）

第１４条 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に

は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)

に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、

未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づき財務大臣の定める政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息と

して乙に支払わなければならない。

（契約の解除）

第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、この契約の全部又

は一部を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく、契約の履行を行わないとき。

(2) 前号のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達

することができないとき。

２ 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の



1－ 14－ 4

金額の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保

証金の納付を免除されている場合には、乙は、解除部分の金額の１００分

の１０に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければ

ならない。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りでは

ない。

３ 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数

量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から履行済部

分の金額を差し引いた額に、消費税法に基づく税率を乗じて得た消費税額

及び地方消費税額（円未満切り捨て）を加算した額とする。

４ 乙が前２項に規定する違約金を指定した期日までに納付しない場合は、

納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（乙の解除権）

第１６条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一

部を解除することができる。

(1) 第８条第２項に規定する甲との協議が整わないとき。

(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する

見込みがないとき。

（甲の契約解除と損害賠償）

第１７条 甲は、第１５条に規定する場合のほか、必要があると認めるとき

は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

２ 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が

生じたときは、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。

３ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面によ

り行わなければならない。

４ 第２項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

（乙の損害賠償）

第１８条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときには、甲は乙

に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
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３ 第１項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は第１５条

第２項の規定により算定された違約金の額に満たないときには、契約保証

金又は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを越える場合、

その差額を甲は乙から徴収することができる。

４ 乙が前３項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損

害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第１５条第４項の

規定を準用する。

（相殺）

第１９条 乙が甲に対して支払うべき金銭債務がある場合には、甲は、乙に

対する支払代金から当該債務を相殺することができる。

（信用等の調査）

第２０条 甲は、契約代金の変更、損害賠償金等の算定又は債権の保全その

他必要があるときには、乙の業務又は資産の状況に関して乙の事務所等に

立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若

しくは資料の提出を求めることができる。

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

３ 甲は、第１項の規定により、乙の秘密を知った場合、これを第三者に漏

らしてはならない。

（秘密の保持）

第２１条 甲及び乙は、この契約の履行に伴い、相手方の秘密に関する事項

を知ったときには、これを利用し、又は第三者に漏らしてはならない。

（その他）

第２２条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合には、甲乙協議して解決するものとする。
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借上契約条項

（総則）

第１条 甲及び乙は、契約書に記載の借上契約に関し、契約書及びこの契約

条項又は甲の示した仕様書に基づき、乙は、契約を履行し、甲は、その代

価として、乙に代金を支払うものとする。

２ 甲及び乙は、契約の履行にあたり、契約書、この契約条項及び甲の示し

た仕様書に明記されていないものについては、甲乙協議の上、航空自衛隊

標準契約条項の関係条項によることができる。

（権利義務の譲渡の禁止）

第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、こ

の限りではない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）

第３条 乙は、この契約の履行の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾

を得た場合にはこの限りではない。

２ 乙は、この契約の履行を第三者に委任し、又は請け負わせる場合におい

ても、この契約により乙の義務とされている事項につきその責を免れない。

（特許権等）

第４条 乙は、この契約の履行に当たり第三者の有する特許法（昭和３４年

法律第１２１号）、実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）若しくは意

匠法（昭和３４年法律第１２５号）上の権利等又は技術上の知識に関し、

第三者の権利を使用する必要があるときには、すべて乙の責任において処

理するものとする。

（仕様書等の疑義）

第５条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その

指示を受けなければならない。

（予定数量）

第６条 予定数量による契約の場合、甲は、予定数量の増減を書面又は口頭

により乙に通知するものとする。

２ 乙は、予定数量の増減による損害賠償は請求しないものとする。ただし、
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著しい場合は、甲と協議することができる。

（監督官）

第７条 甲は、契約の履行について必要と認めた場合には、監督官を定め、

書面をもってその氏名を乙に通知しなければならない。監督官を変更した

ときも同様とする。

２ 監督官は、契約の履行について、立会い、指示、審査及び確認その他の

方法により、必要な監督を行うものとする。

３ 前項に規定する監督に要する直接の費用等は、乙の負担とする。

（契約の変更）

第８条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において必要がある場合には、

履行内容、履行期間等その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを

変更するため、乙と協議することができる。

２ 甲は、前項の規定により契約に定めるところを変更したときには、乙と

協議の上、契約金額を変更することができる。

３ 前項の規定により協議が行われる場合には、乙は、見積書を作成し、速

やかに甲に提出しなければならない。

（事情の変更）

第９条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令

の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるとこ

ろが不当になったと認められる場合には、この契約に定めるところを変更

するため、協議することができる。

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定により、契約金額の変更に

関して協議を行う場合に準用する。

（貸出し及び引取り）

第１０条 乙は、甲の借上げに係る物品（資機材及び車両等を含む。以下同

じ。）の貸出しを行う場合には、甲が定める乙の貸出期限（乙が甲に当該

物品を差し出す期限をいう。）までに、甲が定める乙の貸出準備（貸出期

間において支障のないよう整備を行い確認を受ける等の行為をいう。）を

完了した後、貸出しを行わなければならない。この場合において、貸出し

時における物品の破損等については、乙の負担とする。

２ 乙は、甲の借上げに係る不動産の全部又は一部の貸出しを行う場合には、

甲が定める乙の貸出期限（乙が甲に当該不動産の全部又は一部を差し出す
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期限をいう。）までに、貸出期間中において支障のないよう整備を行うほ

か、安全及び衛生管理に万全を期するとともに、契約内容に備付器材等の

使用が含まれているときには、甲が定める乙の貸出準備（当該器材等を使

用可能な状態にして確認を受ける等の行為をいう。）を完了した後、貸出

しを行わなければならない。

３ 乙は、貸出期間中において、その貸し出した物品（以下「貸出物品」と

いう｡)又は不動産の全部若しくは一部（以下「貸出物品等」と総称する｡)

の使用が不能になったこと等により契約の目的を達し得ない状況が生じた

ときには、速やかに貸出物品等に代わる物品又は不動産の全部若しくは一

部を差し出すこと等により必要な対策を講じるものとする。ただし、当該

状況が乙の責に帰さない事由により生じたものである場合には、甲及び乙

がその後の対応等について協議するものとする。

４ 甲は、借上期間中において、その借り上げた物品又は不動産の全部若し

くは一部を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、使用しなけ

ればならない。

５ 貸出期間中において生じた貸出物品等の破損等に係る費用等は、乙の負

担とする。ただし、当該破損等が、乙の責に帰さない事由により生じたも

のである場合には、甲及び乙が当該破損等に係る費用について協議するも

のとする。

６ 前項の場合において、貸出期間中において生じた貸出物品等の破損等に

対し甲が契約の履行に支障となるため一時的に補修等を行った場合には、

甲は、乙に対しその費用等を請求できるものとする。

７ 乙は、貸出物品の引取りについて、甲が定める乙の引取期限までにその

履行を完了しなければならない。この場合において、引取り時において生

じた貸出物品の破損等に係る費用等は、乙の負担とする。

（不可抗力による損害）

第１１条 天災地変、その他不可抗力によって、契約目的、又は乙の履行に

関して損害を生じたときには、甲又は乙は、遅滞なくその状況を契約の相

手方に通知しなければならない。

２ 前項の場合における契約の履行については、甲乙協議して定める。

３ 物品の借上げにおいて、第１項に規定する損害が契約代金に比して重大

であると認められるときは、甲及び乙が協議の上、その損害額及び負担に
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ついて必要な事項を定めるものとする。ただし、その当該損害が軽微であ

り、又は乙が善良な管理者の注意を怠ったと認められる場合には、乙の負

担とする。

（検査）

第１２条 乙は、履行が完了したときは、甲に通知しなければならない。

２ 甲は、検査を行う場合は、前項に規定する通知を受けた日から１０日以

内に検査を完了するものとする。

（代金の支払）

第１３条 乙は、前条に規定する検査に合格したときは、適法な支払請求書

を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して３０日以内に代金を支

払うものとする。

２ 単価契約の場合、支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業

者の場合は、消費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約

単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満

切捨て）を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価

で契約した場合、又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより消費税

及び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約

単価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとす

る。

（支払遅延利息）

第１４条 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に

は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)

に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、

未払金額に対し、同法第８条第１項の規定に基づき財務大臣の定める政府

契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息と

して乙に支払わなければならない。

（契約の解除）

第１５条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときには、この契約の全部又

は一部を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく、契約の履行を行わないとき。

(2) 前号のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達
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することができないとき。

２ 前項の規定により契約を解除したときには、契約保証金は、解除部分の

金額の１００分の１０に相当する金額を国庫に帰属するものとし、契約保

証金の納付を免除されている場合には、乙は、解除部分の金額の１００分

の１０に相当する金額を違約金として甲の定める期限内に納付しなければ

ならない。ただし、その金額が１００円未満であるときにはこの限りでは

ない。

３ 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数

量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から履行済部

分の金額を差し引いた額に、消費税法に基づく税率を乗じて得た消費税額

及び地方消費税額（円未満切り捨て）を加算した額とする。

４ 乙が前２項に規定する違約金を指定した期日までに納付しない場合には、

納付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した金額を延納利息として甲に支払わなければならない。

（乙の解除権）

第１６条 乙は、次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一

部を解除することができる。

(1) 第８条第２項に規定する甲との協議が整わないとき。

(2) 甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する

見込みがないとき。

（甲の契約解除と損害賠償）

第１７条 甲は、第１５条に規定する場合のほか、必要があると認めるとき

は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

２ 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除された場合で、乙に損害が

生じたときは、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。

３ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面によ

り行わなければならない。

４ 第２項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

（乙の損害賠償）

第１８条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときには、甲は乙
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に対し支払期日を指定し、その損害の賠償を請求することができる。

２ 前項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。

３ 第１項の規定に基づく損害賠償額は、その額が契約保証金又は第１５条

第２項の規定により算定された違約金の額に満たないときには、契約保証

金又は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超える場合、

その差額を甲は乙から徴収することができる。

４ 乙が前３項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損

害賠償額を指定された期日までに納付しないときには、第１５条第４項の

規定を準用する。

（相殺）

第１９条 乙が甲に対して支払うべき金銭債務がある場合には、甲は、乙に

対する支払代金から当該債務を相殺することができる。

（信用等の調査）

第２０条 甲は、契約代金の変更、損害賠償金等の算定又は債権の保全その

他必要があるときには、乙の業務又は資産の状況に関して乙の事務所等に

立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若

しくは資料の提出を求めることができる。

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。

３ 甲は、第１項の規定により、乙の秘密を知った場合、これを第三者に漏

らしてはならない。

（秘密の保持）

第２１条 甲及び乙は、この契約の履行に伴い、相手方の秘密に関する事項

を知ったときには、これを利用し、又は第三者に漏らしてはならない。

（サプライチェーン・リスクへの対応）

第２２条 乙は、貸出物品又は官給品等（ソフトウェアその他の電子計算機

情報を含む。以下同じ。）について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能

の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク（未発見の意図せざるぜい弱

性を除く。以下「障害等リスク」という。）が潜在すると知り、又は知り

得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等（以下「ソースコー

ド等」という。）の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行って

はならない。

２ 乙は、貸出物品及び官給品等について、障害等リスクが潜在すると知り、
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又は知り得べきソースコード等の埋込み若しくは組込み、その他甲の意図

せざる変更が行われないように相当の注意をもって管理しなければならな

い。

３ 乙は、貸出物品又は官給品等について、甲の能力に対抗し、若しくはこ

れを毀損する動機を有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受

けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等（乙がその

存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきも

のに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除

く。）を直接若しくは間接に導入し、又は組み込む場合には、これによっ

て障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法

により確認又は判定するものとする。

４ 甲は、乙が専ら甲の仕様のために特に導入し、又は組込むソースコード

等の全部若しくは一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場

合であって、乙による前３項の規定の実施を補完する必要があると認める

ときは、相当の期間をもってこれに回答するものとする。

５ 第１項から第３項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書

の定めるところにより、サプライチェーン・リスク（貸出物品又は官給品

等の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在する

ソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われる

リスクをいう。）に確実に対応しなければならない。

６ 第２条の規定は前５項についても適用する。

（その他）

第２３条 この契約に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じた

場合には、甲乙協議して解決するものとする。



適用契約条項
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工事、測量及び建設コンサルタント等業務請負契約における談合等に

係る違約金に関する契約条項

（適用契約）

第１条 この契約条項は、航空自衛隊契約担当官の締結する競争入札による

工事、測量及び建設コンサルタント等業務請負契約について適用する。

（該当事項等）

第２条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、

甲の請求に基づき、請負代金額（本契約締結後、請負代金額の変更があっ

た場合には、変更後の請負代金額）の１０分の１に相当する額を違約金と

して甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙

が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に

違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２

第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に

基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付

命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第５１条第２項

の規定により取り消された場合を含む。）。

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除

措置命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下

「乙等」という。）に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定し

たものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命

令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命

令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法

第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての事業

活動があったとされたとき。
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(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条

第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反す

る行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当

該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納

付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計

算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の

提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するも

のであるとき。

(4) 乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第

９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

（延滞金）

第３条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、

当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。

（その他）

第４条 この契約条項に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じ

たときには、甲、乙協議の上、解決するものとする。



2－ 2－ 1

装備品等及び役務の調達に係る談合等の不正行為に関する契約条項

（適用契約）

第１条 この契約条項は、航空自衛隊契約担当官の締結する契約であって、

予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の２の規定

に基づき、契約書の作成を省略した場合を除く、装備品等及び役務の調達

に係るすべての契約案件について適用する。

(談合等の不正行為に係る解除)

第２条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の

全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止

法」という。)第７条又は第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２

号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行った

とき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用

する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は

同法第７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を

命じない旨の通知を行ったとき。

(2) 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その

役員又は使用人）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若し

くは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑に

より公訴を提起されたとき。

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第

１８項又は第２１項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当

該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)

第３条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契

約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１０分の１

に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければなら

ない。
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(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は

第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に

限る。）の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定し

たとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２

第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２

第１８項又は第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を

行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その

役員又は使用人）が刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止

法第８９条第１項の規定による刑が確定したとき。

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当す

るときは、前項の契約金額の１０分の１に相当する額のほか、契約金額の

１００分の５に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わ

なければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２

第１項及び第７項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定し

たとき。

(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかに

なったとき。

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約

書を提出しているとき。

３ 乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができな

い。

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を

超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求すること

を妨げない。
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債権譲渡禁止の部分的解除のための契約条項

（適用契約）

第１条 この契約条項は、航空自衛隊契約担当官の締結する次のすべてに該

当する契約に適用するものとする。

(1) 装備品及び役務等の調達に係る契約（工事請負契約を除く、一切の契約

をいう。）

(2) 予定価格を市場価格方式（調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓

令（昭和３７年防衛庁訓令第３５号）第２条第６号に規定する計算方式を

いう。）により算定する契約

(3) 乙（契約の相手方）が中小企業者（中小企業信用保険法（昭和２５年法

律第２６４号）第２条第１項に規定する者をいう。以下同じ。）である契約

（適用債権）

第２条 この契約条項の対象となる債権は、次のすべてに該当するものとす

る。

(1) 売掛債権担保融資保証制度（中小企業信用保険法の一部を改正する法律

（１３．１２．１７）により創設されたものをいう。以下「保証制度」と

いう。）に基づき譲渡される債権

乙が有する債権であって、信用保証協会（信用保証協会法（昭和２８年

法律第１９６号）に規定する信用保証協会をいう。以下同じ。）及び金融機

関（乙と取引のある中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０

号）第１条の３に規定する金融機関に限る。以下同じ。）に対し、金融機関

からの融資の担保として譲渡されるものであること、また、譲渡された債

権は信用保証協会と金融機関の準共有となること等、保障制度に基づき適

切に譲渡される債権をいう。

(2) 反対給付の完了を確認している債権

乙が反対給付を完了していることを甲が検査等により確認しており、甲

が同時履行の抗弁権を行使する必要のない債権をいう。

(3) 金額が確定している債権

（債権譲渡禁止の部分的解除）

第３条 前２条の規定に該当する場合には、乙は、信用保証協会及び金融機

関に対し、甲に対する売掛債権を譲渡することができる。
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（部分払、前金払又は概算払との関係）

第４条 乙は、前条の規定により売掛債権を譲渡しようとする時点において、

既に甲からこの契約に係る代金の部分払、前金払又は概算払を受けている

場合には、確定した契約金額と、既に支払を受けている金額との差額のみ

譲渡することができる。

（乙の事前説明）

第５条 乙は、甲に対する売掛債権を譲渡しようとする場合には、あらかじ

め信用保証協会及び金融機関に対し、この契約条項の内容を説明しなけれ

ばならない。

（承諾申請及び通知の様式及び時期）

第６条 乙は、甲に対し売掛債権の譲渡の承諾申請又は通知を行う場合には、

必要書類を添付の上、承諾申請は別紙様式第１、通知は別紙様式第２によ

り行わなければならない。

２ 乙が前項に定める承諾申請及び通知を行う時期は、この契約履行の完了

に際し、検査に合格した後とし、あらかじめ債権譲渡を行う旨を甲に通知

するものとする。

（異議を留めた承諾）

第７条 甲は、債権譲渡の承諾を行う場合には、乙（債権の譲渡人）並びに

信用保証協会及び金融機関（譲受人）に対し、債権の譲渡によって、担保

責任に係る権利、債務不履行等による契約の解除権、期限の利益、部分払、

前金払又は概算払による債務の一部消滅及び契約条項に基づく契約金額の

変更その他の契約内容の将来の変更、その他この契約に基づき甲が有する

権利に一切の影響がないことについて、民法（明治２９年法律第８９号）

第４６８条第１項の規定により、異議を留めて承諾しなければならない。

（承諾の様式）

第８条 甲は、乙からの債権譲渡の承諾申請について承諾する場合には、譲

渡の対象となる売掛債権が第１条及び第２条に規定する要件を満たすこと

を確認の上、別紙様式第３により、前条に規定する異議を留めた承諾をす

るものとする。

２ 甲は、前項に規定する承諾については、遅滞なく行うものとする。

（甲の権利及び利益）

第９条 乙は、この売掛債権譲渡が、担保責任に係る権利、債務不履行等に
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よる契約の解除権、期限の利益、部分払、前金払又は概算払による債務の

一部消滅、契約条項に基づく契約金額の変更その他契約内容の将来の変更、

その他この契約に基づき甲が有する権利及び利益に一切の影響を及ぼさな

いよう必要な措置を講じるものとする。

２ 甲は、必要な場合には、前項の措置を講じるものとする。

（その他）

第１０条 この契約条項に明記されていない事項又は疑義若しくは紛争が生じ

たときには、甲、乙（又は丙、丁）協議の上、解決するものとする。
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別紙様式第１
債権譲渡承諾申請書

年 月 日
甲 契約担当官

殿
住 所：

乙 譲渡人：
代表者：

住 所：
丙 譲受人：

代表者：

住 所：
丁 譲受人：

代表者：

乙は、甲との下記契約について履行の検査を受け合格したので、下記契約に基づく、代金債
権（以下「譲渡対象債権｣という。）を丙及び丁に譲渡すること並びに丙及び丁が譲渡対象債権
を準共有として譲受することを「債権譲渡禁止の部分的解除のための契約条項」の規定に基づ
き、必要書類を添付の上、申請する。

その際、乙、丙及び丁は、次の項目について、あらかじめ承諾していることを証する。
１ 譲渡対象債権に係る丙及び丁への支払いについては、従前どおり下記契約の規定に基づき、
契約物品又は役務全体の完成、納入及びその検査合格を条件としてなされること。

２ 丙及び丁は、第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対
象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。

３ 国に対しては、譲渡対象債権に係る下記契約の契約条項（当該契約条項に基づく変更契約
を含む。）以外の責任を求めないこと。同契約条項に規定する乙の担保責任については、従
前どおり乙が継続して負担するものであること。債権譲渡に要する信用保証料、金利その他
一切の費用については乙の負担であって、国の負担を求めないこと。

下記契約に基づく譲渡対象債権額並びに丙及び丁が指定する口座は次のとおりであり、払込
みを依頼する。

１ 譲渡対象債権額
(1) 契 約 代 金 額： 円
(2) 前払金等既受領済額： 円
(3) 差引譲渡対象債権額： 円
２ 丙及び丁払込口座

銀行 支店 口座名義人 種類 番号

記

１ 契 約 番 号：
２ 契 約 日：
３ 契 約 件 名：
４ 納期（履行期限）：
５ 検 査 合 格 日：

添付書類：印鑑証明（乙、丙、丁各１通（発行日より３ヶ月以内のものに限る。））

注：１ 乙は、請負人（契約相手方）とする。
２ 丙は、乙への融資の担保として債権譲渡を受ける金融機関とする。ただし、乙と取引
のある中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定する
金融機関に限る。

３ 丁は、乙から債権譲渡を受ける信用保証協会とする。ただし、信用保証協会法（昭和
２８年法律第１９６号）に規定する信用保証協会をいう。
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別紙様式第２
債権譲渡通知書

年 月 日
甲 契約担当官

殿
住 所：

乙 譲渡人：
代表者：

住 所：
丙 譲受人：

代表者：

住 所：
丁 譲受人：

代表者：

乙は、甲との下記契約について履行の検査を受け合格したので、下記契約に基づく、代金債
権（以下「譲渡対象債権｣という。）を丙及び丁に譲渡したこと並びに丙及び丁が譲渡対象債権
を準共有として譲受したことを「債権譲渡禁止の部分的解除のための契約条項」の規定に基づ
き、必要書類を添付の上、通知する。

その際、乙、丙及び丁は、次の項目について、あらかじめ承諾していることを証する。
１ 譲渡対象債権に係る丙及び丁への支払いについては、従前どおり下記契約の規定に基づき、
契約物品又は役務全体の完成、納入及びその検査合格を条件としてなされること。

２ 丙及び丁は、第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対
象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。

３ 国に対しては、譲渡対象債権に係る下記契約の契約条項（当該契約条項に基づく変更契約
を含む。）以外の責任を求めないこと。同契約条項に規定する乙の担保責任については、従
前どおり乙が継続して負担するものであること。債権譲渡に要する信用保証料、金利その他
一切の費用については乙の負担であって、国の負担を求めないこと。

下記契約に基づく譲渡対象債権額並びに丙及び丁が指定する口座は次のとおりであり、払込
みを依頼する。

１ 譲渡対象債権額
(1) 契 約 代 金 額： 円
(2) 前払金等既受領済額： 円
(3) 差引譲渡対象債権額： 円
２ 丙及び丁丙払込口座

銀行 支店 口座名義人 種類 番号

記

１ 契 約 番 号：
２ 契 約 日：
３ 契 約 件 名：
４ 納期（履行期限）：
５ 検 査 合 格 日：

添付書類：印鑑証明（乙、丙、丁各１通（発行日より３ヶ月以内のものに限る。））

注：１ 乙は、請負人（契約相手方）とする。
２ 丙は、乙への融資の担保として債権譲渡を受ける金融機関とする。ただし、乙と取引
のある中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定する
金融機関に限る。

３ 丁は、乙から債権譲渡を受ける信用保証協会とする。ただし、信用保証協会法（昭和
２８年法律第１９６号）に規定する信用保証協会をいう。
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別紙様式第３
債権譲渡承諾書

年 月 日
住 所：

乙 譲渡人：
代表者： 殿

住 所：
丙 譲受人：

代表者： 殿

住 所：
丁 譲受人：

代表者： 殿

甲 契約担当官
確定日付欄

乙の別添の債権譲渡承諾申請書につき、下記契約に基づく譲渡対象債権の丙及び丁への譲渡
については、次の事項を乙、丙及び丁が遵守することを条件として、民法（明治２９年法律第
８９号）第４６８条第１項及び「債権譲渡禁止の部分的解除のための契約条項」の規定に基づ
き、異議を留めて承諾する。
１ この承諾によって、下記契約の契約条項（当該契約条項に基づく変更契約を含む｡ ）に規
定する国の権利及び利益に何ら変更がなく、また乙のこの契約上の責任は一切軽減されるも
のではないこと。

２ 丙及び丁は、第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対
象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。

３ 国による代金の支払いは、下記契約の契約条項の規定に基づき行われるものであること。

記

１ 契 約 番 号：
２ 契 約 日：
３ 契 約 件 名：
４ 納期（履行期限）：
５ 検 査 合 格 日：



一括再委託の禁止等に関する契約条項

（適用契約）

第１条 この契約条項は、航空自衛隊契約担当官の締結する契約で、随意契

約の方法による試験、研究、調査、システム開発等の行為を委託する契約

について適用する。ただし、予定価格が１００万円を超えるものに限る｡

２ 甲は、前項の契約について、一般競争契約又は指名競争契約及び甲が必

要と認める委託契約に適用させることができる。ただし、乙の承諾を得る

ものとする。

（一括再委託の禁止）

第２条 乙は、委託事項の全部を一括して第三者に再委託してはならない。

（部分的な再委託等に係る承認等）

第３条 乙は、前条の規定に該当しない部分的な委託事項を第三者に再委託

する場合には、あらかじめ、再委託相手方の住所、氏名、再委託業務の範

囲、再委託の必要性及び再委託に係る契約金額（以下「再委託相手方等」

という。）について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を受けるものと

する。ただし、甲が認める軽微な再委託事項の場合には、書面の提出を行

わないことができる。

２ 前項の承認については、再委託相手方等の変更を行う場合についても同

様とする。

３ 甲は、前２項の承認に当たっては、再委託の合理性及び必要性並びに再

委託相手方の履行能力に係る確実な履行の確保等に留意するものとし、特

殊な技術及び技術秘けつ（ノウハウ）等を有する必要から競争を許さない

ものとして随意契約とした場合において、特に留意するものとする。

（再々委託の場合の承認等）

第４条 前条第１項及び第２項の承認については、再委託の相手方が再々委

託を行うなど複数の段階の再委託（以下「再々委託」という。）が行われ

る場合についても同様とする。

（履行体制の把握）

第５条 甲は、再委託及び再々委託の承認を行った場合には、委託契約の履

行体制を把握しなければならない。

２ 前項の場合において、甲は、適正な履行の確保のため必要があると認め

たときは、乙に対し、報告を求める等、必要な措置を講じるものとする。

２ － ４ － 1



（乙の義務）

第６条 乙は、甲の承認を得て、第三者に再委託及び再々委託した場合にお

いても、この契約により乙の義務とされている事項についてその責を免れ

ない。

２ － ４ － 2



特約条項
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特別防衛秘密の保護に関する特約条項

（乙の一般義務)

第１条 乙は、主たる契約条項に基づく特別防衛秘密の保護に関しては、この特約条項

に定めるところにより、秘密保護の万全を期さなければならない。

２ 乙は、乙の従業員、下請負を行う場合においてはその相手方（以下「下請負者」と

いう。）その他甲により特別防衛秘密の表示のある特別防衛秘密に属する文書又は図画

（以下「特定資料」という。）又は特別防衛秘密の指定のある特別防衛秘密に属する物

件（以下「特定物件」という。）を取扱う場所への立入りが許可された者の故意又は過

失により特別防衛秘密が漏えいしたときであっても、その責任を免れることはできな

い。

（送達）

第２条 甲は、特定資料又は特定物件を乙に交付するときは、特別防衛秘密及び米国政

府の標記を付し、書面をもって送達するものとする。

（特定資料の保護措置）

第３条 乙は、主たる契約の説明書、仕様書、計算書、図表等のうち、特定資料を特別

防衛秘密の取扱いの業務に従事する者（以下「関係社員」という）以外の者に供覧し

てはならない。

２ 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定資料を供覧してはなら

ない。

（特定物件の保護措置）

第４条 乙は、特定物件について、その保管中取扱いの慎重を期して、関係社員以外の

者に供覧してはならない。

２ 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供覧してはなら

ない。

（特定資料及び特定物件の複製等）

第５条 乙は主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製若しくは製作し、

又は特定物件の設計資料、見取図、試験成績表等の複製、製作若しくは写真撮影をす

る場合は、あらかじめ、甲の許可を得なければならない。

２ 乙は、主たる契約又は前項の甲の許可により特定資料の複製若しくは製作又は特定

物件の設計資料、見取図、試験成績表等の複製、製作若しくは写真撮影をする場合は、

あらかじめ、実施の細部について甲と協議し、甲又は甲の代理者の立会のもと行わな

ければならない。

３ 第１項に規定する特定資料及び特定物件の複製等において、完成に至らなかったも

のは、甲の指示に従い、特別防衛秘密として探知することが困難となるよう、焼却、

粉砕、細断、溶解、破壊等の方法により、確実に破棄しなければならない。

（特別防衛秘密の表示等）

第６条 乙は、特定資料又は特定物件を複製又は製作したときは、これらに特別防衛秘

密、米国政府、登録番号等の表示を付さなければならない。

（実施報告）
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第７条 乙は、特定資料若しくは特定物件を接受、複製、送達、製作若しくは甲からの

指示により破棄したとき、又は第５条に規定する特定物件の設計資料、見取図、試験

成績表等の複製、製作若しくは写真撮影をしたときは、速やかに、甲に対し、その旨

を書面により報告しなければならない。

（立入禁止措置）

第８条 乙は、特定資料又は特定物件が取り扱われている場所について、立入りを禁止

しなければならない。

２ 前項の規定により立入りを禁止した場合、当該場所を管理する者は、当該場所に立

ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁止に必要な措置を講じなければならない。

３ 乙は、関係社員以外の者を、みだりに第１項に規定する場所に立ち入らせ、又はそ

の付近に必要以上に近づかせてはならない。

４ 乙は、関係社員に対しても、作業に必要な限度を超えて、第１項に規定する場所に

立ち入らせてはならない。

（秘密保全規則）

第９条 乙は、社（工場）内における特別防衛秘密の保護を確実に行うため、この特約

条項締結の日から１箇月以内（着工の時期が１箇月以内に到来するときは着工の日ま

で）に特別防衛秘密の保全に関する規則を作成のうえ、甲の確認を受けるものとする。

ただし、その規則が既に作成され、甲の確認済みであるときは、特別の指示がない限

り、届出をすれば足りる。

２ 乙は、前項により甲の確認を受けた特別防衛秘密の保全に関する規則を変更すると

きは、あらかじめ、甲に届出なければならない。

３ 第１項の規則には、次の各号に示す事項を明らかにした条項を規定するものとする。

(1) 保管責任者及び取扱者の任命の方法及び責任範囲

(2) 秘密区分の標記の表示方法

(3) 特別防衛秘密の保管及び取扱いのため必要な簿冊の整備

(4) 社（工場）内における立入禁止に関する措置

(5) 特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件の製作、複製及び写真撮影に関する手

続及び方法

(6) 特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件の接受、送達、保管、貸出し、引継ぎ

及び返却に関する手続及び取扱方法

(7) 特別防衛秘密の保護状況の検査に関する事項

(8) 非常の場合の措置

(9) 特別防衛秘密の漏えい、紛失、破棄等の事故が発生したときの措置

(10) その他必要な事項

（特定資料等の返却等）

第１０条 乙は、甲が交付した特定資料及び特定物件並びに第５条の規定により複製、

製作又は写真撮影をした全ての資料を契約終了後、直ちに、甲に返却し、又は提出し

なければならない。

（検査）

第１１条 乙は、特別防衛秘密の取扱いのため必要な簿冊を整備し、毎月１回以上特別
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防衛秘密の保護の状況について点検を行い、甲又は甲の代理者の検査を受けなければ

ならない。

２ 甲又は甲の代理者は、必要があると認めたときは、前項の検査を行うほか、特別防

衛秘密の保護の状況を検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる。

（保管状況報告）

第１２条 乙は、毎年６月末日及び１２月末日現在の特定資料及び特定物件の保管の状

況を甲に報告しなければならない。

（特定資料又は特定物件を取扱う場所の新設等）

第１３条 乙は、特定資料又は特定物件を取り扱う場所を新設し、又は変更するときは、

あらかじめ、甲の確認を受けなければならない。

（事故発生時の措置）

第１４条 乙は、特別防衛秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの

疑い若しくはおそれがあったときは、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その

詳細を甲に報告しなければならない。

２ 甲は、別に定める秘密保全の確保に関する違約金条項の規定に基づき違約金を請求

することができる。

（保全教育）

第１５条 乙は、関係社員に対し年間計画を立て、保全教育を実施しなければならない。

２ 乙は、保全教育を実施する場合は、その内容及び実施方法について、この特約条項

締結の日から１箇月以内（着工の時期が１箇月以内に到来するときは、着工の日まで）

に甲の確認を受けなければならない。ただし、その内容等が既に甲の確認済みのもの

であるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。

３ 乙は、前項の規定により甲の確認を受けた事項に変更がある場合には、あらかじめ、

甲の確認を受けなければならない。

４ 乙は、毎年、甲が指示する時期に、保全教育の実施状況を、甲に報告しなければな

らない。

（下請負）

第１６条 乙は、特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の製作、取付け、修理、実

験、調査研究、複製等を第三者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請

負を行う場合は、あらかじめ、甲に対し、下請負の相手方、契約内容、秘密保護の手

段等を記した書面を添えて甲の許可を得なければならない。

２ 前項の規定により下請負を行う場合において、下請負者は、防衛省と秘密保持に関

する規定を含む契約を結んでいる者でなければならない。

３ 第１項の規定により下請負を行う場合において、物件の輸送、施設の警備その他特

別防衛秘密の内容を知り得ないと認められる役務を提供する者については、前項に規

定する防衛省との契約を要しない。

４ 第１項及び第２項の規定は、乙が部外の機関に品質システムの審査を委託する場合

に準用する。

５ 乙は、第１項に規定する場合を除き、特定資料又は特定物件を第三者に提供しては

ならない。
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（契約の解除）

第１７条 下請負者の責に帰すべき事由により、甲が当該下請負者との契約を解除する

場合は、甲は乙にその旨を通報するものとする。この場合において、甲は乙に対して

損害賠償の責を負わないものとする。

２ 乙が下請負者との契約を解除する場合は、事前に甲にその旨を通報しなければなら

ない。

３ 乙の責に帰すべき事由により、甲が乙との契約を解除する場合は、甲は乙の下請負

者との契約を解除することができる。この場合において、甲は当該下請負者に対して

損害賠償の責を負わないものとする。

（特別防衛秘密の取扱いの業務の終了に伴う措置）

第１８条 事故の発生その他の事由（第１０条の規定によるものを除く。）により、甲が、

乙による特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の製作、取付け、修理、実験、調

査研究、複製等の一部又は全部をやめさせることが適切であると認めたときは、乙は、

速やかに、甲の指示に従い、特定資料又は特定物件の返却、破棄その他の必要な措置

を講じなければならない。

（その他）

第１９条 この特約条項において、装備品等（防衛省設置法（昭和２９年法律第１６４

号）第４条第１３号に規定する装備品等をいう。）の調達に係る契約については、「装

備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について（通達）」（防経装第

１９０７２号２６．１２．２４）第２項の表に定めるとおり、字句を読み替えるもの

とする。
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秘密の保全に関する特約条項

（乙の一般義務)

第１条 乙は、主たる契約条項に基づく秘密の保全に関しては、この特約条項に定める

ところにより秘密保全の万全を期さなければならない。

２ 乙は、乙の従業員、下請負を行う場合においてはその相手方（以下「下請負者」と

いう。）その他甲により秘密の表示のある秘密に属する文書又は図画（以下「特定資料」

という。）又は秘密の指定のある秘密に属する物件（以下「特定物件」という。）を取

扱う場所への立ち入りが許可された者の故意又は過失により秘密が漏えいしたときで

あっても、その責任を免れることはできない。

（送達）

第２条 甲は、特定資料又は特定物件を乙に交付するときは、当該特定資料又は当該特

定物件に秘密の表示を付すとともに、当該特定資料又は当該特定物件を乙に交付する

旨を記載した文書を添えて、送達するものとする。

２ 前項の場合において、当該特定資料又は当該特定物件が次の各号に掲げる情報に該

当するときは、甲は、秘密の表示に加え、当該各号に定める表示を付すものとする。

ただし、既にＮＡＴＯ ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ 又は ＮＡＴＯ ＲＥＳＴＲＩ

ＣＴＥＤの表示が付されているものについては、改めて当該表示を付すことを要しな

い。

(1) 秘密軍事情報（秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府

とアメリカ合衆国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密軍事情報であって、ア

メリカ合衆国政府から受領したものをいう。第６条第２項第１号において同じ）。

米国政府

(2) 北大西洋条約機構秘密情報（北大西洋条約機構から受領した情報又は資料であっ

て、情報及び資料の保護に関する日本国政府と北大西洋条約機構との間の協定第１

条（ⅱ）に規定する秘密の指定を受けているものをいう。第６条第２項第２号にお

いて同じ。）

ＮＡＴＯ ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ 又は ＮＡＴＯ ＲＥＳＴＲＩＣＴＥＤ

(3) 仏国秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協

定第１条ａに規定する秘密情報であって、フランス共和国政府から受領したものを

いう。第６条第２項第３号において同じ。） 仏国政府

(4) 豪州秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協

定第１条ａに規定する秘密情報であってオーストラリア政府から受領したものをい

う。第６条第２項第４号において同じ。） 豪州政府

(5) 英国秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイル

ランド連合王国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、グレート

ブリテン及び北アイルランド連合王国政府から受領したものをいう。第６条第２項

第５号において同じ。） 英国政府

(6) インド秘密軍事情報（秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本

国政府とインド共和国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密軍事情報であって、
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インド共和国政府から受領したものをいう。第６条第２項第６号において同じ。）

インド政府

（特定資料の保全措置）

第３条 乙は、主たる契約の説明書、仕様書、計算書、図表等のうち、特定資料を秘密

の取扱いの業務に従事する者（以下「関係社員」という。）以外の者に供覧してはなら

ない。

２ 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定資料を供覧してはなら

ない。

（特定物件の保全措置）

第４条 乙は、特定物件について、その保管中取扱いの慎重を期して、関係社員以外の

者に供覧してはならない。

２ 乙は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供覧してはなら

ない。

（特定資料及び特定物件の複製等）

第５条 乙は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製若しくは製作

し、又は特定物件の設計資料、見取図、試験成績表等の複製、製作若しくは写真撮影

をする場合は、あらかじめ、甲の許可を得なければならない。

２ 乙は、主たる契約又は前項の甲の許可により特定資料の複製若しくは製作又は特定

物件の設計資料、見取図、試験成績表等の複製、製作若しくは写真撮影をする場合は、

あらかじめ、実施の細部について甲と協議し、甲又は甲の代理者の立会の下、行わな

ければならない。

３ 第１項に規定する特定資料及び特定物件の複製等において完成に至らなかったもの

は、甲の指示に従い、秘密として探知することが困難となるよう、焼却、粉砕、細断、

溶解、破壊等の方法により、確実に破棄しなければならない。

（秘密の表示等）

第６条 乙は、特定資料又は特定物件を複製又は製作したときは、これらに秘密、登録

番号等の表示を付さなければならない。

２ 前項の場合において、当該特定資料又は当該特定物件が次の各号に掲げる情報に該

当するときは、乙は、秘密、登録番号等の表示に加え、当該各号に定める表示を付さ

なければならない。ただし、既にＮＡＴＯ ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ 又は

ＮＡＴＯ ＲＥＳＴＲＩＣＴＥＤの表示が付されているものについては、改めて当該

表示を付すことを要しない。

(1) 秘密軍事情報 米国政府

(2) 北大西洋条約機構秘密情報 ＮＡＴＯ ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ 又は

ＮＡＴＯ ＲＥＳＴＲＩＣＴＥＤ

(3) 仏国秘密情報 仏国政府

(4) 豪州秘密情報 豪州政府

(5) 英国秘密情報 英国政府

(6) インド秘密軍事情報 インド政府

（実施報告）
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第７条 乙は、特定資料若しくは特定物件を接受、複製、送達、製作若しくは甲からの

指示により破棄したとき、又は第５条に規定する特定物件の設計資料、見取図、試験

成績表等を複製、製作若しくは写真撮影をしたときは、速やかに、甲に対し、その旨

を書面により報告しなければならない。

（立入禁止措置）

第８条 乙は、特定資料又は特定物件が取り扱われている場所について、立入りを禁止

しなければならない。

２ 前項の規定により立入りを禁止した場合、当該場所を管理する者は、当該場所に立

ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁止に必要な措置を講じなければならない。

３ 乙は、関係社員以外の者を、みだりに第１項に規定する場所に立ち入らせ、又はそ

の付近に必要以上に近づかせてはならない。

４ 乙は、関係社員に対しても、作業に必要な限度を超えて、第１項に規定する場所に

立ち入らせてはならない。

（秘密保全規則）

第９条 乙は、社（工場）内における秘密の保全を確実に行うため、この特約条項締結

の日から１箇月以内（着工の時期が１箇月以内に到来するときは、着工の日まで）に

秘密の保全に関する規則を作成の上、甲の確認を受けるものとする。ただし、その規

則が既に作成され、甲の確認済みのものであるときは、特別の指示がない限り、届出

をすれば足りる。

２ 乙は、前項により甲の確認を受けた秘密の保全に関する規則を変更するときは、あ

らかじめ、甲に届出なければならない。

（特定資料等の返却等）

第１０条 乙は、甲が交付した特定資料及び特定物件並びに第５条の規定により複製、

製作又は写真撮影をしたすべての資料を契約終了後、直ちに、甲に返却し、又は提出

しなければならない。

２ 乙は、契約履行中であっても、前項の資料に秘密指定の条件として示されている秘

密の指定期間が満了した場合は、直ちに、当該資料を甲に返却し、又は提出しなけれ

ばならない。

（検査）

第１１条 乙は、秘密の取扱いのため必要な簿冊を整備し、毎月１回以上秘密の保全状

況について点検を行い、甲又は甲の代理者の検査を受けなければならない。

２ 甲又は甲の代理者は、必要があると認めたときは、前項の検査を行うほか、秘密の

保全の状況を検査し、又は必要な指示を乙に与えることができる。

（保管状況報告）

第１２条 乙は、毎年６月末日及び１２月末日現在の特定資料及び特定物件の保管の状

況を甲に報告しなければならない。

（特定資料又は特定物件を取扱う場所の新設等）

第１３条 乙は、特定資料又は特定物件を取り扱う場所を新設し、又は変更するときは、

あらかじめ、甲の確認を受けなければならない。

（事故発生時の措置）
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第１４条 乙は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若し

くはおそれがあったときは、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲

に報告しなければならない。

２ 甲は、別に定める秘密保全の確保に関する違約金条項の規定に基づき違約金を請求

することができる。

（保全教育）

第１５条 乙は関係社員に対し年間計画を立て保全教育を実施しなければならない。

２ 乙は、保全教育を実施する場合は、その内容及び実施方法について、この特約条項

締結の日から１箇月以内（着工の時期が１箇月以内に到来するときは、着工の日まで）

に甲の確認を受けなければならない。ただし、その内容等が既に甲の確認済みのもの

であるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。

３ 乙は、前項の規定により甲の確認を受けた事項に変更がある場合には、あらかじめ、

甲の確認を受けなければならない。

４ 乙は、毎年、甲が指示する時期に、保全教育の実施状況を、甲に報告しなければな

らない。

（下請負）

第１６条 乙は、特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の製作、取付け、修理、実

験、調査研究、複製等を第三者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請

負を行う場合は、あらかじめ、甲に対し、下請負の相手方、契約内容、秘密保全の手

段等を記した書面を添え、甲の許可を得なければならない。

２ 前項の規定により下請負を行う場合において、下請負者は、防衛省と秘密の保全に

関する規定を含む契約を結んでいる者でなければならない。

３ 第１項の規定により下請負を行う場合において、物件の輸送、施設の警備その他秘

密の内容を知り得ないと認められる役務を提供する者については、前項に規定する防

衛省との契約を要しない。

４ 第１項及び第２項の規定は、乙が部外の機関に品質システムの審査を委託する場合

に準用する。

５ 乙は、第１項に規定する場合を除き、特定資料又は特定物件を第三者に提供しては

ならない。

（契約の解除）

第１７条 下請負者の責に帰すべき事由により、甲が当該下請負者との契約を解除する

場合は、甲は乙にその旨を通報するものとする。この場合において、甲は乙に対して

損害賠償の責を負わないものとする。

２ 乙が下請負者との契約を解除する場合は、事前に甲にその旨を通報しなければなら

ない。

３ 乙の責に帰すべき事由により、甲が乙との契約を解除する場合は、甲は乙の下請負

者との契約を解除することができる。この場合において、甲は当該下請負者に対して

損害賠償の責を負わないものとする。

（秘密の取扱いの業務の終了に伴う措置）

第１８条 事故の発生その他の事由（第１０条の規定によるものを除く。）により、甲
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が、乙による特定資料の複製若しくは製作又は特定物件の製作、取付け、修理、実験、

調査研究、複製等の一部又は全部をやめさせることが適切であると認めたときは、乙

は、速やかに、甲の指示に従い、特定資料又は特定物件の返却、破棄その他の必要な

措置を講じなければならない。

（その他）

第１９条 この特約条項において、装備品等（防衛省設置法（昭和２９年法律第１６４

号）第４条第１３号に規定する装備品等をいう。）の調達に係る契約については、「装

備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について（通達）」（防経装第

１９０７２号２６．１２．２４）第１項の表に定めるとおり、また、建設工事等（建

設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に定める建設工事並びにこれに付

随する測量等の調査、設計及び監理その他の事業をいう。）の契約については、「建設

工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保について（通達）」（防整施（事）第１２号

２７．１０．１）第１項の表に定めるとおり、字句を読み替えるものとし、契約書の

甲を発注者及び乙を受注者として適用するものとする。
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特定秘密の保護に関する特約条項

（乙の一般義務）

第１条 乙は、主たる契約条項に基づく特定秘密の保護に関しては、この特

約条項及び別に定められている装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイド

ラインの定めるところにより、万全を期さなければならない。

２ 乙は、その代表者、代理人、使用人その他の従業者（以下総称して「従

業者」という。）、下請負を行う場合においてはその相手方（複数の段階

で下請負が行われる場合の当該下請負先を含む、以下同じ。以下「下請負

先」という。）の従業者その他特定秘密の保護に関する法律施行令（平成

２６年政令第３３６号。以下「令」という。）第１２条第１項第１号の規

定に基づき防衛大臣が指名した特定秘密の保護に関する業務を管理する者

（以下「特定秘密管理者」という。）が乙の求めにより特定秘密を記録す

る文書、図画、電磁的記録若しくは物件（以下「特定資料」という。）又

は特定秘密を化体する物件及び製造途上にある仕掛品並びにこれらにより

構成される物件（以下「特定物件」という。）を取り扱う場所への立入り

を許可した者の故意又は過失により特定秘密が漏えいしたときであっても

その責任を免れることはできない。

（交付及び保有）

第２条 特定秘密管理者は、特定資料又は特定物件（以下「特定資料等」と

いう。）を乙に保有させ、又は交付するときは、当該特定資料等を乙に保

有させ、又は交付する旨を記載した文書を添えて、保有させ、又は交付す

るものとする。

２ 前項の交付を行う場合において、当該特定資料等が次の各号に掲げる情

報に係るものであるときは、特定秘密管理者は、特定秘密の表示に加え、

当該各号に定める表示をするものとする。ただし、既にＮＡＴＯ ＳＥＣ

ＲＥＴの表示がされているものについては、改めて当該表示をすることを

要しない。

(1) 秘密軍事情報（秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する

日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第１条（ａ）に規定する

秘密軍事情報であって、アメリカ合衆国政府から受領したものをいう。

第２１条第３項第１号において同じ。）米国政府

(2) 北大西洋条約機構秘密情報（北大西洋条約機構から受領した情報又は

資料であって、情報及び資料の保護に関する日本国政府と北大西洋条約

機構との間の協定第１条（ⅱ）に規定する秘密の指定を受けているもの

をいう。第２１条第３項第２号において同じ。） ＮＡＴＯ ＳＥＣＲ

ＥＴ

(3) 仏国秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とフランス共和国政府

との間の協定第１条（ａ）に規定する秘密情報であって、フランス共和

国政府から受領したものをいう。第２１条第３項第３号において同じ｡)
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仏国政府

(4) 豪州秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府

との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、オーストラリア政

府から受領したものをいう。第２１条第３項第４号において同じ。）

豪州政府

(5) 英国秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及

び北アイルランド連合王国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情

報であって、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府から受

領したものをいう。第２１条第３項第５号において同じ。） 英国政府

(6) インド秘密軍事情報（秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に

関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定第１条ａに規定する

秘密軍事情報であって、インド共和国政府から受領したものをいう。第

２１条第３項第６号において同じ。） インド政府

（乙の秘密保全規則の変更の際の許可等）

第３条 乙は、この契約に係る審査を実施した者の審査を受けた令第１４条

に規定する規程（以下「秘密保全規則」という。）並びに特定秘密の保護

に関する業務を管理する者（以下「業務管理者」という。)､特定秘密の保

護に関する教育の内容及び特定秘密の保護のために必要な施設設備（以下

「施設設備」という。）の状況に変更がある場合には、あらかじめ、変更

に関する資料を審査を実施した者に提出し、その承認を得なければならな

い。

２ 乙は、毎年、この契約に係る審査を実施した者が指示する時期に、令第

１４条に従って講じた措置の内容を、報告しなければならない。

（業務管理者の責任）

第４条 乙は、業務管理者に、特定秘密の表示その他の特定秘密の保護を適

切に管理するための措置を講じさせなければならない。

（従業者に対する特定秘密の保護に関する教育）

第５条 乙は、従業者に対し特定秘密の保護に必要な知識の習得及び意識の

高揚を図るための教育を実施しなければならない。

２ 乙は、新たに特定秘密の取扱いの業務を行うこととされる従業者に対す

る前項の教育については、当該特定秘密の取扱いの業務を行う前に実施し

なければならない。

３ 乙は、第１項の教育を特定秘密の取扱いの業務を行う従業者が少なくと

も年１回受講できるよう実施しなければならない。ただし、必要な場合は、

当該教育を臨時に実施することを妨げない。

（従業者の範囲の決定）

第６条 乙は、秘密保全規則等に基づき、特定秘密の取扱いの業務を行う従

業者の範囲を決定するに当たっては、従業者個人単位で行い、その範囲は

当該特定秘密を知得させる必要性を考慮して最小限にとどめなければなら

ない。
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２ 乙は、前項で決定した従業者の範囲を、この特約条項締結後、特定秘密

を取り扱わせる前に、特定秘密管理者に報告しなければならない。

３ 乙は、第１項の従業者の範囲を変更するときは、あらかじめ、特定秘密

管理者に報告しなければならない。

（適性評価の事務）

第７条 乙は、その従業者について、防衛大臣が行う適性評価（特定秘密の

保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。以下「法」という。）第

１２条第１号の適性評価をいう。以下同じ。）に関し、別紙「適性評価に

関する特約条項」に規定する事務を行うものとする。

（従業者への周知）

第８条 乙は、特定資料等の交付若しくは特定秘密の伝達を受けたとき又は

特定秘密を保有するときは、当該特定秘密を取り扱う従業者にその旨を周

知しなければならない。

（特定資料等の保護措置）

第９条 乙は、特定資料等を当該特定秘密を取り扱う従業者以外の者に供覧

してはならない。

２ 乙は、当該特定秘密を取り扱う従業者であっても、作業に必要な限度を

超えて特定資料等を供覧してはならない。

３ 乙は、主たる契約に別途定められている場合を除き、特定資料等を作成

しようとするときは、あらかじめ、特定秘密管理者の許可を得なければな

らない。

４ 前項の場合、乙は、実施の細部について特定秘密管理者と協議し、特定

秘密管理者又はその指名する者の立会いのもと行わなければならない。

５ 乙は、特定資料等を作成したときは速やかにその旨を特定秘密管理者に

書面により報告するとともに、特定秘密管理者より必要な指示を受けるも

のとする。

６ 乙は、特定資料等の作成において完成に至らなかったものについては、

特定秘密管理者の指示に従い、特定秘密管理者に引き渡し、又は特定秘密

として指定された情報を探知することができないよう、焼却、粉砕、細断、

溶解、破壊等の復元不可能な方法により、確実に廃棄しなければならない。

（下請負先への交付及び伝達の承認）

第１０条 乙は、特定資料等の交付、又は特定秘密の伝達を、甲との間にお

ける法第５条第４項又は法第８条第１項に規定する契約（以下「保全契

約」という。）を締結した下請負先であって、当該保全契約に基づき当該

特定秘密を保有することができ、又は交付を受けることができる者（以下

「特定秘密取扱事業者」という。）以外の者に行ってはならない。

２ 乙は、特定秘密取扱事業者に特定資料等を交付し、又は特定秘密を伝達

するときは、特定秘密管理者の承認を得るものとする。

３ 前項の規定に基づき交付する特定資料等を返却させる場合には、乙は、

交付の際に、特定秘密管理者の指示を受け、業務管理者に当該特定資料等
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の返却の時期を明示させるものとする。

（運搬の方法）

第１１条 特定資料等を運搬するときは、乙は、当該特定秘密の取扱いの業

務を行う従業者の中から指名した従業者に携行させるものとする。

２ 乙は、前項の規定により運搬することができないとき又は運搬すること

が不適当であるときの運搬の方法については、特定秘密管理者の指示に従

うものとする。

（交付の方法）

第１２条 乙は、特定資料等を交付するときは、受領書等に、名宛人又はそ

の指名する者（第１０条第２項の承認を受けた特定秘密取扱事業者の従業

者であって、当該特定秘密を取り扱う者に限る。）の受領の記録を残すも

のとする。

２ 特定資料等は、郵送により交付してはならない。

（文書及び図画の封かん等）

第１３条 乙は、特定秘密である情報を記録する文書若しくは図画を運搬し、

又は交付するときは、それを外部から見ることができないように封筒若し

くは包装を二重にして封かんするものとする。

（物件の包装等）

第１４条 乙は、特定秘密である情報を記録する物件、又は特定物件を運搬

し、又は交付するときは、窃取、破壊、盗見等の危険を防止するため、運

搬容器に収納し、施錠するなどの措置を講ずるものとする。

（電気通信による交付）

第１５条 乙は、特定資料（物件を除く。）を電気通信の方法により交付す

るときは、暗号措置等必要な措置を講ずるものとする。ただし、インター

ネットを介した電子メール又はストレージサービスを利用しての交付はし

てはならない。

（特定資料等の接受）

第１６条 乙は、封かんされている特定秘密である情報を記録する文書若し

くは図画は、名宛人又はその指名する従業者（当該特定秘密を取り扱う者

に限る。）でなければ開封させてはならない。

（伝達の方法）

第１７条 乙は、特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするととも

に、当該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう伝えるなど、そ

の保護につき注意を促すための必要な措置を講ずるものとする。

２ 乙は、特定秘密の伝達を電話で行ってはならない。

３ 乙は、特定秘密を伝達する場合には、盗聴等の防止に努めるものとする。

（特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等）

第１８条 特定秘密である情報を記録する電磁的記録の取扱いに当たっては

乙はこれをスタンドアローンの電子計算機又はインターネットに接続して

いない電子計算機であって、かつ特定秘密を取り扱う従業者のみがアクセ
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スできる措置が講じられたものとして、業務管理者が認めたもので取り扱

わなければならない。

２ 乙は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を前項の電子計算機で

取り扱うときは、当該電磁的記録の電磁的記録媒体への書き出し及び印刷

の記録を保存しなければならない。

３ 乙は、特定秘密を取り扱う従業者が特定秘密である情報を記録する電磁

的記録を可搬記憶媒体に記録する場合は、パスワード設定又は暗号化措置

による秘匿措置を講じさせなければならない。ただし、当該措置を講ずる

ことにより主たる契約の履行に著しい支障が生じる恐れがあり、当該措置

を講じないことについて特定秘密管理者の承認を受けた場合はこの限りで

はない。

（特定資料及び特定物件の保管）

第１９条 特定資料の保管に当たっては、乙は、三段式文字盤鍵のかかる金

庫若しくは鋼鉄製の箱又はこれらに準じる強度を有する保管容器にこれを

保管しなければならない。

２ 乙は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を記録する電子計算機

には、その盗難、紛失等を防止するため、当該電子計算機の端末をワイヤ

で固定する等の必要な物理的措置を講ずるものとする。

３ 第１項の規定は、特定秘密である情報を記録する可搬型記憶媒体に準用

する。

４ 乙は、特定物件については、第１項及び第２項の規定を準用し、保管し

なければならない。ただし、特定物件の形状等により、当該措置によるこ

とができない場合は、特定秘密管理者と協議し、適切と認める措置により

保管するものとする。

（その他保管のための施設設備）

第２０条 乙は、前条に定めるもののほか、特定資料等を保護するための施

設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置等特定秘密の保護に必要

な措置を講じなければならない。

（特定秘密の表示等）

第２１条 乙は、特定秘密を保有するとき、自ら特定資料等を作成したとき

又は特定秘密の伝達を受けたときは、当該特定秘密又は特定資料等につい

て、法第３条第２項各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。

２ 前項の場合において、乙は、法第３条第２項第１号に掲げる措置を講ず

る際に、特定秘密管理者から別に指示のある場合は、その表示をしなけれ

ばならない。

３ 第１項の場合において、当該特定資料等が次の各号に掲げる情報に係る

ものであるときは、乙は、前２項の表示に加え、当該各号に定める表示を

しなければならない。ただし、既にＮＡＴＯＳＥＣＲＥＴの表示がされて

いるものについては、改めて当該表示をすることを要しない。

(1) 秘密軍事情報 米国政府
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(2) 北大西洋条約機構秘密情報 ＮＡＴＯ ＳＥＣＲＥＴ

(3) 仏国秘密情報 仏国政府

(4) 豪州秘密情報 豪州政府

(5) 英国秘密情報 英国政府

(6) インド秘密軍事情報 インド政府

（指定の有効期間の満了に伴う措置）

第２２条 乙は、特定秘密管理者から令第８条第１項第２号の規定に基づく

特定秘密の指定の有効期間が満了した旨の通知を受けたときは、当該指定

に係る特定資料等であったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線

を付すことその他これに準ずる方法によりこれを抹消した上で、令第８条

第２項に規定する指定有効期間満了表示をしなければならない。

２ 前項の場合において、乙は、法第３条第２項第２号に掲げる措置を受け

た者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知しなけれ

ばならない。

３ 第１項の場合において、乙は、当該指定の有効期間が満了した旨を当該

指定に係る情報を取り扱う従業者（当該指定の有効期間の満了について前

項の通知を受けた者を除く。）に周知しなければならない。

（指定の有効期間の延長に伴う措置）

第２３条 乙は、特定秘密管理者から令第９条第１号の規定に基づく特定秘

密の指定の有効期間を延長した旨の通知を受けたときは、法第３条第２項

第２号に掲げる措置を受けた者に対し、当該指定の有効期間が延長された

旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を書面により通知し

なければならない。

２ 前項の場合において、乙は、当該指定の有効期間が延長された旨及び延

長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を当該指定に係る情報を取り

扱う従業者（当該指定の有効期間の延長について前項の通知を受けた者を

除く。）に周知しなければならない。

（指定の解除に伴う措置）

第２４条 乙は、特定秘密管理者から令第１１条第１項第２号の規定に基づ

く特定秘密の指定が解除された旨の通知を受けたときは、当該指定に係る

特定資料等であったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線を付す

ことその他これに準ずる方法によりこれを抹消した上で、令第１１条第２

項に規定する指定解除表示をしなければならない。

２ 前項の場合において、乙は、法第３条第２項第２号に掲げる措置を受け

た者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面により通知し

なければならない。

３ 第１項の場合において、乙は、当該指定が解除された旨及びその年月日

を当該指定に係る情報を取り扱う従業者（当該指定の解除について前項の

通知を受けた者を除く。）に周知しなければならない。

（登録及び管理）
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第２５条 乙は、特定秘密を保有したとき、特定資料等の交付若しくは特定

秘密の伝達を受けたとき又は自ら特定資料等を作成したときは、速やかに、

その旨を帳簿に登録しなければならない。

２ 乙は、特定資料等の貸出し、回収、返却又は廃棄を行ったときは、速や

かに、その旨を帳簿に登録しなければならない。

３ 乙は、第２２条から第２４条までの措置を講じたときは、速やかにその

旨を帳簿に登録しなければならない。

（実施報告）

第２６条 乙は、特定資料等を接受、作成、送達又は廃棄（第３２条の規定

により廃棄した場合を除く。）したときは、速やかに、特定秘密管理者に

対し、その旨を書面により報告しなければならない。

２ 前項に規定する報告は、作成した特定資料等、又は作成において完成に

至らなかった特定資料等であって、特定秘密管理者の指示を受けたものの

取扱いを含めて行うものとする。

（立入制限措置等）

第２７条 乙は、特定資料等が取り扱われている場所について、当該特定資

料等を取り扱う従業者、第１０条第２項の承認を受けた特定秘密取扱事業

者の従業者であって当該特定秘密を取り扱う者及び甲と保全契約を締結し

た他の事業者の従業者であって、乙の求めに応じ特定秘密管理者が許可し

た者（以下「特定秘密取扱事業者の従業者等」という。）以外の立入りを

禁止しなければならない。

２ 前項の規定により立入りを禁止した場合、当該場所を管理する者は、当

該場所に立ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁止に必要な措置を講

じなければならない。

３ 第１項の場所を新設し、又は変更したときは、当該施設において特定秘

密の取扱いを開始する前に、特定秘密管理者の承認を得なければならない。

４ 乙は、当該特定秘密を取り扱う従業者及び特定秘密取扱事業者の従業者

等以外の者を、みだりに第１項に規定する場所に立ち入らせ、又はその付

近に必要以上に近づかせてはならない。

５ 乙は、当該特定秘密を取り扱う従業者及び特定秘密取扱事業者の従業者

等に対しても、作業に必要な限度を超えて、第１項に規定する場所に立ち

入らせてはならない。

（携帯型情報通信及び記録機器の持込制限）

第２８条 乙は、携帯型情報通信・記録機器の特定資料等が取り扱われてい

る場所への持込みを禁止しなければならない。

２ やむを得ず持込みが必要となった場合には、乙は、特定秘密管理者の事

前の承諾を得た上で、持ち込む携帯型情報通信及び記録機器について、イ

ンストールされているソフトウェアを確認するなど特定秘密の漏えいを防

止するための措置を講じなければならない。

（特定資料等の返却等）
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第２９条 乙は、特定秘密管理者が交付した特定資料等及び当該特定資料等

に関し作成したすべての特定資料等を主たる契約が終了（契約解除の場合

も含む。）した後直ちに特定秘密管理者に返却し、又は提出しなければな

らない。ただし、特定秘密管理者が特定資料等の廃棄又は保持を認めた場

合はこの限りではない。

（検査）

第３０条 乙は、特定秘密の取扱いの業務を管理するため必要な帳簿を整備

し、毎月１回以上特定秘密の取扱いの状況について検査を行い、特定秘密

管理者に結果を報告しなければならない。

２ 特定秘密管理者は、前項に規定する報告を受けるほか、乙の特定秘密の

取扱い状況について自ら調査する必要があると認めるときは、特定秘密管

理者が別に指定する職員に検査及び指導を行わせることができる。

３ 乙は、特定秘密管理者が乙の下請負先に対し、検査等を行うときは、特

定秘密管理者の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。

（特定資料等の取扱いの記録）

第３１条 乙は、業務管理者に、特定資料等の閲覧その他取扱いの経過を明

確にするため、特定資料等を取り扱った従業者の氏名、日時、その他特定

秘密管理者が指示した事項の記録を保存させるものとする。

（緊急事態に際しての廃棄）

第３２条 乙は、特定資料等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある

緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認

められる場合は、特定秘密として指定された情報を探知することができな

いよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復元不可能な方法により、当

該特定資料等を廃棄しなければならない。

２ 乙は、前項の規定に基づき、特定資料等を廃棄する場合には、あらかじ

め特定秘密管理者を通じて防衛大臣の承認を得なければならない。ただし、

その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、廃棄後速やかにその旨

を特定秘密管理者を通じて防衛大臣に報告しなければならない。

３ 前項ただし書に規定する報告は、特定資料等の奪取その他特定秘密の漏

えいのおそれがある緊急の事態に際し、廃棄した特定資料等の概要、その

漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合に該当する

理由及び廃棄に当たって用いた方法を書面により報告するものとする。

（事故発生時等の措置）

第３３条 乙は、特定秘密の漏えい、特定資料等の紛失、破壊等の事故が発

生したとき（それらの疑い又はおそれがあるときを含む。)､又はこの規則

に定める秘密保護のための措置に抵触するような事態が発生したときは、

直ちに事故の内容に応じた適切な措置を講ずるとともに、把握し得る限り

の全ての内容を特定秘密管理者に報告しなければならない。

２ 乙は、前項に規定する報告後、事故の原因のほか、特定秘密管理者から

指示があった事項について詳細な調査を行い、速やかにその結果を特定秘
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密管理者に報告しなければならない。

（違約金の請求）

第３４条 甲は、別に定める秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条

項の規定に基づき違約金を請求することができる。

（関連資料等の保存）

第３５条 乙は、秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項の規定に

基づき違約金を請求できる期間が満了するまでの間は、主たる契約、帳簿

等、特定秘密の保護や取扱いに関する資料等を保存しなければならない。

（下請負の禁止）

第３６条 乙は、特定秘密の取扱いに係る業務（物件の輸送、施設の警備そ

の他役務であって、特定秘密の内容を知り得ないと認められるものを除

く。）を第三者に下請負してはならない。ただし、やむを得ず下請負を行

う場合は、あらかじめ、甲に対し、下請負の相手方、契約内容、取り扱わ

せる特定秘密を特定する事項、特定秘密の保護の手段等を記した書面を添

えて、甲の許可を得なければならない。

２ 前項の規定により下請負を行う場合において、下請負先は、特定秘密取

扱事業者でなければならない。

３ 乙は、第１項の規定により下請負を行う場合、下請負先による特定秘密

及び特定資料等の適切な取扱いを確保するため、当該下請負先の作成する

秘密保全規則等、下請負先における特定秘密を取り扱う従業者の名簿、そ

の他特定秘密及び特定資料等の秘密保全のための措置の実施状況等を確認

しなければならない。

４ 前３項の規定は、乙が部外の機関に特定資料の閲覧が必要な品質システ

ムの審査を委託する場合に準用する。

５ 乙は、下請負先と下請負の契約を締結し、又は契約の内容を変更したと

きは、下請負先に対し下請負の契約書の写しを甲に提出するよう指導しな

ければならない。ただし、乙が当該下請負の契約書の写しを甲に提出した

場合はこの限りではない。

（保全契約の解除等）

第３７条 甲は、乙が本特約の規定に違反したときは、催告を要さずに本契

約の一部又は全部を直ちに解除することができる。この場合において、甲

は乙及び下請負先に対して損害賠償の責を負わないものとする。

２ 下請負先の責に帰すべき事由により、甲が当該下請負先との保全契約を

解除する場合は、甲は乙にその旨を通報するものとする。この場合におい

て、甲は乙に対して損害賠償の責を負わないものとする。

３ 乙が下請負先との契約を解除する場合は、事前に甲にその旨を通報しな

ければならない。

（その他）

第３８条 この特約条項（別紙「適性評価に関する特約条項」を含む。）に

おいて、建設工事等（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１
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項に定める建設工事並びにこれに付随する測量等の調査、設計及び監理そ

の他事業をいう。）の契約については、「建設工事等に係る秘密等の保全

又は保護の確保について（通達）」（防整施（事）第１２号２７．１０．

１）第２項の表に定めるとおり、字句を読み替えるものとし、契約書の甲

を発注者及び乙を受注者として適用するものとする。
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別紙

適性評価に関する特約条項

（候補者名簿の提出）

第１条 乙は、その従業者に特定秘密を取り扱わせるため防衛大臣による適

性評価を実施する必要があると認めるときは、その者の氏名、生年月日、

所属する部署、役職名及び法第１２条第１項各号のうち該当する号その他

参考となる事項を記載し、又は記録した名簿を作成し、これを特定秘密管

理者に提出しなければならない。

２ 乙は、前項の名簿に記載し、又は記録した事項に変更があるときは、速

やかに特定秘密管理者に通知しなければならない。

（適性評価の実施に関する協力）

第２条 乙は、評価対象者について照会があった場合に必要な報告を行うこ

と、評価対象者及びその上司等に対する面接等の実施に便宜を図ることな

ど、防衛大臣が実施する適性評価に必要な協力を行わなければならない。

（適性評価結果等通知書その他の文書の管理）

第３条 乙は、適性評価の結果が記された文書その他適性評価の実施に当た

り特定秘密管理者に送付し、又は特定秘密管理者から送付された文書の管

理を、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 漏えい又は滅失の防止その他安全管理のための措置を厳格に行うこと｡

(2) 用済後速やかに廃棄し、適性評価の結果適性があると認められた旨特

定秘密管理者が通知した文書は送付日から５年、その他の文書は送付日

から１年を超えて保存しないこと。

（評価結果その他の個人情報の目的外利用の禁止）

第４条 乙は、評価対象者が適性評価の実施に同意をしなかった事実、適性

評価の結果適性がないと認められた事実その他適性評価に関し特定秘密管

理者から通知される個人情報を、法令に基づく場合を除き、特定秘密の保

護以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

（特定秘密の取扱業務の停止）

第５条 乙は、適性評価の結果適性があると認められた従業者であって、現

に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとし

ている者について、特定秘密管理者から、新たな適性評価の結果として、

適性がないと認められた旨通知があったときは、直ちに、当該従業者が特

定秘密を取り扱わないよう措置しなければならない。特定秘密管理者から、

法第１２条第１項第３号の規定に該当するため、適性に疑義がある旨通知

されたときも同様とする。

（事後の事情の変化に関する報告）

第６条 乙は、過去５年以内に適性評価の結果適性があると認められた従業

者であって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り

扱わせようとしている者について、次に掲げる事情があると認めた場合に
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は、速やかに特定秘密管理者に報告しなければならない。

(1) 外国籍の者と結婚した場合その他外国との関係に大きな変化があった

こと。

(2) 罪を犯して検挙されたこと。

(3) 懲戒処分の対象となる行為をしたこと。

(4) 情報の取扱いに関する規則に違反したこと。

(5) 違法な薬物の所持、使用等薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこ

と。

(6) 自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力

を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈していると疑われる状況に陥

ったこと。

(7) 飲酒により、けんか等の対人トラブルを引き起こしたり、業務上の支

障を生じさせたりしたこと。

(8) 裁判所から給与の差押命令が送達されるなど経済的な問題を抱えてい

ると疑われる状況に陥ったこと。

(9) 上記のほか、特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑

義が生じたこと。

（従業者が派遣労働者である場合の措置）

第７条 乙は、乙の指揮命令の下に労働する派遣労働者（労働者派遣事業の

適正な運用の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律

第８８号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。）である従業者に

ついて、第１条の名簿に登載する場合には、同条に定める事項のほか、次

に掲げる事項を当該名簿に記載し、又は記録するとともに、当該従業者を

雇用する事業主に対し、当該名簿に登載した旨を通知しなければならない。

(1) 派遣労働者である旨

(2) 当該従業者についての予定している業務内容

２ 乙は、乙の指揮命令の下に労働する派遣労働者である従業者について、

特定秘密管理者から次に掲げる事項を通知された場合には、当該通知の内

容を書面により、当該従業者を雇用する事業主に通知しなければならない。

(1) 適性評価実施責任者に提出する名簿に登載しないこと。

(2) 適性評価を実施することについて防衛大臣の承認が得られたこと、又

は得られなかったこと。

(3) 当該従業者が適性評価の実施についての同意をしなかったことにより

適性評価が実施されなかったこと。

(4) 当該従業者が同意を取り下げたことにより適性評価の手続が中止され

たこと。

(5) 適性評価の結果。

(6) 当該従業者が法第１２条第１項第３号の規定に該当するため、適性に

疑義があること。

３ 乙は、過去５年以内に適性評価の結果適性があると認められた従業者で



3 － 3 － 13

あって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わ

せようとしている者が乙の指揮命令の下に労働する派遣労働者である場合

には、当該従業者を雇用する事業主が当該従業者について第６条の事情が

あると認めたときに、乙に確実に報告をさせる必要な措置を講じなければ

ならない。

４ 乙は、乙の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主に対し、

第１項又は第２項の通知をしたときは、当該通知をした文書について、こ

れが第３条の規定に準じて適切に管理されるよう、必要な措置を講じなけ

ればならない。

５ 乙は、評価対象者が派遣労働者である従業者の場合には、当該従業者を

雇用する事業主に対し、当該従業者が適性評価の実施に同意をしなかった

事実、適性評価の結果適性がないと認められた事実その他適性評価に関し

乙を経由して特定秘密管理者から通知される個人情報を、法令に基づく場

合を除き、特定秘密の保護以外の目的のために利用し、又は第三者に提供

しないよう必要な措置を講じなければならない。

（契約履行後における乙の義務）

第８条 第３条、第４条並びに前条第４項及び第５項の規定は、契約履行後

においても準用する。
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秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項

第１条 乙は、秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号）第

２条第１項及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令（平成２７年防

衛装備庁訓令第２６号）第２条第１項に規定する「秘密」、特定秘密の保

護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第１項に規定する

「特定秘密」又は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年

法律第１６６号）第１条第３項に規定する「特別防衛秘密」（以下「秘密

等」という。）であって、秘密の保全に関する特約条項（秘密保全に関す

る訓令第２９条第１項に規定する秘密の保全に関する規定をいう。）若し

くは防衛装備庁における秘密保全に関する特約条項（防衛装備庁における

秘密保全に関する訓令第３０条第１項に規定する秘密の保全に関する規定

をいう。）、特定秘密の保護に関する特約条項（特定秘密の保護に関する

訓令第３７条第１項に規定する特約条項をいう。）若しくは防衛装備庁に

おける特定秘密の保護に関する特約条項（防衛装備庁における特定秘密の

保護に関する訓令第３７条第１項に規定する特約条項をいう。）又は特別

防衛秘密の保護に関する特約条項（特別防衛秘密の保護に関する訓令第

２７条第１項に規定する秘密保持に関する規定をいう。）若しくは防衛装

備庁における特別防衛秘密の保護に関する特約条項（防衛装備庁における

特別防衛秘密の保護に関する訓令第２６条第１項に規定する秘密保持に関

する規定をいう。）に基づき乙が保全又は保護すべきものを当該秘密等に

接する権限のない者に漏えい（以下単に「漏えい」という。）したことを

甲が証明した場合は、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわ

らず、次の各号に掲げる基準に従い、甲が指定する期間内に違約金を支払

わなければならない。ただし、乙が、当該秘密等の漏えいについて、自己

の責に帰すべからざる事由により生じたことを証明したときは、この限り

でない。

(1) 漏えいした秘密等の区分に応じて、それぞれ次に掲げる金額

ア 「秘密」のときは、契約金額の１００分の５

イ 「特定秘密」のときは､契約金額の１００分の７．５

ウ 「特別防衛秘密」のときは、契約金額の１００分の１０

(2) 次のアからウまでの事由に該当する場合には、前号に掲げる金額に、

それぞれ当該アからウまでに掲げる金額を加算

ア 秘密等の漏えいが乙の故意又は重大な過失によると認められると

きは、前号に掲げる金額と同額

イ 乙が甲に対し、秘密等の漏えいの事実を直ちに報告しなかったと

きは、前号に掲げる金額に１００分の５０を乗じた金額
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ウ 乙が甲に対し、秘密等の漏えいに関し虚偽の報告をしたときは、

前号に掲げる金額に１００分の５０を乗じた金額

(3) 乙が、過去１０年以内に秘密等を漏えい（当該漏えいが本契約に係

るものであるか、甲乙間の他の契約に係るものであるかを問わな

い。）し、甲により第１号のいずれかに該当するものとして違約金を

請求されていた場合においては、今回漏えいした秘密等の区分に応じ

て同号に掲げる金額と同額を加算

(4) 前号に規定する場合における当該過去の秘密等の漏えいが第２号に

掲げる加算事由のいずれかに該当するとされた場合であって、今回の

秘密等の漏えいが当該加算事由と同一の事由に該当するときは、前号

に掲げる金額の加算に加えて、当該加算事由に応じて第２号に掲げる

金額と同額を加算

(5) 秘密等の漏えいが、第２号のイ又はウに掲げる事由に該当せず、か

つ、乙の極めて軽微な過失によると認められるときは、第１号、第３

号及び前号の規定にかかわらず、契約金額の１００分の５以内で甲が

定める金額

２ 乙が複数の秘密等を一の行為において漏えいした場合は、漏えいした

各秘密等について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とす

る。

３ 乙が甲との間の複数の契約において保全又は保護すべきものとされて

いる秘密等を漏えいした場合において、いずれの契約の履行における漏

えいか乙が証明できないときは、当該秘密等が漏えいした疑いがある各

契約について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とする。

４ 乙が違約金を甲の指定する期間内に支払わない場合は、乙は、当該期

間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した額の延納利息を甲に支払わなければならない。

第２条 乙が秘密等を保全又は保護する責任がある期間は、乙が甲から秘

密等を指定した旨の通知を受けたときから、当該秘密等の指定にかかる

期間（甲が当該期間を延長する旨乙に通知した場合は、当該延長後の期

間）が終了するまで、又は甲が秘密等の指定を解除するまでとする。た

だし、甲が乙に秘密等を提供する場合は、当該秘密等を乙が受領したと

きからとする。

２ 前項に定める乙が秘密等を保全又は保護する責任がある期間に乙が秘

密等を漏えいしたときは、当該期間又は当該期間経過後３年を経過する

までの間、甲は、乙に対して前条の規定に基づく違約金を請求できるも
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のとする。

３ 本違約金条項が付されている契約が終了し、又は解除された場合であ

っても、第１項に定める乙が秘密等を保全又は保護する責任がある期間

及び前項の規定に基づき甲が乙に対して違約金を請求できる期間は、本

違約金条項は、なおその効力を有するものとする。

第３条 本違約金条項の規定は、これに基づく違約金とは別に甲がその損

害につき乙に対し賠償を請求することを妨げない。
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建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項

第１条 受注者は、秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号）

第２条第１項及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令（平成２７年

防衛装備庁訓令第２６号）第２条第１項に規定する「秘密」又は特定秘密

の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第３条第１項に規定す

る「特定秘密」（以下「秘密等」という。）であって、秘密の保全に関す

る特約条項又は特定秘密の保護に関する特約条項に基づき受注者が保全又

は保護すべきものを当該秘密等に接する権限のない者に漏えい（以下単に

「漏えい」という。）したことを発注者が証明した場合は、発注者が契約

の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、次の各号に掲げる基準に

従い、発注者が指定する期間内に違約金を支払わなければならない。ただ

し、受注者が、当該秘密等の漏えいについて、自己の責に帰すべからざる

事由により生じたことを証明したときは、この限りでない。

(1) 漏えいした秘密等の区分に応じて、それぞれ次に掲げる金額

ア「秘密」のときは、契約金額の１００分の５

イ「特定秘密」のときは、契約金額の１００分の７．５

(2) 次のアからウまでの事由に該当する場合には、前号に掲げる金額に、

それぞれ当該アからウまでに掲げる金額を加算

ア 秘密等の漏えいが受注者の故意又は重大な過失によると認められる

ときは、前号に掲げる金額と同額

イ 受注者が発注者に対し、秘密等の漏えいの事実を直ちに報告しなか

ったときは、前号に掲げる金額に１００分の５０を乗じた金額

ウ 受注者が発注者に対し、秘密等の漏えいに関し虚偽の報告をしたと

きは、前号に掲げる金額に１００分の５０を乗じた金額

(3) 受注者が、過去１０年以内に秘密等を漏えい（当該漏えいが本契約に

係るものであるか、発注者と受注者間の他の契約に係るものであるかを

問わない。）し、発注者により第１号のいずれかに該当するものとして

違約金を請求されていた場合においては、今回漏えいした秘密等の区分

に応じて同号に掲げる金額と同額を加算

(4) 前号に規定する場合における当該過去の秘密等の漏えいが第２号に掲

げる加算事由のいずれかに該当するとされた場合であって、今回の秘密

等の漏えいが当該加算事由と同一の事由に該当するときは、前号に掲げ

る金額の加算に加えて、当該加算事由に応じて第２号に掲げる金額と同

額を加算

(5) 秘密等の漏えいが、第２号のイ又はウに掲げる事由に該当せず、かつ、

受注者の極めて軽微な過失によると認められるときは、第１号、第３号

及び前号の規定にかかわらず、契約金額の１００分の５以内で発注者が
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定める金額

２ 受注者が複数の秘密等を一の行為において漏えいした場合は、漏えいし

た各秘密等について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とす

る。

３ 受注者が発注者との間の複数の契約において保全又は保護すべきものと

されている秘密等を漏えいした場合において、いずれの契約の履行におけ

る漏えいか受注者が証明できないときは、当該秘密等が漏えいした疑いが

ある各契約について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とす

る。

４ 受注者が違約金を発注者の指定する期間内に支払わない場合は、受注者

は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、未納金

額に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第

３３７号）第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息

の率を乗じて計算した額の延納利息を発注者に支払わなければならない。

第２条 受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間は、受注者が発

注者から秘密等を指定した旨の通知を受けたときから、当該秘密等の指定

にかかる期間（発注者が当該期間を延長する旨受注者に通知した場合は、

当該延長後の期間）が終了するまで、又は発注者が秘密等の指定を解除す

るまでとする。ただし、発注者が受注者に秘密等を提供する場合は、当該

秘密等を受注者が受領したときからとする。

２ 前項に定める受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間に受注

者が秘密等を漏えいしたときは、当該期間又は当該期間経過後３年を経過

するまでの間、発注者は、受注者に対して前条の規定に基づく違約金を請

求できるものとする。

３ 本違約金条項が付されている契約が終了し、又は解除された場合であっ

ても、第１項に定める受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間

及び前項の規定に基づき発注者が受注者に対して違約金を請求できる期間

は、本違約金条項は、なおその効力を有するものとする。

第３条 本違約金条項の規定は、これに基づく違約金とは別に発注者がその

損害につき受注者に対し賠償を請求することを妨げない。

第４条 契約書の締結者の規定が甲及び乙となっているときは、この特約条

項において、甲を発注者及び乙を受注者として適用するものとする。
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暴力団排除に関する特約条項（工事契約書）

甲及び乙は、防衛省が発注する工事等に関し、次の特約条項を定める。

（下請等から暴力団を排除するための措置）

第１条 乙は、都道府県警察から、暴力団関係者として、防衛省が発注する工事

等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している防衛省所管契約事務

取扱細則（平成１８年防衛庁訓令第１０８号）第６条第１項に規定する工

事等の契約に係る有資格者については、下請等として使用してはならない。

（暴力団員等から不当介入を受けた場合の通報義務）

第２条 乙は、防衛省が発注する工事等において、暴力団員、暴力団準構成員

又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。 ）から地元対策費名目等での

金品の要求、暴力団関係業者を下請負等として使用することの要求等の不当

要求又は現場事務所を損壊する等の妨害行為（以下「不当介入」という。）を受

けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに最寄りの都道府県

警察への通報を行わなければならない。

（不当介入を受けたことにより工期に遅延が生じた場合）

第３条 乙は、防衛省が発注する工事等において、暴力団員等から不当介入を

受けたことにより工期に遅延が生じる等の被害が生じた場合には、じ後の措置

について甲と協議することができる。
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暴力団排除に関する特約条項（工事請書）

防衛省が発注する工事等に関し、次の特約条項を定める。

（下請等から暴力団を排除するための措置）

第１条 都道府県警察から、暴力団関係者として、防衛省が発注する工事

等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している防衛省所管契

約事務取扱細則（平成１８年防衛庁訓令第１０８号）第６条第１項に規定

する工事等の契約に係る有資格者については、下請等として使用しない。

（暴力団員等から不当介入を受けた場合の通報義務）

第２条 防衛省が発注する工事等において、暴力団員、暴力団準構成員又

は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）から地元対策費名目等

での金品の要求、暴力団関係業者を下請負等として使用することの要求

等の不当要求又は現場事務所を損壊する等の妨害行為（以下「不当介

入」という。）を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、

速やかに最寄りの都道府県警察への通報を行う。

（不当介入を受けたことにより工期に遅延が生じた場合）

第３条 防衛省が発注する工事等において、暴力団員等から不当介入を受

けたことにより工期に遅延が生じる等の被害が生じた場合には、じ後の措

置について貴官と協議の上、その指示に従う。
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暴力団排除に関する特約条項（工事以外）

甲及び乙は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。

（属性に基づく契約解除）

第１条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課

の長（以下「暴力団対策主管課長」という。）への照会、又は暴力団対策

主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたと

きは、本契約を解除することができる。

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合は

その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締

結する事務所をいう。） の代表者、団体である場合は代表者、理事等、

その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に

利用するなどしているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ているとき

２ 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿（有価証券報告書に記載

のもの（生年月日を含む。）。ただし、有価証券報告書を作成していない

場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。）及び登記簿謄本の

写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人

情報を警察に提供することについて同意するものとする。

（行為に基づく契約解除）

第２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為

をした場合は、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為
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（暴力団排除に関する表明及び確約）

第３条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将

来にわたっても該当しないことを確約する。

２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「排除対象者」という。）を

下請負者等（下請負者（再下請負以降の全ての下請負者を含む。）、受任

者(再委任以降の全ての受任者を含む。）及び下請負者又は受任者が当該

契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同

じ。）としないことを確約する。

（下請負者等に関する契約解除）

第４条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したとき

は、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約

を解除させるようにしなければならない。

２ 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若

しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項

の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等

に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除する

ことができる。

（損害賠償等）

第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除し

た場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償する

ことは要しない。

２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除し

た場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとす

る。

３ 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定によりこの契約の全部又は

一部を解除した場合は、代金（一部解除の場合は、解除部分に相当する代

金）の１０パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。

４ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合

において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（不当介入に関する通報・報告）

第６条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治

運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入

（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請

負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲

に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとす

る。
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個人情報等の安全確保等に関する特約条項

甲及び乙は、個人情報等の安全確保等に関し、次の特約条項を定める。

（総則）

第１条 乙は、善良なる管理者の注意をもって委託（役務提供）業務を行う

ものとする。

（漏えい等の防止）

第２条 乙は、個人情報等の漏えい等防止のため、適切な措置をとらなけれ

ばならない。

（秘密の保全）

第３条 乙は、この契約の履行に際し知得した秘密を第三者に漏らし、又は

利用してはならない。

（再委託）

第４条 乙は、委託（役務提供）業務の全部又は一部を第三者（再委託先が

委託先の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定

する子会社をいう。）である場合も含む。）に請け負わせる場合には、あ

らかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。

（個人情報等の目的外利用等の禁止）

第５条 乙は、委託（役務提供）業務に係る個人情報等を他の目的で使用し

てはならない。また、当該情報を第三者に閲覧又は提供してはならない。

（個人情報等の持ち出し）

第６条 乙は、この契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所等から個人

情報等を持ち出してはならない。

（委託（役務提供）業務終了時の個人情報等の返却、廃棄）

第７条 乙は、この契約の履行が終了した場合は、個人情報等を返却又は廃

棄しなければならない。

（個人情報等の取扱者の通知）

第８条 乙は、この契約の履行に際し、個人情報等を取扱う従業員を明確に

し、甲に通知するものとする。

（個人情報等の複製）

第９条 乙は、個人情報等を複製する場合は、あらかじめ書面により甲の承

認を受けなければならない。

（個人情報等の管理）

第１０条 乙は、従業員に対する監督、教育、契約内容の遵守状況等、個人

情報等の管理について、定期的に検査を行うものとする。また、甲が特に

必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報等の管理状況に関し質問し、資

料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさ
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せることができる。

（事故等の発生時に係る報告）

第１１条 乙は、委託（役務提供）業務に係る個人情報等に関する事故等が

発生した場合には、速やかに、その内容を甲に報告するものとする。

（違反した場合等の契約解除等）

第１２条 甲は、乙が本条項に違反した場合又は正当な事由なくこの契約の

全部又は一部を履行しない場合には、この契約の全部又は一部を解除する

ことができる。
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個人情報等の安全確保等に関する特約条項(請書）

個人情報等の安全確保等に関し、次の特約条項を定める。

（総則）

第１条 善良なる管理者の注意をもって委託（役務提供）業務を行う。

（漏えい等の防止）

第２条 個人情報等の漏えい等防止のため、適切な措置を講ずる。

（秘密の保全）

第３条 この契約の履行に際し知得した秘密を第三者に漏らし、又は利用し

ない。

（再委託）

第４条 委託（役務提供）業務の全部又は一部を第三者（再委託先が委託先

の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子

会社をいう。）である場合も含む。）に請け負わせる場合には、あらかじ

め書面により貴官の承認を受ける。

（個人情報等の目的外利用等の禁止）

第５条 委託（役務提供）業務に係る個人情報等を他の目的で使用しない。

また、当該情報を第三者に閲覧又は提供しない。

（個人情報等の持ち出し）

第６条 この契約の履行に必要な場合を除き、当方の事業所等から個人情報

を持ち出さない。

（委託（役務提供）業務終了時の個人情報等の返却、廃棄）

第７条 この契約の履行が終了した場合は、個人情報等を返却又は廃棄する。

（個人情報等の取扱者の通知）

第８条 この契約の履行に際し、個人情報等を取扱う従業員を明確にし、貴

官に通知する。

（個人情報等の複製）

第９条 個人情報等を複製する場合は、あらかじめ書面により貴官の承認を

受ける。

（個人情報等の管理）

第１０条 従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等、個人情報等

の管理について、定期的に検査を行う。また、貴官が特に必要と認めた場

合は、当方に対し、個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求

め、又は当方の事業所等の関係場所への立入調査に応じる。

（その他）

第１１条 委託（役務提供）業務に係る個人情報等に関する事故等が発生し

た場合は、速やかに、その内容を貴官に報告する。
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情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応

に関する特約条項

甲及び乙は、防衛省が行う情報システム（ハードウェア、ソフトウェア、

ネットワーク、記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処

理を行うものをいう。以下同じ。）の調達に係るサプライチェーン・リス

ク（当該情報システム及びその構成品等のサプライチェーンにおいて、不

正プログラムの埋込み、情報の窃取、不正機能の組込み等が行われるリス

クをいう。以下同じ。）への対策に関し、次の条項を定める。

（意図せざる変更が加えられないための管理体制）

第１条 乙は、この契約の履行において、本情報システム（この契約にお

いて全部又は一部を設計、構築・製造、運用・保守又は廃棄（賃貸借に

よるものを含む。）する情報システムをいう。以下同じ。）に防衛省の

意図しない変更や情報の窃取等が行われないことを保証する管理を、再

委託（再々委託以降の委託を含む。ただし、市場に流通するカタログ製

品の購入は、再委託に含まれない。以下同じ。）先を含め、この特約条

項の定めるところにより、一貫した品質管理体制の下で行われなければ

ならない。ただし、第三者に再委託しても情報システムの内容を知り得

ないことが明らかな場合並びに第三者に再委託してもマルウェア等の不

正なプログラム及び機器が組み込まれる等のリスクがないことが明らか

である製造請負を再委託する場合は、この限りではない。

２ 乙は、防衛省の意図しない変更や要機密性情報の窃取等が行われない

ことを保証するための具体的な管理手順その他の品質保証体制を証明す

る書面（品質管理体制の責任者及び品質保証の各担当者がアクセス可能

な範囲等を示した管理体制図を含めることを必須とする。）を甲に提出

しなければならない。第三者機関による品質保証体制を証明する書面等

が提出可能な場合には、当該書面等も合わせて提出するものとする。

３ 乙は、本情報システムに防衛省の意図しない変更が行われるなど不正

が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、防衛省と連携して原因を

調査し、排除するための手順及び体制（防衛省の情報システムの運用・

保守業務を行う契約にあっては、当該運用・保守業務において乙及び再

委託先が行う作業履歴を記録し、防衛省の求めに応じてこれらを防衛省

に提出する手順及び体制を含めることを必須とする。）を整備し、当該

手順及び体制を示した書面を甲に提出しなければならない。

４ 乙は、この契約の一部を再委託する場合には、前項により、防衛省と

乙が連携して行う追跡調査や立入調査等を再委託先が受け入れられるよ

う、あらかじめ再委託先と約定しておかなければならない。
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なお、追跡調査や立入調査等において防衛省が必要と判断した場合に

は、この契約の履行に従事する再委託先の従業員の情報を確認するため、

これに協力する旨を再委託先との約定に含めなければならない。

５ 乙は、サプライチェーン・リスクを低減する対策として、情報システ

ムの設計、製造・構築、運用・保守、廃棄の各工程における不正行為の

有無について定期的及び必要に応じて監査を行うとともに、この契約に

より甲に納入する製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回避

するための試験を行わなければならない。当該試験の項目は、情報セキ

ュリティ技術の趨勢、対象の情報システムの特性等を踏まえ、乙におい

て適切に設定し、少なくとも次の６項目については必ず実施しなければ

ならない。

(1) 環境設定されたパラメータの再確認

(2) 製造中に利用したアカウントの削除の確認

(3) ウイルスチェック

(4) 不要なソフトウェアパッケージの削除の確認

(5) 使用ソフトウェアのバージョン管理の確認

(6) ソフトウェアのインストール手順書（インスト―スソフトウェアの

名称及び設定パラメータ内容から成る手順書をいう。）の完成度の確

認

６ 乙は、前項の試験に関し、実施要領を作成し、甲の確認を得た後、提

出しなければならない。ただし、既に甲の確認を得た実施要領と同一で

ある場合には、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。

７ 乙は、この契約の全部を一括して、第三者に再委託してはならない。

また、この契約の履行における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管

理部分を第三者に再委託してはならない。ただし、この契約の適正な履

行を確保するために必要な範囲において、この契約の一部（総合的な企

画及び判断並びに業務遂行管理部分を除く。）を第三者に再委託する場

合には、乙は、主たる契約条項の下請負に関する規定の定めるところに

より、必要な手続きを実施しなければならない。

８ 前項の規定は、乙が再委託先を変更する場合その他の事由により、届

出を行った内容等を変更する場合に準用する。

９ 乙は、再委託先に提供する情報は必要最低限の範囲とし、提供された

情報を第三者に漏えいすることを防止するため、再委託先において適切

な管理を行う旨を再委託先との約定に含めなければならない。

10 乙は、この契約の一部を第三者に負わせる場合においても、この契約

により乙の義務とされていることにつきその責を免れない。

11 乙は、この契約の一部の再委託に当たり、再委託先においてこの特約

条項に定める義務が確実に履行されるため必要な事項を、再委託先と約

定しなければならない。
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（委託先の資本関係・役員の情報等に関する情報提供）

第２条 乙は、この契約の履行に従事する従業員（契約社員、派遣社員等

の雇用形態を問わず、この契約の履行に従事する全ての従業員をいう。

以下同じ。）を必要最低限の範囲に限るものとし、次の情報を書面にし

て、甲に届け出なければならない（送付も可とする。）。

(1) 乙の資本関係及び役員の情報

(2) この契約に係る各工程の実施場所（防衛省及び防衛省以外のそれぞ

れの場所）

(3) この契約の履行に従事する従業員の氏名、所属、役職、専門性（特

に、情報セキュリティに係る資格、研修実績、情報セキュリティ業務

での経験年数）

(4) この契約の履行に従事する従業員の国籍（雇用対策法（昭和４１年

法律第１３２号）第２８条第１項に基づき事業主が厚生労働大臣に届

け出る事項として、雇用対策法施行規則（昭和４１年労働省令第２３

号）第１０条第１項第３号に規定される国籍の属する国等をいう。以

下同じ。）の割合

(5) 情報システムに関する代表的な契約実績（防衛省又は防衛省以外と

の契約実績）

２ 前項の規定は、乙がこの契約の履行に従事する従業員を変更する場合

にも準用する。

３ 乙は、この契約の一部を再委託する場合、再委託業務に従事する従業

員を必要最低限に限ることを再委託先と約定するとともに、次の情報を

書面にして甲に届け出なければならない（送付も可とする。）。

(1) 再委託先の資本関係及び役員の情報

(2) 再委託業務の実施場所(防衛省及び防衛省以外のそれぞれの場所）

(3) 再委託業務に従事する従業員の氏名、所属、役職、専門性（特に、

情報セキュリティに係る資格、研修実績、情報セキュリティ業務での

経験年数）

(4) 再委託業務に従事する従業員の国籍の割合

(5) 情報システムに関する代表的な契約実績（防衛省又は防衛省以外と

の契約実績）

４ 前項の規定は、乙が再委託先を変更する場合又は再委託先が再委託業

務に従事する従業員を変更する場合にも準用する。

（サプライチェーン・リスクに係る監査の受入れ等）

第３条 乙は第１条第３項に定める防衛省が行う追跡調査や立入検査等を

受け入れなければならない。

なお、追跡調査や立入調査等において防衛省が必要と判断した場合に

は、この契約の履行に従事する従業員の情報を確認するため、これに協

力しなければならない。
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２ 乙は、再委託先に対し、定期的及び必要に応じて再委託先におけるサ

プライチェーン・リスク対応についての実施状況について監査を行うも

のとする。

（機器等の調達）

第４条 乙は、この契約により甲に納入する「ＩＴ製品の調達におけるセ

キュリティ要件リスト」（経済産業省）に掲載される機器等（以下「機

器等」という。）には、CommonCriteria（ISO/IEC 15408)の評価保証レ

ベル(EAL）４以上の製品を努めて使用しなければならない。機器等に当

該基準を満たす製品の仕様が困難な場合は、仕様を予定している機器等

と当該基準の比較表を作成し、甲の確認を得た後、安全性及び信頼性の

高い製品を使用するものとする。ただし、使用を予定している機器等と

当該基準の比較表の確認に当たり、既に甲の確認を得た比較表と同一で

ある場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。

２ 乙は、第２条第３項に掲げるもののほか、機器等の製造を再委託先に

請け負わせる場合、再委託先にこれらの製品に対して意図しない変更が

行われるリスクを回避するための試験を行わせなければならない。当該

試験の項目は、情報セキュリティ技術の趨勢、対象の情報システムの特

性等を踏まえ、乙が再委託先と調整して適切に設定し、少なくとも次の

６項目については必ず実施しなければならない。

(1) 環境設定されたパラメータの再確認

(2) 製造中に利用したアカウントの削除の確認

(3) ウイルスチェック

(4) 不要なソフトウェアパッケージの削除の確認

(5) 使用ソフトウェアのバージョン管理の確認

(6) ソフトウェアのインストール手順書（インスト―スソフトウェアの

名称及び設定パラメータ内容から成る手順書をいう。）の完成度の確

認

３ 乙は、前項の試験に関し、再委託先に実施要領を作成させ、甲の確認

を得た後、提出しなければならない。ただし、既に甲の確認を得た実施

要領と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。

４ 乙は、機器等の調達におけるトレーサビリティを確保するため、乙の

製造する機器等について製造工程の履歴を記録する管理体制を整備し、

機器等を構成する主要部品について製造事業者、製造事業者の国籍、製

造国に関する情報（以下「トレーサビリティ情報」という。）を把握し

なければならない。また、乙は、当該管理体制に以下の項目を含めなけ

ればならない。

(1) 機器等に対して不正な変更が加えられないための体制

(2) 不正な変更が加えられていないことを検査する体制

(3) 機器等の設計から部品検査、製造、完成検査に至る工程を一貫した
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品質保証体制の下で、不正な変更が行われていないことを保証する体

制

５ 乙が機器等の製造を再委託先に請け負わせる場合にも、前項の規定を

準用するものとする。

６ 乙は、前２項の規定による管理体制を証明する資料を甲に提出しなけ

ればならない。また、甲の求めに応じ、トレーサビリティ情報を甲に提

出しなければならない。

（防衛省施設において作業を実施する場合の届出）

第５条 乙は、この契約の履行のため、納入先部隊等の防衛省施設におい

て作業（情報システムの内容を知り得ないことが明らかである役務を除

く。）を行う場合には、あらかじめ、作業従事者名簿（当該作業に従事

する者の会社名及び氏名を一覧にした名簿をいう。以下同じ。）を書面

により甲に提出又は送付し、甲の確認を得なければならない。

２ 甲は、前項により乙から提出された作業従事者名簿について、第２条

第１項及び第２条第３項により乙があらかじめ届出ている従業員である

ことが確認できた場合には、名簿の写しに確認年月日及び確認者名又は

部署の長の了解を得た上で確認部署名を記入し、乙に送付又は手交する。

３ 乙は、納入先部隊等の防衛省施設における作業に当たり、作業従事者

名簿の写しに作業従事者管理報告書（作業従事者名簿の従業員ごとに作

業内容の予定と実績を日ごとに記録する報告書）を添付し、この契約の

受領検査官又は使用責任者（会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９

条の１１第２項の補助者として甲が乙に通知した者をいう。）に書面に

より届出なければならない（送付も可とする。）。納入に先立ち部隊等

で現地技術確認試験等を行う場合には、受領検査官又は使用責任者に代

えて、甲が乙に指定する当該部隊等に所属する(作業確認者）に届出（送

付も可とする。）を行うこととする。

(その他）

第６条 この特約条項各条の規定により、乙が甲又は防衛省に提出する資

料、書面等の名称及び提出時期については、この特約条項の別表による。

２ 別表に掲げる資料、書面等により甲に報告された内容について、サプ

ライチェーン・リスクが懸念され、これを低減するための措置を講じる

必要があると認められる場合に、甲は乙に是正を求めることがあり、乙

は相当の理由があると認められるときを除きこれに応じなければならな

い。

３ 甲は、乙の責に帰すべき事由により、本情報システムに防衛省の意図

しない変更が行われるなど不正が見つかり、この契約の目的を達するこ

とができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することが

できる。

４ 前項の場合においては、主たる契約の解除に関する規定を準用する。
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別表

情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項に基づき出する資料、書面等の提出時期

（第６条関係）

番号 名称 条番 資料、書面等の内容 提出時期 様式

１ 管理手順及び品質保証体制 第1条 防衛省の意図しない変更や情報の窃取等が行われないことを保証 契約の締結後遅滞な 任意

（意図しない変更及び情報 第2項 するための具体的な管理手順その他の品質保証体制を証明する書 く

の窃取等の保証） 面（品質管理体制の責任者及び品質保証の各担当者がアクセス可

能な範囲等を示した管理体制図を含めることを必須とする。）

２ 不正発見時の追跡調査及び 第1条 防衛省の意図しない変更が行われるなど不正が見つかったとき 契約の締結後遅滞な 任意

立入検査等の手順及び体制 第3項 に、追跡調査や立入検査等、防衛省と連携して原因を調査し、排 く

（原因調査及び排除） 除するための手順及び体制(防衛省の情報システムの運用・保守業

務を行う契約にあっては、当該運用・保守業務において乙及び再

委託先が行う作業履歴を記録し、防衛省の求めに応じてこれらを

防衛省に提出する手順及び体制を含めることを必須とする。）

３ 製品に対して意図しない変 第1条 乙が納入する製品に対して意図しない変更が行われるリスクを回 試験実施前まで 任意

更が行われるリスクを回避 第6項 避するための試験実施要領が記載された書面

するための試験実施要領

４ 再委託業務に従事させる場 第1条 再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託する業務の 主たる契約条項の定 主たる契約条

合の届出書 第7項 範囲、再委託の必要性について記載した書面 めによる。 項の定めによ

る。

５ 委託業務従事者届出書 第2条 乙の資本関係等、作業従事者の氏名等及び情報システムに関する 委託先において業務 付紙様式第1

第1項 代表的な契約実績が記載された書面 を行う前まで

６ 委託業務従事者届出書(変 第2条 乙が本契約の履行に従事する従業員を変更する場合の届出 従業員を変更する前 付紙様式第1

更) 第2項 まで

７ 再委託業務に従事させる場 第2条 再委託先の資本関係等、作業従事者の氏名等及び情報システムに 再委託先において、 付紙様式第2

合の届出書 第3項 関する代表的な契約実績が記載された書面 業務を行う前まで

８ 再委託業務に従事させる場 第2条 乙が再委託先を変更する場合又は再委託先が再委託業務に従事す 再委託先または再委 付紙様式第2

合の届出書(変更) 第4項 る従業員を変更する場合の届出 託先が従事者を変更

する前まで

９ 仕様を予定している機器等 第4条 機器等にCommon Criteria(ISO/IEC 15408)レベル４を満たす製品 当該製品を使用する 任意

とCommon Criteria(ISO/IEC 第1項 の使用が困難な場合は、使用を予定している機器等と当該基準の 前まで

15408)の比較表 比較表

10 製品んに対して意図しない 第4条 再委託先が納入する製品に対して意図しない変更が行われるリス 試験実施前まで 任意

変更が行われるリスクを回 第3項 クを回避するための試験実施要領が記載された書面

避するための試験実施要領

11 製造工程の履歴を記録する 第4条 機器等の調達におけるトレーサビリティを確保するため、乙の製 契約の締結後遅滞な 任意

管理体制 第6項 造する機器等について製造工程の履歴を記録する管理体制を証明 く

する書類 (再委託する場合）再

委託先において、業

務を行う前まで
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12 トレーサビリティ情報（機 第4条 機器等を構成する主要部品について製造事業者、製造事業者の国 甲から求めがあった 任意

器等を構成する主要部品） 第6項 籍、製造国に関するトレーサビリティ情報が記載された書面 場合は速やかに

13 作業従事者名簿届出書（追 第5条 納入先部隊等での作業を実施する場合の作業従事者名簿 納入先部隊等での作 付紙様式第3

加） 第1項 業開始前

14 作業従事者管理報告書 第5条 作業従事者管理報告書 納入先部隊等での作 付紙様式第4

第3項 業開始
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付紙様式第１

委託業務従事者届出書（変更）

年 月 日

所 属

官 職

氏 名 殿

住 所

会 社 名

代表者名

下記契約に関して、情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項第○条の規

定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

調 達 要 求 番 号

認証(契約)番号・年月日

品 名 ・ 数 量

１ 事業者

番号 資本関係 役員 業務実施場所
住所・

業務範囲

電話番号

２ 作業従事者

番号 所属・役職 氏名
専門性

（情報ｾｷｭﾘﾃｨに係る資格・研修実績・経験年数)

３ 国籍

番号 国名 作業従事者数(名) 割合(％）

４ 情報システムに関する代表的な契約実績

番号 契約相手方 契約システム名 契約年度

注１：契約の締結後、遅滞なく本様式で届け出ること。この場合、件名(変更)を横線で消去するこ と。

注２：変更がある場合は、変更する旨を本様式により作業に従事する前までに、届け出ること。
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付紙様式第２

再委託業務に従事させる場合の届出書（変更）

年 月 日

所 属

官 職

氏 名 殿

住 所

会 社 名

代表者名

下記契約に関して、情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項第○条の規

定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

調 達 要 求 番 号

認証(契約)番号・年月日

品 名 ・ 数 量

１ 事業者

番号 資本関係 役員 業務実施場所
住所・

業務範囲

電話番号

２ 作業従事者

番号 所属・役職 氏名
専門性

（情報ｾｷｭﾘﾃｨに係る資格・研修実績・経験年数)

３ 国籍

番号 国名 作業従事者数(名) 割合(％）

４ 情報システムに関する代表的な契約実績

番号 契約相手方 契約システム名 契約年度

注１：再委託先において委託業務を行う前までに本様式で届け出ること。この場合、件名の（変更） を横線

で消去すること。

注２：業務範囲については、いずれの会社（事業者）の下請業務かわかるよう、かつ、簡潔に記載 すること。

注３：変更がある場合は、変更する旨を本様式により作業に従事する前までに、届け出ること。

件名(変更)を横線で消去すること。
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付紙様式第３

作業従事者名簿届出書（追加）

年 月 日

所 属

官 職

氏 名 殿

住 所

会 社 名

代表者名

下記契約に関して、情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項第○条の規

定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

調 達 要 求 番 号

認証(契約)番号・年月日

品 名 ・ 数 量

作業従事者名簿

番号 会社名（事業者名） 氏 名

注１：納入先部隊等での作業開始前までに本様式で届け出ること。この場合、件名の（追加）を横 線で消去

すること。

注２：追加のあった場合は、速やかに追加した旨を本様式で届け出ること。
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付紙様式第４

作 業 従 事 者 管 理 報 告 書

調 達 要 求 番 号

認証(契約)番号・年月日

品 名 ・ 数 量

（会社名 ） 年 月 日

氏 名
作 業 内 容

予 定 実 績

注１：作業内容については、予定欄は契約相手方が、実績欄は受領検査官等が記入する。

注２：本届出書の提出時において、日々の作業内容の決定が困難な場合は、予定欄は作業開始前ま でに記入

するものとする。

上記のとおり確認した。

年 月 日

所 属

官 職

氏 名 殿



標準請書条項



4－ 1－ 1

工事請書条項

第１条 工期内に本工事の完成を厳守する。

第２条 工事が完成し引渡すときは、検査官の検査に合格したものに限る。

第３条 書面による承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利を第三者に

譲渡し、又は担保に供することはしない。

第４条 工事の施工及び現場内の取締りに関しては、すべて貴官の指揮監督

に従うものとする。

第５条 図面及び仕様書において監督官の検査を受けて使用するものと指定

された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければな

らない。ただし、検査の結果不合格と決定した材料は、遅滞なく引き取ら

なければならない。

第６条 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することが

できない工事を施工するときは、特に監督官の立ち会いを得て施工する。

第７条 工事の施工が図面又は仕様書に適合しない場合において、官側が図

面又は仕様書に基づく改造を請求したときは、これに従わなければならな

い。ただし、このため請負代金の増額又は工期の延長をすることができな

い。

第８条 次の各号の一に該当するときは、この契約を解除されても異議の申

立てをしない。

(1) 第１０条及び第１１条の規定以外の事由により、工期内に本工事が完成

しないとき。

(2) 完全に契約を履行する見込みがないと認められたとき。

第９条 前条の規定により、この契約を解除されたときは、請負代金の

１００分の１０に相当する違約金を支払うものとする。

第１０条 天災地変その他請負人の責に帰すことができない理由によって、

工期内に完成の見込みがなく、工期を延期しなければならないときは、そ

の理由を明らかにして期限内に延期を請求することができる。

第１１条 前条の規定以外の理由により、工期内に工事を完成することがで

きないときは、その理由を明らかにして期限内に延期を申請し、承諾を受

ける。この場合、遅滞料を支払い、延期の期間を明らかにして履行する。

ただし、遅滞料は、請負代金に対して期限の翌日から起算して、遅滞日数
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ごとに１，０００分の１を乗じて計算した額を指定された期日までに納付

する。ただし、その金額が１００円未満である場合はこの限りでない。

第１２条 請負代金は、完成検査終了後、適法な支払請求書を提出した日か

ら４０日以内に支払を受ける。

２ 前項の規定に基づく期限内に請負代金の支払を受けないときは、政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）に基づく

支払遅延利息を請求することができるものとする。

第１３条 本工事の保証期間は、目的物の引渡し後１年とする。ただし、仕

様書等に別に示された場合には、その示された期間とする。

第１４条 検査前に生じた工事目的物又は工事材料の滅失、き損等すべての

危険負担については、当方の負担において処置する。

第１５条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間の満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した額の延滞金を支払う。

第１６条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示により

解決する。
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物品売買請書条項

第１条 納入する物品は、定められた規格又は見本どおりであって、納期内

に検査に合格したものに限る。

第２条 書面による承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利を第三者に

譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 検査の結果不合格となった場合は、当方の負担において直ちに良品

と交換、若しくは修補し、又は値引きする。

第４条 納入代金は、受渡完了後、適法な支払請求書を提出してから３０日

以内に支払を受ける。

第５条 単価契約の場合には、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税及び地方消費税（円未満切捨て）を加算した額

とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免

税事業者だけの見積りにより消費税及び地方消費税相当額を控除していな

い単価で契約したときには、同契約単価により算定し、消費税額及び地方

消費税額の加算は行わないものとする。

第６条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）に規定するところによるものとする。

第７条 天災地変その他やむを得ない理由により納期に納入することができ

ないときは、貴官にその理由を記した書面を提出して、納期の延期又は契

約の解除を申請し、その承認を受ける。

第８条 前条以外の理由により、貴官の承認を得て納期を過ぎて納入したと

きは、遅延料として納期の翌日から起算して納入の日まで遅延１日につい

て未納分の金額の１，０００分の１に相当する金額を指定された期日まで

に納付する。ただし、その金額が１００円未満である場合はこの限りでな

い。

第９条 保証期間は、納入後１年とする。ただし、仕様書に示された場合は、

これによる。

第１０条 検査の結果、不合格となったとき又は保証期間内に契約不適合（納
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入した契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこ

と。）が発見されたときは、当方の負担により指定された期日までに修補

又は良品と交換する。

第１１条 納入検査前に生じた物品の滅失、き損等すべての危険負担につい

ては、当方の負担において処置する。

第１２条 当方が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達

することができなくなった場合は、契約を解除され、違約金として解除部

分に対する契約金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日ま

でに納付する。ただし、その額が１００円未満である場合はこの限りでな

い。

２ 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数

量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部

分の金額を差し引いた額に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基

づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算

した額とする。

第１３条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１４条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。
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修理請書条項

第１条 修理は、すべて仕様書又は図面に従い、履行期限内に検査に合格す

るものに限る。

第２条 書面による承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利を第三者に

譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 修理に使用する材料は、使用前に係官に連絡し、必要がある場合に

は検査を受けた後、使用するものとする

第４条 仕様書又は図面以外に修理を必要とする箇所を発見したときは、事

前に係官に連絡し、その指示を受ける。

第５条 天災地変その他やむを得ない理由により履行期限内に納入すること

ができないときは、貴官にその理由を記した書面を提出して、履行期限の

延期又は契約の解除を申請し、その承認を受ける。

第６条 前条以外の理由により、貴官の承認を得て履行期限を過ぎて納入し

たときは、遅滞料として履行期限の翌日から起算して納入の日まで遅延１

日について遅延部分の金額の１，０００分の１に相当する金額を指定され

た期日までに納付する。ただし、その金額が１００円未満である場合はこ

の限りではない。

第７条 修理物品を受領するときは、受領書を提出し、それ以後の請負者の

責に期する滅失及びき損については原状に復するか、又は指定の期日まで

に損害賠償を行う。

第８条 修理が完成したときは、貴官に届け出てその日から１０日以内に請

負者又は代理人が立ち会いの上、検査を受け、合格した後引渡しをする。

第９条 検査の結果、不合格と認められたときは、直ちに再修理をする。

第１０条 修理完成品を納入するときは、修理のため交換して不用になった

部品は返還する。

第１１条 請負代金は、受渡完了後適法な支払請求書を提出してから３０日

以内に支払を受ける。

第１２条 単価契約の場合は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ
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く税率を乗じて得た消費税及び地方消費税（円未満切捨て）を加算した額

とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免

税事業者だけの見積りにより消費税及び地方消費税相当額を控除していな

い単価で契約した場合は、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消

費税額の加算は行わないものとする。

第１３条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法

律（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第１４条 修理箇所について、第８条に規定する引渡しから１年以内に契約

不適合（引渡した修理物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適

合しないこと。）を発見した旨の通知を受けたときは、直ちにこれを修補

し、その損害を賠償する。

第１５条 当方が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達

することができなくなった場合は、契約を解除され、解除部分に対する請

負金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日までに納付する。

ただし、その額が１００円未満である場合はこの限りでない。

第１６条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１７条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。



4－ 4－ 1

製作物供給請書条項

第１条 納入する物品は、定められた仕様書又は見本どおりであって、納期

内に検査に合格するものに限る。

第２条 書面による承諾を得ないで、この契約によって生ずる権利を第三者

に譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 検査の結果不合格となったときは、当方の負担において直ちに良品

と交換若しくは修補し、又は値引きする。

第４条 納入代金は、受渡完了後、適法な支払請求書を提出してから３０日

以内に支払を受ける。

第５条 単価契約の場合は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税及び地方消費税（円未満切捨て）を加算した額

とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免

税事業者だけの見積りにより消費税及び地方消費税相当額を控除していな

い単価で契約した場合は、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消

費税額の加算は行わないものとする。

第６条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第７条 天災地変その他やむを得ない理由により納期に納入することができ

ないときは、貴官にその理由を記した書面を提出して、納期の延期又は契

約の解除を申請し、その承認を受ける。

第８条 前条以外の理由により、貴官の承認を得て納期を過ぎて納入したと

きは、遅延料として納期の翌日から起算して納入の日まで遅延１日につい

て未納分の金額の１，０００分の１に相当する金額を指定された期日まで

に納付する。ただし、その金額が１００円未満である場合はこの限りでな

い。

第９条 保証期間は、納入後１年とする。ただし、仕様書に示された場合は、

これによる。

第１０条 検査の結果、不合格又は保証期間内に契約不適合（納入した契約
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物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。）が発

見されたときは、当方の負担により指定された期日までに修補又は良品と

交換する。

第１１条 納入検査前に生じた物品の滅失、き損等すべての危険負担につい

ては、当方の負担において処置する。

第１２条 当方が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達

することができなくなった場合は、契約を解除され、解除部分に対する契

約金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日までに納付する。

ただし、その額が１００円未満である場合はこの限りでない。

第１３条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１４条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。
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役務供給請書条項

第１条 役務は、仕様書、図面又は見本に従い履行期限内に完了する。

第２条 書面による承諾を得ないで、この契約によって生ずる権利を第三者

に譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 検査の結果不合格となったときは、遅滞なくこれを修補する。

第４条 契約代金は、役務完了後、適法な支払請求書を提出してから３０日

以内に支払を受ける。

第５条 単価契約の場合は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税及び地方消費税（円未満切捨て）を加算した額

とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免

税事業者だけの見積りにより消費税及び地方消費税相当額を控除していな

い単価で契約した場合は、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消

費税額の加算は行わないものとする。

第６条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第７条 天災地変その他やむを得ない理由により、履行期限内に役務を完了

することができないときは、その理由を記した書面を提出して、履行期限

の延期又は契約の解除を申請し、その承認を受ける。

第８条 前条以外の理由により、貴官の承認を得て履行期限を過ぎて役務を

完了したときは、遅滞料として履行期限の翌日から起算して完了の日まで

遅延１日について、遅滞部分に対する契約金額の１，０００分の１に相当

する金額を指定された期日までに納付する。ただし、その金額が１００円

未満である場合はこの限りでない。

第９条 検査の結果、不合格となったとき、又は役務完了の日から１年以内

に、契約不適合（納入した契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の

内容に適合しないこと。）が発見されたときは、当方の負担において指定

された期日までに修補する。

第１０条 役務完了前に役務目的物又は役務材料について生じた損害その他
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役務提供に関して生じた損害は、当方の負担とする。

第１１条 当方が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達

することができなくなった場合は、契約を解除され、違約金として解除部

分に対する契約金額１００分の１０に相当する金額を指定された期日まで

に納付する。ただし、その額が１００円未満である場合はこの限りでない。

２ 契約の解除が単価契約に係る場合は、その解除部分の金額は、発注数量

に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部分

の金額を差し引いた額に、消費税法の定める規定に基づく税率を乗じて得

た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算した額とする。

第１２条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１３条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。
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糧食品売買請書条項

第１条 納入する糧食品は、品質、形状等すべて指示された規格仕様又は見

本どおりで、新鮮かつ衛生的なものであって、検査に合格したものに限る。

第２条 書面による承諾を得ないで、この契約によって生ずる権利を第三者

に譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 糧食品の納入は、発注書により行い、その増減は書面又は電話によ

るものとする。

第４条 検査の施行の際は、納入者又はその代理人が立ち会い、もし当方の

都合により立ち会わないときは検査の結果について、異議の申し立てはし

ない。

第５条 検査の結果、不合格となったときは当方の負担において直ちに良品

と交換又は値引きする。

第６条 納入代金は、受渡完了後、適法な支払請求書を提出し３０日以内に

支払を受ける。

第７条 単価契約の場合は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税及び地方消費税（円未満切捨て）を加算した額

とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免

税事業者だけの見積りにより消費税及び地方消費税相当額を控除していな

い単価で契約した場合は、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消

費税額の加算は行わないものとする。

第８条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第９条 天災地変その他やむを得ない理由により、指示どおりの日時に納入

することができないときは、部隊の給食に支障を来さない時間的余裕をも

って貴官にその理由を詳記して、納入の延期又は契約の解除を請求する。

第１０条 前条以外の理由により、貴官の承認を得て納入期日を過ぎて納入

したときは、遅延料として納期の翌日から起算して納入の日まで遅延１日

について、その遅滞部分に対する契約金額の１，０００分の１に相当する
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金額を指定された期日までに納付する。ただし、その金額が１００円未満

である場合はこの限りでない。

第１１条 検査前に生じた損害は、すべて当方の負担とする。

第１２条 納入者、その家族及び従業員並びにその近在に伝染病が発生した

ときは、速やかに衛生保健所に連絡するとともに納入を中止し、その旨を

申し入れるとともに貴官の指示に従う。

第１３条 当方が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達

することができなくなった場合は、契約を解除され、違約金として解除部

分に対する契約金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日ま

でに納付する。ただし、その額が１００円未満である場合はこの限りでな

い。

２ 契約の解除が単価契約に係る場合は、その解除部分の金額は、発注数量

に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部分

の金額を差し引いた額に、消費税法の定める規定に基づく税率を乗じて得

た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算した額とする。

第１４条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１５条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。
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宿舎借上請書条項

第１条 宿舎及び食事の提供は、仕様書、又は貴官の指示に従い、履行期間

に適切に履行する。

第２条 書面による承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利を第三者に

譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 予定数量による契約の場合、その増減の通知は、書面又は口頭によ

り受けるものとする。予定数量の増減による損害賠償は請求しない。ただ

し、著しい場合は、貴官と協議する。

第４条 宿舎及び食事の提供については、安全及び衛生管理に万全を期す。

第５条 当方及びその従業員並びにその近在に伝染病が発生したときは、履

行の中止を申し入れるとともに貴官の指示に従う。

第６条 検査が行われるときは、当方又はその代理人が立ち会い、もし当方

の都合により立ち会わないときは、検査の結果について、異議の申し立て

はしない。

第７条 契約代金は、履行完了後、適法な支払請求書を提出してから、３０

日以内に支払いを受ける。

第８条 単価契約の場合、支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税

事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き

契約単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未

満切捨て）を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単

価で契約した場合又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより消費税

及び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約

単価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとす

る。

第９条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第１０条 天災地変その他やむを得ない理由により履行することができない

ときは、貴官にその理由を記した書面を提出して、契約の解除を申請し、

その承認を受ける。

第１１条 履行完了前に契約の目的その他契約履行に関して生じた損害は、
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当方の負担とする。

第１２条 当方が契約上の義務に違反したことによって、この契約の目的を

達することができなくなった場合は、契約を解除され、違約金として解除

部分に対する契約金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日

までに納付する。ただし、その額が１００円未満である場合は、この限り

ではない。

２ 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数

量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部

分の金額を差し引いた額に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基

づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算

した額とする。

第１３条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１４条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。
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借上請書条項

第１条 貴官の借上に係る内容は、仕様書、又は貴官の指示に従い、履行期

間に適切に履行する。

第２条 書面による承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利を第三者に

譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 予定数量による契約の場合、その増減の通知は、書面又は口頭によ

り受けるものとする。予定数量の増減による損害賠償は請求しない。ただ

し、著しい場合は、貴官と協議する。

第４条 貴官の借上げに係る物品（資機材及び車両等を含む。以下同じ。）

の貸出しを行う場合には、貴官が定める当方の貸出期限（当方が貴官に当

該物品を差し出す期限をいう。）までに、貴官の指示する当方の貸出準備

（貸出期間において支障のないよう整備を行い確認を受ける等の行為をい

う。）を完了した後、貸出しを行う。この場合において、貸出し時におけ

る物品の破損等については、当方の負担とする。

２ 貴官の借上げに係る不動産の全部又は一部の貸出しを行う場合には、貴

官が定める当方の貸出期限（当方が貴官に当該不動産の全部又は一部を差

し出す期限をいう。）までに、貸出期間中において支障のないよう整備を

行うほか、安全及び衛生管理に万全を期するとともに、契約内容に備付器

材等の使用が含まれているときには、貴官が指示する当方の貸出準備（当

該器材等を使用可能な状態にして確認を受ける等の行為をいう。）を完了

した後、貸出しを行う。

３ 貸出期間中において、その貸し出した物品 (以下「貸出物品」という｡)

又は不動産の全部若しくは一部（以下「貸出物品等」と総称する。）の使

用が不能になったこと等により契約の目的を達し得ない状況が生じたとき

には、速やかに貸出物品等に代わる物品又は不動産の全部若しくは一部を

差し出すこと等により必要な対策を講じる。ただし、当該状況が当方の責

に帰さない事由により生じたものである場合には、貴官とその後の対応等

について協議の上、その指示に従う。

４ 貴官は、借上期間中において、その借り上げた物品又は不動産の全部若

しくは一部を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用するも

のとする。
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５ 貸出期間中において生じた貸出物品等の破損等に係る費用は、当方の負

担とする。ただし、当該破損等が、当方の責に帰さない事由により生じた

ものである場合には、貴官と当該破損等に係る費用について協議する。

６ 貸出物品の引取りについては、貴官が定める当方の引取期限までにその

履行を完了する。この場合において、引取り時において生じた貸出物品の

破損等に係る費用は、当方の負担とする。

第５条 検査が行われるときは、当方又はその代理人が立ち会い、もし当方

の都合により立ち会わないときは、検査の結果について、異議の申し立て

はしない。

第６条 契約代金は、履行完了後、適法な支払請求書を提出してから、３０

日以内に支払いを受ける。

第７条 単価契約の場合、支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税

事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き

契約単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未

満切捨て）を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単

価で契約した場合又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより消費税

及び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約

単価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとす

る。

第８条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第９条 天災地変その他やむを得ない理由により、契約内容どおり履行する

ことができないときは、貴官にその理由を記した書面を提出して、履行の

延期又は契約の解除等を申請し、その承認を受ける。

第１０条 履行完了前に契約の目的その他契約履行に関して生じた損害は、

当方の負担とする。

第１１条 当方が契約上の義務に違反したことによって、この契約の目的を

達することができなくなった場合は、契約を解除され、違約金として解除

部分に対する契約金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日

までに納付する。ただし、その額が１００円未満である場合は、この限り

ではない。
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２ 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数

量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部

分の金額を差し引いた額に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基

づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算

した額とする。

第１２条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１３条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。



標準契約書

契約書式
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標準契約書（目次１(1)から(7)までに掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入

印紙

を甲とし を乙として

下記により 契約を締結する。

契約金額￥

品 名（件名） 規 格 単位 数 量 単 価 金 額

納期(履行期限) 納 地

契 約 保 証 金 役務提供場所

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲 印

乙 印



5－ 1－ 2

標準契約書（目次１(8)及び(9)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入

印紙

を甲とし を乙として

下記により 契約を締結する。

契約金額￥

品 名（件名） 規 格 単位 数 量 単 価 金 額

引 渡 期 限 引 渡 場 所

契 約 保 証 金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲 印

乙 印
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標準契約書（目次１(10)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 産業廃棄物等収集運搬業務委託契約 を締結する。

契約金額：￥

内 訳
品名（件名）等 単位 数量 単価 金 額 備 考

引 渡 場 所 引 渡 期 限

搬 入 場 所 履 行 期 限

契約保証金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項産業廃棄物等収集運搬業務委託契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲

印

乙

印

※産業廃棄物等収集運搬業務委託契約条項適用に係る標準契約書
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標準契約書（目次１(11)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 産業廃棄物等処分業務委託契約 を締結する。

契約金額：￥

内 訳

品名（件名）等 単位 数量 単価 金 額 備 考

履 行 期 限

履 行 場 所

契約保証金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項産業廃棄物等処分業務委託契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲

印

乙

印



5－ 1－ 5

標準契約書（目次１(12)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 電力需給契約 を締結する。

契約単価 （基本料金：契約電力１ＫＷ／月）

夏 期

その他季
契約電力量料金単価その他
（電力量料金等：使用電力量１ＫＷｈ） 昼 間

夜 間

契 約 電 力 ＫＷ 供 給 場 所 基地

標準周波数 ＨＺ 供給電力方式 交流 相 線式

供 給 電 圧 標準電圧 Ｖ 計 量 電 圧 標準電圧 Ｖ

計 量 日 時 受 電 方 式

供給場所における電力会社の架空引込線と甲が敷設した断路器の電
供 給 地 点

源側接続点

電気工作物の 供給地点における電力会社の架空引込線と甲が敷設した断路器の電
財産分界点 源側接続点（保安上の責任分界点につき同じ）

履 行 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

契約保証金

契 約 方 法 単価契約

航空自衛隊標準契約条項電力需給契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲
印

乙
印



5－ 1－ 6

別表

料 金 率 表

料 金 項 目 単位 単 価

基本料金 （契約電力１ＫＷにつき） 円

夏 期 円
従量料金
（使用電力１ＫＷ時につき） 冬 期 円

昼 間 円

夜 間 円

そ の 他 円



5－ 1－ 7

標準契約書（目次１(13)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 食器洗浄作業等部外委託 契約を締結する。

契 約 項 目 食 事 区 分 単位 予定作業量 単 価 備 考

朝食作業

食器洗浄及び 昼食作業

清掃作業等

夕食作業

契 約 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

契 約 保 証 金

契 約 方 法 単価契約

役務履行場所

航空自衛隊標準契約条項食器洗浄作業等部外委託契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲 印

乙 印



5－ 1－ 8

標準契約書（目次１(14)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 宿舎借上契約 を締結する。

件 名 規 格 単位 予定数量 単 価 備 考

履 行 期 間

履 行 場 所

契 約 保 証 金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項宿舎借上契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲 印

乙 印



5－ 1－ 9

標準契約書（目次１(15)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 借上契約 を締結する。

契約金額：￥

件 名 規 格 単位 数量 単 価 金 額

履 行 期 間 (乙)貸出期限

履 行 場 所 (乙)引取期限

契 約 保 証 金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項借上契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲 印

乙 印



標準請書
請書書式



5－ 2－ 1

標準請書（目次４(1)から(6)までに掲げる請書条項による場合）

請 書 収入印紙

契約担当官官職氏名

殿

契約金額￥

品 名（件名） 規 格 単位 数 量 単 価 金 額

納期(履行期限) 納 地

契 約 保 証 金 役務提供場所

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準請書条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

上記の事項を承諾の上、契約を履行します。

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名



5－ 2－ 2

標準請書（目次４(7)に掲げる請書条項による場合）

請 書 収入印紙

契約担当官官職氏名

殿

件 名 規 格 単位 予定数量 単 価 備 考

履 行 期 間

履 行 場 所

契 約 保 証 金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準請書条項宿舎借上請書条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

上記の事項を承諾の上、契約を履行します。

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名



5－ 2－ 3

標準請書（目次４(8)に掲げる請書条項による場合）

請 書 収入印紙

契約担当官官職氏名

殿

契約金額￥

件 名 規 格 単位 数量 単 価 金 額

履 行 期 間 貸 出 期 限

履 行 場 所 引 取 期 限

契 約 保 証 金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準請書条項借上請書条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

上記の事項を承諾の上、契約を履行します。

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名


